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第８日目（９月１３日） 

○議   長（若井達男君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いた

します。 

○議   長  ただいまの出席議員数は２５名であります。これから本日の会議を開きま

す。 

 なお、中沢俊一君、病気療養のため欠席、病院事業管理者、公務のため欠席の届出が出て

おりますのでこれを許します。 

（午前９時３０分） 

○議   長  本日の日程は一般質問とし、一般質問を続行いたします。 

 質問順位７番、議席番号７番・中沢一博君。 

○中沢一博君  おはようございます。昨日は中秋の名月でございました。昨日の議場で自

分は自分のところに来るかどきどきしながらいましたけれども、帰り道、ススキをとってい

る方に出会いました。本当に日本の文化というか歴史、ほっとする部分を感じ、私自身なご

ませていただきました。今日はというか議長のはからいで、昨日のどきどきから一新、変わ

りまして今日、本日トップバッターとして時間に気を使わないで一生懸命できるかと思いま

す。一生懸命・・・（「なごやかにお願いします」の声あり）やらせていただきたいと思いま

すのでひとつよろしくお願い申し上げます。それでは通告に基づきまして一般質問させてい

ただきます。 

１ 当市の基幹産業を守れ 

最初に当市の基幹産業を守れと題して質問させていただきます。このたびの７月豪雨災害

は市内に甚大な被害をもたらしました。南魚沼市にとって過去最大の災害となってしまいま

した。被災された皆様方には心よりお見舞い申し上げます。その中で行政一丸となって取り

組んでいることに市民を代表する一人として心より敬意を表する次第でございます。ご苦労

さまでございます。 

 さて、南魚沼市の基幹産業は農業と観光と、井口市長自らも言ってきたほど重要性が伺わ

れます。今、南魚沼市の経済を支えてきた基幹産業が岐路に立たされております。その中で

国の激甚災害に指定され、農業関係の復旧への支援策は何とかめどが見え、スタートを切る

ことができました。しかし、商工、観光産業は助成対象外であり、とりわけシーズン間近の

スキー産業への支援策が全く見えておりません。 

この地域は５０パーセントの方が何らかの形でスキー関係に携わっていると言っても過言

ではございません。今後の南魚沼市の経済、雇用に甚大な影響を及ぼしかねません。また、

将来を担う子どもたちの教育面でのスキー授業もこのままだと危機的状況になりかねません。

新潟、中越地震のときは復興基金があり４割負担で復興することができました。今も市も必

死で対応策を練っているかと思いますが、県への働きかけ状況はどうなっておりますでしょ

うか。 

 今年行われたスキー発祥１００周年記念祝賀会では、泉田知事を始め溝畑観光庁長官もあ
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れだけのことを言われ祝賀会に参加していただきました。観光庁のホームページのトップに

は溝畑観光長が東日本大震災についてこう述べられております。災害から立ち上がり観光立

国で日本に元気を取り戻すために観光庁は力を尽くしてまいります。「観光庁は力を尽くして

まいります」と述べられております。このたびの新潟・福島豪雨災害は激甚災害に指定され

たわけでありますので、その中で商・工・観は激甚災害対象外では済まされないのでありま

す。 

中小企業の資金繰りの支援のセーフティネット保証などの拡充強化の支援策はどうなって

おりますでしょうか。また、税制面での軽減措置に一歩踏み込めないのでしょうか。当市で

必死で考えている支援策を伺うものであります。今、本当に大変なことになっているのであ

ります。このことは井口市長は全てわかっていられると思います。具体策、支援策を伺うも

のであります。 

２ 若者と中小企業を結ぶ「就活手当」の創設について再度伺う 

 ２番目に若者と中小企業を結ぶ「就活手当」の創設についてお伺いします。この質問は今

までに申し訳ないくらいさせていただいております。昨年の６月議会でもちょうど人工衛星

はやぶさが７年かけて帰還したときにも質問させていただきました。いろいろな無理といわ

れた難題を一つ一つクリアして、地球から発信し続けた微かな信号を頼りに地球に帰ってく

る。私たちに希望と勇気を与えてくれました。発信し続けたからこそ帰ってくることができ

たのであります。 

市長、今のその若者たちが再び南魚沼市の住民になり地域のために働きたい、いずれはお

年寄りの面倒もみたい、こんなありがたいことはないのではないでしょうか。大学生の就職

内定率が過去最悪を記録し、この春に進路が未決定のまま卒業した人は８万７,０００人とも

言われております。その多くが継続的に就職活動に取り組んでおります。就職活動が長期化

する中で、学生側にとってみても経済的負担の増大は切実な問題であります。 

費用の負担の支援はできないかということであります。私は最初は貸与でよいと思ってお

ります。南魚沼市の未来を託する若者に就職活動にかかる費用の負担を軽減する就活手当を

創設して、南魚沼市の人材を、大事な人材をこの南魚沼市に呼び起こしたいのであります。

雇用の評価の面についても再三、再四お伺いする次第でございます。 

３  支え合う地域社会づくりについて 

 次に支え合う地域社会づくりについてお伺いいたします。一人暮らしの世帯が増える中で、

地域で支え合う社会をどう確立していくか。昨年実施された国勢調査結果からだと、一人暮

らし世帯が調査開始以来、世帯の３１.２パーセントを占め、今まで一番多かった夫婦と子ど

も世帯を初めて上回りました。一人暮らしの世帯の増加がもたらす影響は決して小さくあり

ません。とりわけ家族間の支え合いを前提としている社会保障制度に与える影響は大きく、

昨年のあの夏の所在不明問題のような事態を二度と引き起こさないためにも、地域で単身生

活の高齢者を支え合う対策はどう進めるか、大事な部分かと思います。 

高齢者と社会保障を支える現役世代の関係は、一人の高齢者を２.８人の現役世代が支えて
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いる割合になっております。１９６０年には１１.２人の支え手がいました。この５０年間で

何と４分の１に減少したことになります。今後は高齢者の自立を促す政策を含めた新たな制

度を模索していかなければなりません。 

そこで、２点質問をさせていただきます。一つ目は「ボランティア・ポイント」制度の創

設であります。今回の東日本大震災でもわかるように、また、この新潟中越地震のときに大

変私たちはお世話になりました。本当に私たちはわかりました。人間誰しも行き着くところ

は、人のために社会のために尽くしたいという気持ちを誰しも根底に持っているということ

であります。元気で長生きする秘訣は人のために行動する。大事なことだと思います。「人の

ために火をともせば我が前明らかなるがごとし」という言葉がございます。他人のためにと

思ってあかりをつければ、実は自分の前も明るくなっているということであります。人のた

めに一生懸命やる。そしてまた自分も元気になる、こんないいことはないのではないでしょ

うか。 

支え合う社会をどう築くか。ただ黙って行政任せではなくて自分たちにもできることは皆

で考えていきたい、そう考えます。来年度平成２４年から２６年までの第５期介護保険事業

計画が見直されます。このときどうしたら将来に向けての施策がとれるのか。自治体の手腕

が求められます。団塊世代を含むシニア世代の方々が大量に高齢者の仲間入りをし、地域に

戻ってくる時代があるからこそ元気な高齢者が地域の高齢者を助ける、地域において生きが

いを持ち積極的に社会活動に参加し、それをとりもなおさず自分に返ってくる。そんな社会

形態を考えてはいかがなものでしょうか。 

このことは先にも質問しておりますので詳細は避けますが、ボランティア活動の実践にポ

イントを付与して、後年自分がボランティアの支援を受けるようになった際にためたポイン

トを活用できないかという制度であります。井口市長にお伺いするものであります。 

２番目に親・子・孫の三世代同居支援についてお伺いいたします。私たちの周りには多く

の方が一人で生活されております。また今後、先にも述べたように一人暮らしの世帯がさら

に増えるかと思います。家族で高齢者を見守りたい、そんな思いから質問する次第でありま

す。三世代家族の形成を促すことで高齢者の孤立化を防ぐとともに少子化対策、なかんずく

育児にも効果が期待されます。家族のきずなの再生を図るため、親・子・孫が市内に同居す

る際の支援策を考えてはいかがなものかということであります。 

例えばでございますけれども、子･孫が市外から引っ越してくる場合の助成、また、三世代

の方の都市計画税などの助成、住宅の新築・改築・増築などの助成等々、市当局も思案して

いるかと思います。今後の大事な部分かと思いますので質問をさせていただきます。 

以上、市長の積極的な答弁、決意を期待して壇上からの質問とさせていただきます。 

○市   長  おはようございます。今日もまた一日よろしくお願い申し上げます。傍聴

者の皆さん方は大変ご苦労さまです。中沢議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 当市の基幹産業を守れ 

スキー産業、観光産業、とりわけスキー産業への支援策ということであります。今現在、
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この７月の豪雨によりまして市内の観光施設はご承知のように壊滅的な被害を受けたわけで

あります。特に市内のスキー場におきましては土砂の流出、崩落これらでゲレンデあるいは

索道施設これらに大きな影響がありましたし被害も受けておりまして、市内６か所のスキー

場での被害額合計が概算で２億８,０００万円を超えるという報告。ただ、これはまだ一つの

スキー場については、この額はもっともっと増えるだろうというふうに言われておりますが、

現在こういうご報告であります。 

 今、議員おっしゃったようにスキー場も含めた関連施設、これは市の観光産業にとって一

番重要な部分でありますので、スキー場の例えば縮小、閉鎖あるいは営業休止これらについ

ては経済に大変な影響を与えますし、雇用にも影響を与えるということは十分理解しており

ます。 

観光施設の災害復旧に関しましてはご存じのとおりでありますけれども、県の新潟県観光

基盤整備事業補助金、これは１０分の４の補助率でありますが、これは県としてはこういう

制度を設けて対応していきたいということであります。問題はこの補助金が市町村や第３セ

クターを対象としておりまして、民間事業者は対象外だということであります。ここが一番

の問題であります。 

そういう中で市の代表的な部分では五十沢キャンプ場は、この事業を取り込んで復旧して

いこうということでありますけれども、対象とならない民間事業者の観光施設、特に今申し

上げましたスキー場関連施設これが非常に問題として大きく浮かび上がっているところであ

ります。県にも当然ですけれども先般お話を申し上げて、何らかの対応が県としてはできな

いか。あるいは市が単独で補助制度を設けた場合、県がその部分にまた上乗せをするとかそ

ういうことはできないかということを要望してまいりまして、今、担当課あるいは県の知事

政策局の政策官の方も含めて、県では今対応を一応協議をしているところであります。 

それから資金関係は、これはもう議員ご承知でありますので借入制度はあるということ。

これはここにも申し上げておこうと思いますけれども、一般的な商工業関係の皆さん方は１,

０００万円とかあるいは３,０００万円とかそういう借入れをして、県が利息部分を相当援助

するということであります。市としてはそれにまた上乗せをして補助率をアップする、いわ

ゆる利息金の部分について市が補助をするということではなくて、信用保証料の全額免除―

―これは以前にもやってきたことですので、この制度を延長して対応させていただきたいと。

そちらの方がある意味有利だということも計算の上で出ておりますので、市としては借入金

につきましてはそれで対応していこうということであります。 

 そこで先週の金曜日に被害報告を提出していただいているスキー場の代表者の皆さん方か

らお寄りいただいて、各スキー場の被害状況をまずは取り寄せてあります。その際に改めて

経営状況、復旧計画あるいは復旧資金の例えば借入れする場合の見通し、そういう細かい部

分について文書での解答をお願いしておりまして、今週中・・・もう出たか、まだか。まだ

出てこない。今週うちぐらいにはそれらが全部整うところであります。 

その回答をいただいた上、市として具体的あるいは積極的な支援がどこまでどうできるか。
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これを協議して、議員おっしゃったように税金の減免制度。これはもう災害の場合には活用

できる部分というのは相当あるわけですので、これはスキー場に限らずですけれども、そう

いう措置。あるいは国県の支援策が今まではないわけであります。私も観光庁にまで問合せ

をしましたけれども、制度としてはないということでありましたので、それらが何とか取り

込めるのか否か。こういう部分について検討を今、しているところであります。 

決して状況が明るいというところではありませんけれども、あらゆる手段を駆使しながら、

少しでも補助対象になれるような事業がその中に内在していないのか。例えば今協議中であ

りますけれども、ゲレンデが崩れたのではなくてゲレンデ以外の他の所有者の山腹が崩壊を

して、それがゲレンデに流れ込んでゲレンデが今使えなくなっていると。そういう部分につ

いては観光施設そのものが原因で被害が出たわけではなくて山が崩壊したわけですから、そ

の山腹崩壊という理由で何とかなるかならないか。これらも結局は災害査定でとれればそれ

が一番いいわけです。そうしますとこれはもう激甚災の指定ですから。これも今、県の技術

担当あるいは災害担当の職員と市の担当課の方で、現場を確認しながら協議をしているとこ

ろであります。 

そういう部分が全て整ってこれができる、これはできない、あるいは全てできないとか、

そういう状況が出た際に、市として何をなすべきかということを決断していかなければなら

ないと思っておりますので、しばらくの猶予をいただきたいと思っております。 

ただ、復旧工事そのものがスキー場関係の皆さん方は秋雨の降り始める、地盤が軟弱にな

る前に工事は工事としてもうやりたいということでありますから、遅くも９月内ぐらいには

ある程度の方向を出さないと、スキー場関係の皆さん方も判断に迷うという部分がございま

すので、できれば９月内ぐらいにはその方向性を出していきたいと。 

そうなりますと議会の皆さん方にここでお願い申し上げるわけでありますが、例えば市が

単費で復旧の助成をしようという際には、今の補正予算には載っておりませんので、またご

批判があるかもわかりませんけれども、専決対応ということをお願いせざるを得ないという

部分もこれは発生しかねません。あらかじめそうなった際は、専決をしないで議会を開けな

んて言わないで、その部分の専決はお認めをいただきたい思いでございます。その答弁をこ

こでしろとはいいませんけれども、そういうお願いを今のところ申し上げているところであ

ります。そういうことで、もう少し調査をきちんとやってそして県とも調整をして、その上

できちんとした対応をできる限りやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

２ 若者と中小企業を結ぶ「就活手当」の創設について再度伺う 

 就活手当の件でございます。求人情報等から雇用情勢を見ますと、７月末現在で今現在、

県内の有効求人倍率が０.６７、前年同期の０.５６を０.１１ポイント上回っておりまして、

ハローワーク南魚沼管内これは有効求人倍率が０.８８、前年同月の０.７９に比べて０.０９

ポイント上昇しております。県内では有効求人倍率では比較的、１には達していませんけれ

ども県内ではそういう面では状況的にはいいということであります。 
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大学卒の皆さん方の就職率、先ほど議員おっしゃったように平成１９年が９６.３、２０年

９６.９、２１年が９５.７、２２年が９１.８で今２３年の４月１日現在で９１.０ということ

でやはり下がってきているわけであります。 

去年、おととし辺りからそういう傾向が非常に多く見えましたので、ご承知のように市と

いたしましても大学、高校の新卒者でこの地域に職を求めたいけれども職が見つからなかっ

たという方については、臨時雇用の中で優先対応するということで進んでまいりました。た

だ、臨時という部分もあるのでしょう、思うほど応募がなかったということも事実でありま

す、思うほど。大卒で去年おととしか一人ぐらいでしたか。高卒はほとんどなかった。高卒

は結果としては大体確か１００パーセント就職になったのだと思うのです。思うほどなかっ

たのです。そこがちょっと意外でありましたけれども、そういう措置をとりながら今日を迎

えているわけでありまして、議員おっしゃったように統計を見ますと、就職活動全般を通じ

てかかった費用の平均が平成２２年度卒の学生で１６万２,９００円を超えているというこ

とであります。この中で交通費だけでも５万円以上かかるというのが日経新聞にも載ってお

りました。 

Ｕターン、Ｉターンの動機付けとして、あるいは新規学卒者の就職活動に対する支援とし

て、何らかの形でやらなければならないということで、今議員おっしゃったような交通費の

助成を去年検討しました。ところが、これが非常に難しい。どういう手段をもって支給がで

きるのか、どういう書類をもって支給ができるのか。例えば車で来た、その人がどういう手

段でいくらかかったということを申告ができるのか。あるいは新幹線で来た、例えばですね

新幹線を使ったと。これも就職活動に来たか否かということが確定できる証明というのがな

かなか難しいのです。例えばそれを企業の方に求めて、確かにこの人が私どものところにあ

るいは面接に来ましたとか、それはなかなか難しいことです。 

そうなりますと今、議員がおっしゃったようにいわゆる現金給付ということでなくて貸し

付け、貸付けであればそれをわざわざ悪用してということではなくなるような気がしますの

で。いずれにしても何らかのことはちょっとやっていかないと、なかなか若い皆さん方がこ

ちらの方の職場を選んでいただけるということが厳しい状況になるのではないかなというこ

とは思っておりますのでちょっと検討を。いわゆる補助なのかあるいは貸付けなのか、ある

いは他に何か措置があるのか、あるいは全くいろいろ検討してもなかなか制度として築き上

げづらいのか、このことも含めて。 

今現在は先ほど触れましたように、いわゆる補助金的な部分で現金給付というのは非常に

難しい。これはそういうことを考えたくはないのですけれども、悪用されればいくらでも悪

用されるという部分も出ますし、その辺も含めていわゆる公平で公正な制度にしなければな

りませんので、もう少し考えさせていただきたいと思います。何らかの形をとってはいきた

いという気持ちは持っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

３  支え合う地域社会づくりについて 

 ボランティア・ポイント制度であります。ボランティアのポイント制度は２２年３月議会
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でもご質問いただいたところでありますし、私どもが２２年の４月１日から６５歳以上の高

齢者あるいは障がい者を対象に、社会福祉協議会が実施主体となって有償ボランティア制度

「南魚沼なじょもネット」を開始した、これはご存じのことと思います。初めての有償ボラ

ンティア制度でありますので、この中で併せてボランティア・ポイント制度の導入について

も検討したり、先進地の視察も行ったところであります。 

結果といたしますと、ボランティア・ポイント制度の導入は非常に難しいという結論であ

ります。なぜ難しいかと申し上げますと、まずはボランティア活動に参加できる方はそれは

それでいいのです。ところが、参加したいと思っても体の都合で参加ができない、あるいは

仕事があって忙しくて参加ができない、それぞれ事情があって参加ができないという方、こ

れはポイントがたまらないわけです。では将来自分がボランティアの力を借りようとしたと

きに、この人はポイントがある、この人はポイントがないからとこれはやはり非常に差別的

な部分も出てまいりますので、それはちょっと難しいのだろうということであります。 

そして今、なじょもネットの登録者数が５８人、利用者数が５６人です。登録されている

方はやはり６０歳代の方が一番多いわけであります。利用される方は６５歳以上の障がい者

が多いということであります。利用回数が４７０回、圧倒的に六日町地区は多くて３３４、

塩沢では５４、大和では８２という結果が出ております。 

それから今、市のボランティアセンターの運営状況であります。これは社会福祉協議会に

ありますけれども、登録者数が２,３３０人、これは実数であります。９４グループございま

す。活動回数が８,７９９、延べ活動者数で２万３,４７２ということであります。個々のボラ

ンティア内容については省かせていただきます。そして市がボランティア活動に対しての支

援の助成金は、８４グループに対しまして約１２０万円、それから保険加入です、これは２,

３２１に対しまして６６万円強を支出しているわけであります。ポイント制度ということが

非常に結果として差別を招くようなことになってはならないという部分が非常に強くありま

して、ちょっとこのことは難しいだろうと思っております。 

ボランティア活動というのがどこまでがボランティア活動なのかとこのこともございまし

て、今度は社会福祉計画の中で策定する中でのアンケート結果でありますが、今年の６月に

実施しました。１,００３名、有効回収が６２１。現在ボランティア活動に参加している割合

は１１.１です。年齢層ではやはり６０歳代が１７パーセントで一番多い。それから参加して

いるボランティア活動の種類、これはやはり高齢者関係が一番多いわけであります。次いで

自然・環境保全、子ども、スポーツ・文化とこういうふうに続いております。 

参加の理由は自分の向上になるから、世のため人のためになるから、仲間が増えるので楽

しい、地域福祉の向上のためというふうに続いております。参加しない理由であります。仕

事や家事が忙しい、健康に自信がない、活動に関する情報がない、身近に活動グループや仲

間がいない、きっかけがつかめないというふうに続いております。 

ボランティア活動を地域の中で進めていくために何が必要かと思うこともアンケートをし

ておりまして、やはり時間的・経済的なゆとり、健康それから仲間の友人、生きがい・充実
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感があること、趣味・特技を生かせること、家庭や職場の理解、こういうふうに必要なもの

として続いております。 

これでおわかりのとおり、当然ですけれども何らかの報酬を期待するとかそういうことで

はなくて、やはり人のためになりたい、あるいは自分の生きがい、それから仲間づくり、こ

ういうことが色濃く出ているところであります。 

先ほど議員もおっしゃいましたように、違う言葉で言えば「情けは人のためならず」とい

うことでありますから、人のために尽くしておけば必ず自分のところにも、見返りなんてい

うことは言いたくありませんけれどもそういう部分が出てくるということであります。ポイ

ントをためてこれを実施していくというのはそういう面も含めまして、また余りそういうこ

とを期待してボランティア活動に入っているという方は少ない、そういないということもア

ンケートの中で表れておりますので、ポイント制度については今のところ実施をする意向で

はありませんから、この後のご質問についてもよろしくお願い申し上げます。 

 親・子・孫の三世代同居、これはですねこれが実現できますと本当にすばらしいと思うの

です。三世代、私も今三世代半ぐらいですね。まだ母がいますのでこれを入れると四世代に

なりますけれども、この中でやはり暮らしていけるというのは、子どもたちにとってもある

いは親にとっても本当にすばらしいことだと思っております。 

この中で支援ということでありますけれども、今現在このことを意識をして支援というこ

とではありませんが、住宅では住宅リフォーム、それから高齢者あるいは障がい者住宅の整

備の貸付金の事業、それからおおむね６５歳以上の高齢者の自立した生活支援と介護者の負

担軽減のための高齢者用の居室の増改築、あるいは改造に資金の貸付けを行っているという

ことであります。住宅リフォームは補助でありますけれども。あとはソフト面では、在宅で

要介護高齢者等の介護をしていらっしゃる家族に対して、金額が少ないというご批判はあり

ますけれども、在宅要介護者高齢者家族手当等も支給したりしているところであります。 

ここで問題になりますのは、そういう支援をしたから、するから、それがあるから同居を

するかという問題であります。意識の問題でありまして、今の傾向を見ますと例えば農村部

で親子でもう当然暮らせる住宅もあり、何ら不自由がないという部分でありましても、やは

り結婚をいたしますと、しばらくの間という言い方がおおむねいっぱいでありますけれども

二人で暮らしたい。二人で暮らし始めますと子どもが生まれて、子どもの世話だけは親や親

族に頼んで、そして暮らすのはやはり二人と子どもと。子どもというか自分たちの家族だけ

ということが非常に多くなっているのです。これはお金の問題ではないと思うのです。 

お金の問題ではない。住宅改造をするお金がないからやむを得ずそうしているということ

ではなくて、今の若い皆さん方の意識。そして我々世代の高齢者の方にもある意味、一緒に

住んでもらいたいけれどもいろいろ波風が立たないということになれば、離れていて必要の

ときに孫の顔を見に行ったり、あるいは盆暮れ正月に来てもらったり、これで十分だという

中高年の皆さんが大分増えていますね、まさに。 

ですので、これは非常にすばらしいことですけれども、なかなかでは何が原因で別居とい
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いますか、二代、三代の同居ができないか。これもきちんとした調査をした上でないと、こ

れに対してご支援を申し上げようとかそれがなかなかできないと思いますので、とりあえず

はそういう意識調査的なことを福祉課がやれるか・・・ちょっと部長が変な顔をしています

から部長と相談しながらですね。しないことはないですね、されないことはない。されない

ことはありませんが、やはり意識をきちんとある程度我々が確認をしないと、このことにつ

いてあれができるとか、これをしようとかということは空振りに回る恐れがありますので、

このことについてもじっくりと考えさせていただきたいということでご理解いただきたいと

思っております。以上であります。 

○中沢一博君  １ 当市の基幹産業を守れ 

基幹産業を守れということで、市長の方から本当に市が必死になって知恵を出して取り組

んでいただいているということをお聞かせいただきました。本当にありがたいと思っており

ます。やはり最終的にその方向性で行かれるように、私たちも一丸となってやっていかなけ

ればいけないと思っております。やったからだめだったというふうにならないようにしてい

ただきたい。もちろんわかっていることでございますけれども思っております。 

私が言うまでもございませんけれども、この地域には数あるスキー場、いっぱいあります。

本当に当地は雪がいっぱいですね、４メートルも降っていて、我々の地域は農業が主体です

から農業が終わり、そうすると全て終わると関東の方に出稼ぎに行かなければいけない。だ

けれども残された女性は必死になって家を、５メートルもあるところを守らなければいけな

い。その中で何とか大人の男の人を地元に残されないだろうか。そういうことを考えて必死

になって、地域の人が融資し合って立ち上げたスキー場もあるわけでございます。 

そういう本当に地域と雇用。お金というのでなくて雇用と、そして本当に経済効果を、ま

さに村おこしという部分を考えてやったというスキー場もこの地域にはいっぱいあるわけで

あります。そういう面では内容的には市営スキー場と全く変わらないと私は思っております。

市長が必死になってやられるということでございましたので、その答弁を期待したいと思い

ます。 

その中で１点ちょっと私が勉強不足で大変恐縮でございますけれども、確認したいことは、

緊急保証制度というのがあるかと思います。政府の方で。あの当時やはり多くの方が借りら

れたと思いますけれども、それで例えばこれに関しまして今こういう状況になったときに、

追加融資は実際にできるのでありましょうか。やはり、政府の緊急保証制度という部分がな

いと、実際の一般の部分でありますと、今信用保証協会で市が保証料を補填していただける

というありがたいご報告も回答もいただきましたけれども、実際、責任共有制度であって、

保証協会が８割、金融機関が２割、そうなると実際のところは、もしものことを考えると嫌

がって貸し渋りにいっているのが現実であるわけであります。その分、今のような緊急保証

制度の中で追加融資ができるのかちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○市   長  １ 当市の基幹産業を守れ 

担当部長に答弁させます。 
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○産業振興部長  １ 当市の基幹産業を守れ 

現在のセーフティネットの部分につきましては、信用保証協会の保証が必要というような

ことであります。ですので、銀行の窓口に行っていただきましてそちらで保証協会の保証を

していただくということでございます。以上です。（「制度はあるのか、残っているのか」の

声あり）追加というか今回の災害の関係で残っています。はい、ですのでり災届が要ります

けれども、そちらを持って銀行に行っていただくということでございます。 

○中沢一博君  １ 当市の基幹産業を守れ 

今の言葉を聞いてほっとしました。やはり銀行さんというか金融、保証協会が全て今まで

ネックになって、と言ったら言い方が恐縮でございますけれども、その部分で政府の部分が

あればそういう面ではかなり柔らかいという部分を期待しておりますので、ひとつ今までど

おりに多分市の方に登録をした中で、それからそういう方にいくという形になるかと思いま

すので、ぜひ進めていただきたいと思っております。 

そして学校教育の部分でありますけれども、今までも本当に学校教育を支えてきたスキー

場ばっかりでございますので、そういう観点からもぜひ国の方、県の方にもご要望をしてい

ただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

私は市長からも税制の面でもそういう制度があるというふうに聞かせてもらって、条例に

もその部分が入っているわけでございます。市長がそう言っていただいているということは

安心しましたので、ひとつ見守りたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

２ 若者と中小企業を結ぶ「就活手当」の創設について再度伺う 

 次に中小企業の就活の件でございますけれども、確かにその場ですぐ、来たからお金を精

算するというような考え方は私は難しいと思っております。ですけれども、何遍も言うよう

ですけれども、やはりお貸しするというか貸与するというそういう形の中で、何年かはこの

地域に住んでいただければ税収も生むわけでございます。もう担当部署は若者がここに住め

ばどれだけ税収が入るかというのも、すぐ数字が見えるかと思います。そういう面でも私は

この部分をぜひ、市長は検討していただけるということでございます、何らかの形でしたい

ということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

先日も高校生の求人倍率が新潟県は０.６８だというふうに数字をお聞きしました。その部

分を聞いたときに厳しいなと私は実感をしました。本当に先ほど市長が言ったように、大学

生の就活にかかる全国平均が１６万２,０００円ですか。この地域は大体１４万円だというふ

うに聞いております。そして九州とか北海道では２２万円ぐらいだというふうに聞いており

ます。この地域のことでございますのであれですけれども、本当に必死になって求めている

わけでありますから、ぜひ、地元の市の思いというものを若者に伝えていただきたい、そう

いうふうに思いますけれども、もう１回この部分をお願いしたいと思います。 

○市   長  ２ 若者と中小企業を結ぶ「就活手当」の創設について再度伺う 

先ほど述べたとおりでありますが、問題といいますかこの制度を設けることそのものが貸

付金とかであれば問題はないのです。ただ、かかっている費用の多くがいわゆる今こちらの
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出身で例えば東京の大学にいて、そしてこちらの方に帰ってきて就職をしようという目的で、

こちらに就職活動に来る方は非常に少ないということです、まだ。職場が少ないということ

です。 

結局東京にいながら大阪へ行ったり、あるいは北海道へ行ったりこの就職活動に非常にお

金がかかっているということがこの調査の元でありますので、果たして、南魚沼市内に就職

しようとする方でその制度をどんどんと利用する人が増えるかと言われると、ちょっとこれ

は心もとない部分もあります。いずれにしてもこの市内に若い人たちがとにかく就職をして

くれる、その糸口をつかんでもらうと。我々もその糸口をつかむということからすれば、こ

れは別にむだになるわけでもありませんので、ある程度調査等もやらなければなりませんけ

れども、この方向は進めていかなければならないという思いであります。 

○中沢一博君  ２ 若者と中小企業を結ぶ「就活手当」の創設について再度伺う 

武田節の一節に「人は石垣、人は城」という言葉がありますけれども、まさに私は市長が

今おっしゃったように、南魚沼市の将来を考えたときにやはり人材に本当に来ていただきた

い。若者が育っていただきたい。そういう組織を、ぜひそういうエールを若者に送っていた

だきたいと思っております。何遍も私、調査した中であれですけれども、やはり今の介護保

険のそういう奨学金みたいな制度がいいなというふうに、私は個人的には思っております。

お金を貸してそして何年かはこの地元に住めばそのお金は返さなくてもいいという、そうい

う制度もございます。何とか多くの人にこの南魚沼市に帰ってきてもらいたいし、またいて

もらいたい、そんな思いでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

３  支え合う地域社会づくりについて 

 次に最後の部分でありますけれども支え合う地域づくりの部分で、市長からはボランティ

アの制度については難しいということでございました。確かに難しいかもわかりませんけれ

ども、一人家族の方が多くなっているときにお年寄りに、今もなじょもネットという部分も

ございますけれども、やはり元気で長生きというか生きがいを与えられるような、そういう

部分を考えていただければなというふうに思っております。 

私もいろいろ調べたところ、今この８月現在で介護ボランティア制度を立ち上げた全国の

自治体が５２ございました。その中で一つ一つ私もどのような状況であるかということをい

ろいろ時間をかけて調べさせていただきましたけれども、これから介護保険制度で差別をす

るというそういう観点ではなくして、生きがいを持たせるという、そして長生きをしていた

だくというそういう観点で私は進めたらいかがなものかというふうに思う次第であります。

これに関しては来年度５期計画があります。またその次もありますけれども、ぜひ計画をお

願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

最後の三世代でございますけれども、わかっているけれどもということでわかりますけれ

ども、とにかくみんながわかっているのが、このままではまずいな、ということであります。

このままではまずい。何とかしなければいけない。もう本当にそんな状況でございます。や

はり三世代で、私の周りではないですけれども、今は一緒に住むのがいやだという人が多い
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のは事実です、私も感じます。だけれども、例えば市長がよく重点政策でおっしゃっている

子育て支援に関しても、出生率の多い今は沖縄でしょうか。ですが福井県がずっとトップで

きていました。それを私も調べましたら、やはり三世代世帯が多いというそういう内容が高

い位置を占めておりました。 

私は今後の南魚沼市を担ったときに、この部分はなかなか難しいでは済まされないという

ふうに思っております。市長も何遍も言っております。最小の経費で最大の効果を上げるこ

とであると市長はおっしゃっている。まさに自治体の力量が問われる部分だと思っておりま

す。ぜひ、期待しております。最後の市長の決意をお聞かせいただきたいと思います。 

○市   長  ３  支え合う地域社会づくりについて 

最後の三世代同居ということだと思いますが、これは先ほど申し上げましたようにすばら

しいことです。ただ、それを施策として進める上でやはり問題点も多々ありますので、その

辺をちょっと吟味をしながら、あるいはできる限りの調査的なこともやってみながら、本当

に何を求めているかという部分が出てこなければ、さっき触れましたようにただ単に同居す

るから、家を直すからその財政的な支援をしますでは、これは全くやはり魂が入らないとい

いますか。仏作って魂が入らずということになりますので、本当に最小の費用で最大の効果

をあげるために何が必要かということはこれからきちんと調査をしながら、まずそこを見つ

けて、そして何ができるかということをやっていかなければならないと思っております。 

この三世代同居とかあるいは二世代同居、やはり一緒に暮らすということはすばらしいこ

とですから、これをやはり皆さん方から肌身で感じていただいて、そういうことがどんどん

と進んでいけるようになれれば本当にすばらしいとは思っております。 

○議   長  質問順位８番、議席番号１０番・牧野 晶君。 

○牧野 晶君  それでは通告にしたがいまして一般質問を行わせていただきます。 

放射線への対応は 

今回は１項目に絞りました。それこそ放射線への対応はということで、市の方でも今いろ

いろと学校等の草を取ったところ、側溝等を検査したりしておりますが、それこそ私は現在

の空間線量とか、ふだん生活している場所については本当に心配はしておりませんが、放射

性物質が溜まりやすいとされる側溝等について、十日町市や当市の学校、保育園の対処など

を見てほかにもあるのではないかとか、そういうふうに心配している点も多少あります。そ

していろいろな保護者の方からも問合せがあったりもしますので、この点について聞いてい

きたいと思います。 

 私は５月に放射線測定器、私が持っているのは４万円ぐらいのやつで、市がこれから購入

する県の方で持っている機械に比べたら全然、全然安価なものですが、それでも濃淡という

のは何となくわかったりするので、それを持って５月とか６月、とき人に貸したりもしてお

りました。そういう中で５月に市内の学校とかまた学校の側溝とかも、テレビ等でやはり滑

り台の下や砂場が溜まりやすいなんていう話があったりしたのでそこを調べたのですが、余

りグラウンド等と大して変わらなくて、ああ、大丈夫だなと、安心していたのです。十日町、
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それからも空間線量についてはちょっと気をもんだりして調べたりもしていたのです。正直、

家の側溝とかは測ったりもしましたが学校等には行かなかったのですけれども、８月の終わ

りの方で十日町市の保育園とかそういうところの報道が出てから、ちょっと気になったので、

５月のときに測ったある小学校の側溝を調べに行きました。 

本当に５月のときは問題なかったのです。市の方でもそのときはもう調べていたのですが、

高い数字が出ていたということですが。私はちょうど５月のときに大体ここの辺りは、この

側溝は幾つぐらいの数字が出たという記憶があったので、そこと同じ場所を８月の終わりに

測ってみたところ、本当にそのときよりも高い数字が出るようになりました。 

私は正直、放射線というのは徐々に徐々に、それこそ半減期があったり、あとは水で流れ

たりしてどんどん薄くなっていくものだと思っていたのです。そして側溝なんていうのも一

番濃いのはそれこそ３月の１５日、そこからどんどんそれこそ半減期等あったりして薄くな

っていくというふうな先入観で考えていたので、非常にそれが逆に濃くなる場所があるとい

うのに驚いたわけです。 

市の方も測った場所に関しては土砂を取り除いたり、そういうことをしたりもしたのです

が、やはりまだ今現在幾つかちょっとざっとしか計測していないのかなという感じがありま

す。こういう視点、私はやはり市民の安全、そして市の産業への影響を考えると、しっかり

みっちりと調査して対応していくことが、人と大地と産業を守ることになると思うのでそう

いう視点で質問させていただきます。幾つかに関してはもう答えが、ほかの一般質問を私よ

りも先にやった方たちので出ている点もあるのですが、それでも聞いていきたいと思います

のでご答弁をよろしくお願いします。 

 学校等の汚泥をとった箇所は今後も溜まりやすい傾向が、それこそ高かったところをとっ

たわけですが、そういうところは溜まる傾向が強い。高くなっていく傾向が強いと思うので、

今後とも計測が必要だと思うが、市の方では今後も計測して調査をしていくというふうな答

えを言いますが、ここのところしっかりと聞いてみたいです。 

例えば、大体学校につき１か所、２か所、多いところで５か所ぐらい調査をしているみた

いです。多いところの学校では５か所ぐらい、でも少ないところの学校では１か所ぐらいし

か調査していない。側溝１というふうにしか調査結果がホームページには出ておりません。

私がちょっと聞いている話は、大体どの学校でも５か所ぐらいしていると聞いているのです。

それをホームページに１か所だけ載せるというのは、問題があった、問題がなくても１か所

ぐらいしか載せていない点もあるので、やはり調査したところはしっかりと載せていくべき

ではないのかなという思いがある。ここのところは何か所ぐらいの調査をして、その調査の

中でどういうふうなことでホームページとかに公表しているのかについてお聞かせいただけ

ればと思います。 

 ２番にいきますが、保育園、学校等は調査しておりますが、市内のいろいろな施設がある

わけです。例えば公園もあったりもするし、観光施設だってあるだろうし、あとは例えば個

人宅、農地なんかもできるだけ調査が必要だと私は思っているのですが、調査していくべき
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ではないでしょうか。 

今日の新聞でも十日町は観光施設についてやったとかそういうふうにも調査したなんてい

う話がありますが、やはりここの地域というのは例えば農地でいえば日本一の魚沼産コシヒ

カリの産地なわけです。しっかりと県の方でやってくれているという思いはあるわけですが、

要は何か所かのピックアップでしかないわけですよね。旧町ごとに１か所、１か所、これは

これでいいという思いもあるわけですが、それでも多くの箇所をやって、私は出ないと思っ

ていますが安心･安全をアピールしていく必要というのはあるのではないのかなという思い

があります。 

また、常に計測していることによって薄くなったり濃くなったり、やはり側溝等と同じに

農地だって傾向が出てくる可能性あると思うのです。こういう場所が農地でも濃くなってい

くということになれば、そこのところで予防というのが出るわけです。土から出ていても問

題かもしれないですけれども、本当に米から出たら大変な問題になるわけですから、そこの

ところで予防ということを踏まえてしっかりと検査をして、いろいろなデータ、――放射線

のプロではないといったって濃い、薄い。もう濃いところを薄くするにはどうすればいいか

というのは、泥をとったりとかそういう点で大きな対応としてはできる点は出ているので、

本当にこれだけ広大な田んぼをいろいろとやっていく点は非常に大変かもしれないですけれ

ども、例えば田んぼの中でもここは溜まりそうではないか、溜まらないのではないかとかそ

ういうところの濃淡というのを、そういう傾向というのだって調べれば分析していけば出て

いくと思うので、こういうことでノウハウを得ていくというのは非常に大切ではないのかと

思い質問していきます。 

２番の農地とかのことも言いましたが、再質問でしていこうか・・・ 

 ３番については他市では食品を計測する機械を。これはちょっと新潟県内では私はまだ新

聞等で見たりもしていないのですが、やはり東北の方、福島とか宮城の方では食品を独自に

計測する機械を購入して、学校給食や地場産農産物を計測するという動きもあります。当然、

それこそこの地域は合宿とかが夏はあるわけです。一部の方から、一部の方というか子ども

が合宿に来るのだけれども、その中で自分の畑のトマトなどを食べさせたりもするのだが、

保護者からそれを測ってくれなんて言われたのだというふうな話もあるわけですよね。その

方は市の方にそういう場合はどうすればいいのだという話をしたら、検査機関に独自で出し

てもらうしかしょうがないというふうな、そのような回答っぽいことを言われたようなので

す。 

ただ、今の時期というのはその当時７月とか６月の頃というのは、非常に検査機関もえら

い忙しくて、要は民間のやつを見ててくれなかったとかそういうふうな点もあるわけです。

本当に何て言っていいのかな、観光業者さんの方で検査をしてそれを、例えば旅館さんなん

かがそれを検査できるような体力を持っているところであればいいのですけれども、なかな

かこの辺のは中小な点もあるので、要はそうなるとお客さんが逃げてしまう点もありますし、

一つは観光の視点という点もそうですし、学校給食とか非常に今放射能についてすごい心配
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している保護者の方たちもいます。それこそできれば市の方で購入して検査をしていく。そ

ういうことによって子どもたちをしっかりと守っているのだぞ、あと産業を守っているのだ

ぞ、そして農地だって今度は外注に出さなくてもいいわけですから、自分たちで測っていけ

るというふうにもなっていくと思うので、こういう点しっかりと計測して公表してオープン

にしていくことが、この地域を守っていくべきではないのかなというふうな思いがあり、今

回こういうふうな質問をさせていただきました。よろしくご答弁の方、お願いいたします。

以上になります。 

○市   長  放射線への対応は 

牧野議員の質問にお答え申し上げます。まず最初に放射能の件で私もよく覚えておかなけ

ればならないと思いますし、議会の皆さん方もこの数値をひとつよく覚えていただいて、そ

れからそれぞれまた不安のあるところ等についても、解消していかなければならないと思っ

ております。 

まず、医学的に問題はないといわれている数値は、年間１００ミリシーベルト以下であり

ます。自然から、これはいつも言われておりますけれども年間２.４ミリシーベルト、これは

もう自然から出ているということです。それでそれぞれ考慮して年間、この部分を除いて年

間１ミリシーベルト以上にならないようにというのが、今の国等も示している基準でありま

す。ミリシーベルトですからマイクロの千倍であります。ここをまず、これは２４時間３６

５日それを浴びた場合ということになりますから、そこもひとつ十分ご理解いただいた上で、

これからまた私もご答弁申し上げますのでお願いいたします。 

 まず一番目の学校の汚泥を取った箇所は今後も溜まりやすい傾向。これは十日町さんであ

あいうちょっと高い数値が出たときに、県の方もいろいろ調査といいますか研究結果を発表

した中で、大規模なというか大きな建物これにやはり雨が降る、それを全部集積をして１か

所あるいは２か所に雨水を排出するわけですので、そこにそれらが全て凝縮をされていくと

いう傾向はやはり出ると。３００倍程度になっているのではないかという話でした。これは

確かにそうだと思います。全部集めるわけですから。 

ですので、プールの排水溝とか、プールはあれだけの面積でかかえてそれを全部１か所に

出すわけですからそういうところ。あるいは枯れ草等の堆肥場的なところですね、これも草

についた部分を全部集めてそこに積んでおくわけですから、当然ですけれども持っていった

分だけ余計出るということですから。 

先般テレビでもやっていましたけれども、枯葉等でも風で全部くぼ地に低いとことに枯葉

がみんな寄るわけですからそこはやはり相当高い、これは浪江町の方ですけれども相当高い

数値が出る。ほかのところの数倍の数値が出る。ですから、溜まりやすいところそういう部

分と溜めたところにまずは高い数値が出ると、このことをご理解いただきたいと思います。 

学校、先般はグラウンド等は全て調査をした中で問題なしということであります。十日町

さんの例を受けて、それではプールの排水溝だとか、あるいは雨水の集積しているところと

か、あるいは側溝だとか、草木を集積しておくところとか、あるいは低くなっているところ
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ですね、俗に我々のところではくぼ地、くぼ地と言いますけれども、ちょっと低くなって雨

水が溜まるところとかそういう部分を今全部調べております。 

調べておりまして０.３以上という部分も相当数出ています。これは出ていますが、本当に

限られた部分ですので、それらについては例えばそこの土砂を撤去したり、あるいは堆肥物

等を撤去したり、くぼ地についてはそこに覆土したりとか、そういうことで全部測ってその

後の数値については問題のない数値ということを確認しております。相当の箇所をやってお

ります。１か所とか２か所とかではなく、そういう恐れのある部分とかは相当数調べており

ますので。 

なお、この数値の結果については、私どもも測った数値を県に報告して、そして専門家の

ご意見を付していただいてプレス発表ということになりますが、プレス発表の前には議会の

皆さん方には、専門家のご意見がどう付くかは別にしてこういう数値であったと。この保育

園がこういう数値であったと、この学校がこういう数値、学校のどこがと。それを例えば撤

去して、除去してその後はこうなったと、これを全部、報道前に公表させていただこうと思

っております。今その数値を集計したり、やっているところです。 

公園についてはもう８月１日に全公園を調べまして、これは問題なしということの数値が

出ておりますので、これについてはまた改めてやろうということではありません。ただ、学

校、保育園の空間線量はこれからもずっと調査をしていきますし、モニタリングポストは１

か所あるわけですので、特に子どもさんに影響があるといわれておりますから学校、保育園

については今後も継続的に空間線量の調査はしていきます。高い数値がもし出るとすれば、

その原因がどこにあるかそれをつきとめてそこは除去すると、あるいは覆土するということ

で対応してまいりたいと思っております。 

 ２番目の市内の施設や個人宅、農地とこういうことであります。市内の施設という、公園

についてはもう調べてありますのでこれは心配ございませんけれども、個人宅だとか農地だ

とかこれは非常に難しいことであります。個人宅もどこを調べればいいのかというこれは、

ですから本当に心配があって、例えば相当広い住宅で屋根の水がある程度どこかに集積をさ

れてそこに土砂溜めがあるとか、そういうところが心配だとかということがもし出てくると

すれば、それは市がサーベイメーターを購入してからの対応は、貸出しでなくて市の職員が

行って測るということはできるかもわかりません。が、いずれにしても２台でありますから、

全家庭を調べろなんてことは不可能です。不可能ですので、いわゆる空気中の線量のモニタ

リングポストあるいは学校等を測っていきますから、それらの中でご判断いただくというこ

とで十分だと思っておりますので、それは個人に対応ということは余り考えません。 

それから農地ですけれども、これは３月のいつだったですか、これは１か所でしたけれど

も市内の農地の１か所をとって、１４.５ベクレルという数値が出ました。これはもう全く問

題のない数値であります。その後農地については独自に確か調べているＪＡさんもあると思

うのです。問題の数値は出ておりません。農地がどこに溜まりやすいかといいますと、特に

田んぼはこれは代かきをして水を入れて、そしてその水も全部また流して何度も水も入れて
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おりますから、田んぼのどこかに集積しているということはまず考えられない。考えられま

せん。 

ですので、田んぼについて調べろと言ったってなかなか。今、県の方で３か所、田んぼで

はなくて稲から検出されていないということですので、いずれかの機会に代表的なところの

線量を測ってみろということぐらいはできるかもわかりませんけれども、とても、怪しそう

な箇所を見つけて全部それを測っていくということは物理的に不可能であります。これは空

間線量を測る中である程度ご安心をいただきたいと思っております。 

さっき言いましたように例えば高い数値が出たとしても、２４時間３６５日、そしてもし

出れば、それはそこをすぐ取り除くとか覆土するとか、それで全く心配のない数値に落ちて

いくわけでありますので、心配はいらないということをまず皆さん方からご理解いただきた

いと思います。 

 それから昨日もちょっと触れました。放射線が出ているところから離れた距離の二乗に反

比例するということですから、例えば高い数値が１万ベクレルも例えば出ている。１０も２

０もシーベルトが出ているというところから１０メートル離れれば１００分の１です。除去

ができなくてもしそういう場所があるとすれば、それはもう立入禁止とか、あるいはそこを

物で覆うとかそういうことで。全面積がそういうことになればそれはできませんけれどもそ

ういうことではないので、そういうひとつ安心の方も考えながら。かといって全くそれを調

査もしないで放置しておくということではありませんので、きちんと調査をしながら市民の

皆さん方からご安心をいただくという方向をきちんと確保しておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 食品の計測ということです。今日の新聞に雪国まいたけさんが独自に計測器２台を４,００

０万円で購入して、自社のまいたけやエリンギやそういうものについて独自検査をして、そ

の情報を携帯から全部個々がとれるというようなことの導入をしたという発表がありました。

食品を調べろ、調べろと言いましても、不特定多数の皆さんから食べていただく出荷する分

については米をはじめとして検査しているわけです。 

まず南魚沼産については７月から８月にかけてほうれん草、ズッキーニ、スイカ、まいた

けこの品種は検査を全部しておりますけれども、いずれも放射性物質は検出はなしです。そ

れから１回８月７日に養殖ニジマスの内臓から１７ベクレルというセシウムが検出されたと

いう報道がありました。これは聞いております。これは１７ベクレルということで、しかも

内臓でありますので、全く基準値以下だということで問題にしておりませんし、米は先ほど

触れましたように全く検出されずであります。市で独自にそういう恐れが非常にあるという

ことであれば、これは金額がどうだとか検査態勢がどうだとか言っておられませんけれども、

そこまで過剰に反応する必要は全くないという思いでありますので、市で独自に食品の検査

ということは考えておりません。 

 それからこれは質問がなかったかどうだか、通告書にはありますのでお答え申し上げます。

土砂撤去後の今後の計測ということであります。一括の中でやったということですかね。こ
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れはもう継続的に測定をすると。そして０.３ミリシーベルトを超えた場合は全部撤去して、

そして一時保管所に保管させていただいて、その後の処分については国が全く指針を示しま

せんので今のところ溜まる一方、どこにおいてもですね。早くこれを処分できる体制をきち

んと出してもらいたいのですけれども、これはなかなかどうなりますかちょっとわかりませ

んけれども。低いから独自にその辺にみんな穴を掘って埋めたということは、ちょっとでき

ないことでありますので、これは国の方の指針待ちでありますけれども、そういう対応をし

てまいります。 

 それから学校給食材の独自測定。これは県内で流通している野菜等の食材を毎日放射能検

査が行われておりますので、ただ、全ての食材を全部やっているということではありません。

定期的に順次公表されて、そしてそこの上にまた市で独自にその調査をするということはち

ょっと考えておりませんので、先ほどの食品検査の答弁と同じであります。今やはり市内産

からとか、あるいは県内産からということがほとんどありませんから――市内産は全くあり

ませんので、心配をしないでおいしく十分食べてもらおうと思っております。以上でありま

すので、また答弁が足らなかったら再質問でお願い申し上げます。 

○牧野 晶君  放射線への対応は 

再質問を行わせていただきますが、１番についてはそれこそ学校の汚泥を取った箇所は今

後公表されていく。今現在ホームページでちょっと出ているのが側溝１、側溝２とか書いて

ある。何か所かやっている割には出ていなかったので、そこのところはきちんとしたのがこ

れから出てくるというふうな認識でいいわけですよね。（「そうじゃない。ちょっと議長、事

前に申し上げておく」の声あり） 

○市   長  放射線への対応は 

それぞれの学校に溜まりやすい場所等があるわけです。ですから、４～５か所調べている

ところもあれば１か所で済まんでいるところもありますから、その箇所数を増やしたからど

うだということではない。溜まりやすい場所、あるいは高い濃度が出る可能性の疑われる場

所ですね、例えば堆積場とかそういうところを全部調べていますので、全部何か所ずつ測っ

たということではないのです。怪しいところをとにかく見つけて測っているということです。

そういうふうにご理解ください。 

○牧野 晶君  放射線への対応は 

はい、そういうふうに理解していますが、測ったと聞いているけれどもそれが今現在ホー

ムページに出ていないところもあるので。そこのところをちょっと私は聞いているので、そ

れは今後出てくるのかなというふうに私は認識しているのですが・・・（「出ますけれども」

の声あり）はい。 

それこそ公共施設等、公園等は測ったと言っていますが、例えば８月１日現在だと広場だ

け測ったのですか。それとも側溝等溜まりやすい場所は測ったのかについて、こういうこと

をちょっと聞いてみたいなという思いもあります。例えば農地なんかは当然代かきや水を入

れたり出したりすることによって撹拌して、それほど高くならないという思いがあるわけで
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すが、例えばそれでも当然同じように農地だって側溝等があるわけです。そういうところ等

は測っておかないと、要は本当にどういうふうな影響が出てくるかわからない。それこそ市

内を私だってどう考えても物理的に不可能というのはわかるわけですけれども、それでも水

路であれば例えば何か所かピックアップして測っていってデータ収集を、本当に大丈夫なの

かどうなのか調べていくことは大切ではないのかなという思いがあります。あとそれと２番

のところの中で農地のことは言ったわけですが、農地等の用水とかそういう点についてちょ

っとお聞きしたいのですが。 

○市   長  放射線への対応は 

空間線量をまず測っているのです。そしてちょっと高い数値が出るところを追っかけて行

くわけです。場所が特定されてそこがということになるわけです。ですから空間線量そのも

のは常にモニタリングポスト、まずこれが一番最初ですね。それから例えば学校や保育園で

あれば１０センチ、５０センチ、１メートルのところを測ってやっています。公園について

も側溝までどうだ、こうだということではなくて、いわゆる空間線量を全部測って歩いたわ

けですから、そこで例えばあれば――それは１０メートルも離れていれば別ですけれども、

あれば当然線量として出てくるということだというふうに理解していただかないと、側溝が

あるのを全部、道路側溝も全部調べていくかというとそれはなかなかでき得ません。得ませ

んので、溜まるような場所。普通に流れていればほとんど問題ありません。 

ですから、農地についても溜まってしまってそこへずっともう常に水がそこへ貯留されて

いるというような部分があるとすれば、それは調べてやりますけれども、一般的な用排水路

はそういうことは普通ないわけです。大体流れますから。流れているときにどんなに出たか

それはわかりませんよ、私も。わかりませんけれども、大体が下り下って魚野川、その後は

信濃川ということになっていますから。 

そして魚野川についても、今測っている部分については水からは一切放射性物質は、今日

の新聞にも出ました全く出ていないということです。今、心配をされているというのはやは

り３月１５日のときに間違いなく福島から放射線はこっちへ来ましたから、その後何日か続

いたわけでしょう。今、では、福島の方から毎日毎日放射線がどんどん来てるかというと、

もうそういう状況ではないということはおわかりだと思います。一部の専門家の間ではもう

放射線の放出は止まっているということをおっしゃる方もいます。これはわかりません。 

わかりませんがそういうことですので、農地について全部調べろなんてことは全くでき得

ませんので、これはちょっと心配だぞという箇所がありましたらちょっと教えてみてくださ

い。そこ行って測れるかどうか。今我々が機械を持っていませんので、県から借りたときに

そこへ行けるか否かちょっとわかりませんけれども、市で購入した後であればそれはまた市

が独自にやることはできますけれども。とても農地だ畑だを全部調べて歩けということは、

これは一般的な空中のモニタリングポスト、あるいは例えば学校等――大体地域的に学校は

全部あるわけですから、その空間線量でご理解をいただくというより方法はないと思います。

公園についての調べ方というのがもし、わかったら。都市計画の方で全部調べておりました
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から、もし、わかったら答弁してやってください。 

○建設部長  放射線への対応は 

都市公園の児童公園等につきましては、先ほど市長が言ったように空間線量の１０センチ、

５０センチル、１メートルと、この３か所について測ってコンマ３以下ということでござい

ました。以上です。 

○牧野 晶君  放射線への対応は 

空間線量１０センチ、５０センチ、１００センチを測るというのはわかるわけですけれど

も、私はちょっと実を言うと７月の学校を測るときに、どこでこれから測るのですかと聞い

て一緒に回ったときに、２メートルも３メートルも違えば、もう全然数字が違うところも正

直あるわけですよね。そうなので、例えばどんどんここがこうでこっちの方に行くとちょっ

と高くなっているのでというような、例えば市長が言われるとおり１０メートルもあれのと

ころはそういう点出ないので、細かくできる限り測っていくというのは大切だと思うのです。

これからも頑張ってやっていきますという答弁が欲しいのに、それががあがあみたいに言わ

れているとちょっと違うのではないのかなという私は思いがあります。 

それともう１点ちょっと２番ですが、例えば保育園、学校等では０.３以上のところの土砂

を取っていくということなわけですが、仮に家庭で０.３以上の泥とか出た場合はどうすれば

いいのですかというふうな。家庭で自分で持っている機械とかで０.３以上出た場合はどう処

理すればいいのかというふうな話もきたりもするわけですが、そういう場合どういうふうに

考えていけばいいのかについてご答弁をお願いします。 

○市   長  放射線への対応は 

ご不満のようでありますが、最初から、これからもちゃんと測定をしていきますというこ

と前提にそう言ってから話しているわけですから、やはり私の言うこともよく聞いていただ

きたい。よろしくお願いします。 

家庭でどういう機械を使うかは別にして、いわゆる市販されている部分については２～３

倍から２７０倍ぐらいの差があるのだそうです。ですから、それを各家庭の皆さんが例えば

牧野さんのをお借りしてここは０.３以上あった。そうしたらそこを覆土でもしてもらうより

ほかにありません、なかなか今のところ。それを撤去してどこへ持ってこいたって持ってい

く場所がありませんから。ですから、覆土をしてもらう、あるいは何かかぶせてもらう。そ

れだけでもほとんど落ちますから。もし、ご心配な分。 

それが全部に広がっているということはほとんどあり得ない。例えば草を積んでおいたと

ころがそうだと。じゃあその草の上にビニールシートをかけておいてもらうとか、そういう

対応をまずしてもらわないと、とってもそれを常々、一々市に連絡して持っていけ、持って

いけと言われても、それは簡単に対応できませんので、もし、そういう事例が出ましたらま

ずは自分で、一番いいのはやはり土をかぶせることですね。そうでなければ鉛をおけば一番

いいのだそうですけれどもこれはできませんから、まず土とかビニールシートとか何かでま

ず覆うということです。 
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昨日の、また赤旗の宣伝をしますけれども、窓際にいるだけで真ん中にいるのと全然違う。

それから窓際に本棚を置いたとかロッカーを置いた、それだけでも全然違う。当然ガラスが

あれば全然違う。そのくらい物があれば放射線量は届きませんので、自衛のためと思ったら

まずはそういう形をとっていただきたい。 

そこで、なお相当の危険があるとかいろいろ問題があるとかであれば、それはきちんと行

って調べますけれども、それをやり始めればきりがないということですけれども。まず、大

丈夫だと思いますけれどもそういう心配のある方はちょっと測ってみて、後でご連絡くださ

い。どうぞお願いいたします。 

○牧野 晶君  放射線への対応は 

市長の答弁は個別に対応していくよというふうな回答だと思うので２番については終わら

せたいと思います。 

 ３番について、それこそいろいろな食品とかホームページを見れば全部出ているので、非

常に私もそういう点は安心をしているわけですが、ただ、やはり営業している方の立場、要

は合宿を受けて、例えば東京の幼稚園とかそういう方たちがこっちの方に来るので、家の畑

から食べさせたいというときに、なかなか自分たちで対応できるかといったら対応できない

わけですよね、旅館等は。やはりそこまで気をもむなというふうにはお客さんには言いづら

い点もあるわけですし、県の方でこういうふうに調べたりもしていますが当然市の方でもこ

ういうふうに独自検査しています、安心してください、というふうに言うためにも、私は地

場産を独自で食品を計測する機械と、これからサーベイメーターだって来るというふうにも

言っています。こういうふうな事態が今は福島だけですが、それこそ何があったときのため

にもノウハウの準備とかいろいろな点で考えておくのが、一つの要は予防的な考えでもいい

のではないのかなという視点で聞いているわけですが、もう１回、３番についてお答えいた

だければと思います。 

○市   長  放射線への対応は 

県が調べたとか市が調べたとかということが問題ではないわけです。県がちゃんと抜取り

ですけれども南魚沼産のものも、ほうれん草――一番出やすいといわれているほうれん草か

らズッキーニ、スイカ、まいたけ、全部調べて出ていないのですから。これを例えば各民宿

の方がそういうことを言われたからとそうだったら、やはりそれは検査機関にお願いしてい

ただくよりとっても対応ができかねます。それを市でその機械を買えといったってこれはで

すね、しかも疑惑を招く恐れが出ますからそれは余り考えないでください。 

そして、もしあれでしたら農協さんとかそういうところにちょっと相談してみていただき

たいと思うのです。農協の体制の中で独自に検査ができるのか。あるいは県にですね、もし

そうであったら。だけれども問合せがあった、すぐ調べてくれ、これはなかなかできません

から、一応県も抽出するのはそれぞれの地域の部分を抽出しながら測っているわけです。県

の検査結果として出ていませんと、私たちの地域も調べていただきましたと、これよりほか

にはちょっと対応のしようがないと思うのですけれどもいかがでしょうか。 
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○牧野 晶君  放射線への対応は 

市長が言っていることは私も理解できますよ。私も理解できる点があるわけですが、独自

で調べようと思っても検査機関が受け付けてくれない点もあるわけです。例えお金を払って

自分たちで測りますよって言ったところで、要は今忙しくて自治体とか公共のところからで

ないと受けませんよというのもあるので、そういう点をぜひ。そういうふうに調べてくれと

いうのが年に何回ぐらいあるのかなんて、それは私だってわかりませんよ。あるかどうかわ

かりませんが、ただ、そういうふうなニーズを持っている人たちだって、心配している方た

ちだって、応えていきたいという営業をしている旅館の方もいれば、それこそ農家の方だっ

ているわけです。ぜひまたご検討いただければという点で質問しておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○市   長  放射線への対応は 

一切取り合わないとかということではなくて、市にそういう体制もございませんので、県

がきちんとやっていく中でご理解いただくと。そして組合的な部分で例えばそういう心配が

非常に今あるからと、それは県にお願いすれば県はそれはやってくれますよ。個人の家が、

おら家のお客がそういうこと言ったから調べてくれ、それはだめですけれども、例えば民宿

組合そういう中でそういう心配もあったのでそれをちょっと調べてくれと。それは市も受け

付けながら県にもお願いしますから、そういう対応でひとつご理解いただきたいと思います。 

○議   長  休憩とします。休憩後の開会は１１時２０分とします。 

（午前１１時０２分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２１分） 

○議   長  なお、質問者に申し上げます。市長答弁につきましてはよく答弁を聞いた

上で、いま一度、いま一度。これは市長答弁が足らず質疑に十分に答えられないと、答えて

ないというときに限りますので、その点を十分注意の上、いま一度またをやってください。 

○議   長  質問順位９番、議席番号８番・山田 勝君。 

○山田 勝君  発言を許されましたので一般質問を行いたいと思います。２点、介護者支

援制度の確立を。３月の定例会では介護される立場の方の質問をさせてもらいました。今回

は介護する立場の支援ということで。もう１点、魅力あるまちづくりに芸術文化振興をとい

うそういう大きな２点で質問をさせていただきます。 

１ 介護者支援制度の確立を 

 ３月の定例会での一般質問は包括支援センターの機能充実ということで、地域福祉力向上

について質問をさせていただきました。要介護者を含む一つの家庭、家族として総合的な支

援が必要なことを提言させていただきました。今回は介護する人に視点を当てて、行政とし

てなすべき支援について伺いたいと思います。といいますのは３月の一般質問の後、日本女

子大の堀越先生を中心としたケアラーを支えるためにという、家族を中心とした介護者の実

態調査報告書を手にすることができました。その中で介護をする人ケアラーについて非常に
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細かくアンケートによりまして分析され、問題点を多く指摘し、また提言をされているため

です。南魚沼市も調査対象となっていまして、良質な福祉のため今後より良い行政対応をし

ていくために、ここに一般質問するに至りました。副題としましては福祉のまちづくり推進

を、とさせていただきます。 

 旧来、介護というものはそれぞれの家庭内の問題とされ、家族がひっそりとお年寄りなり

障がい者なりを介護していました。そこに福祉の手を差し延べ、保健も医療も一体化させ社

会として介護しようと大和方式が始まりました。家庭内介護の常識を社会で支え介護するこ

とが、これが常識であるという大きな思想転換を図ることができました。いわゆる社会介護

システムへの転換でありました 

しかし、近年高齢者の急増を迎え国の福祉関連費用の増大を受けまして、小泉内閣の際、

毎年２,２００億円もの医療費削減が実施されました。療養病床の削減など社会の要請に逆行

するともいえる政策をとってしまいました。再び家庭内介護へと方針を進めてまいったわけ

であります。 

介護を受ける人への支援制度、それは介護保険法に始まりまして社会的課題として政策対

応は十分とは言えませんがなされてきました。しかし、介護をする人、ケアラーに対しての

政策対応は全く考慮されてきていないといっていい状況でありました。この後これからの質

問の中では介護者をケアラーと表現します。ケアラーの能力や資力によって介護の程度に大

きな差が出るばかりか、現状のままでは良質な介護が期待できません。孤独になりがちなケ

アラーの精神的な負担もくみ取ってあげなければなりません。 

ケアラーの心の叫び、ＳＯＳを受けとめる場所も、将来の不安への相談をできる場所も必

要です。いろいろな情報の提供も必要であります。ときには介護疲れによる不幸な事件を目

にすることもあります。記事にならなくても介護に関する苦悩についてはネット上にあふれ

ています。非常に多くの人が悩み苦しんでいるのであります。 

 近年の経済情勢から高額療養施設、介護施設に入所させることができず、また経済的に許

しても施設が不足して入れないなど、高齢者の急増に合わせ家庭内介護は急拡大し今後もそ

の傾向はつづきます。現在、介護をしていない普通の生活者にとっても介護に対する認識は

まず疲れると思う、お金がかかると思う、覚悟しなければならないなど非常にネガティブな

イメージを持っています。それだけ介護をすることに対して不安を感じていることにあるか

らです。介護をする際の政策的支援が見えないからであります。 

社会的生産性という観点からも、現状のままではケアラーの社会活動に大きな支障となり、

社会的な生産性は大きく減少してしまっています。こういったことからケアラーの支援のた

めの新しい公共サービスの設計を構築する必要があるのです。こういったことから何点か伺

いたいと思います。 

 一番、まず実態を知ることが大切ではないかと考えます。実態を把握して、初めてそこに

ある問題や解決策の検討ができるわけです。ケアラーのいる所帯の割合は調査の先ほどの報

告書の中で、北海道栗山町では６.５軒に１軒、南魚沼市は４軒に１軒の割合で高くなってい
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ます。南魚沼市は長寿でありますのでそこに原因があるのでしょうが、全国的には５軒に１

軒の割合となっているようです。市での家庭介護の実態把握状況はいかがになっているでし

ょうか。 

 二つ目、先ほど紹介しました実態調査報告書に非常に多くの問題点の指摘と政策提言を掲

げています。この報告書は市の方もお持ちと思いますが、今後の活用について方針を伺いた

いと思います。 

 三つ目、介護経験者は地域に非常に多くいます。そして職員の中にもいるのではないでし

ょうか。その経験はただその人個人が家庭で介護を終わってしまうと、大半がその人だけで

消滅してしまっています。ところが周りを見ますと現時点で多くの介護をする人、ケアラー

が周りにいるわけです。経験の一つでも伝えることや、悩みを一つでも聞いてあげることが

どれだけケアラーの支援になることか、その経験者は知っていると思います。地域でケアラ

ーへの支援の形づくりをすべきですが、取り組みはいかがでしょうか。 

 四つ目、本調査結果に基づいた現状と政策提言などを含め、今後の介護保険計画、地域福

祉計画にどう反映させていくのか伺いたいと思います。 

 五つ目、市民の介護者支援への理解を深めるためにも、介護未経験者のネガティブなイメ

ージを払拭するためにも、介護支援政策の紹介も兼ねケアラー支援センターを設けるべきと

考えますが、このことは福祉のまちづくりに大きく貢献すると思います。見解を伺いたいと

思います。 

２ 魅力あるまちづくりに芸術文化振興を 

 それでは大きな二つ目、魅力あるまちづくりに芸術文化振興をと。隣町、十日町市・津南

町で企画されました大地の芸術祭は３７０点もの作品を集めています。国際的な芸術祭にな

り大きな反響を呼んでいます。また、全国で高校生対象の何々甲子園、思いつくだけでも版

画、漫画、写真、俳句、もう少し調べてみますと映画、パソコン、最近では携帯電話の甲子

園もあるようです。その中に笑顔甲子園というのがありました。インターネットでのぞいて

みますと思わず楽しくなってしまいましたが、漫才的なもので会場の人たちをいかに笑わせ

るか、楽しくさせるかというものを競うようでありました。笑いも大きな文化だと思いまし

た。 

文化や文化財といっても範囲は広くて、古くからは古墳、新しいところでは先ほどの先端

機器そういったものもあるわけですが、形のあるものだけではなく技術や言葉、伝統など形

にできないものもたくさんあります。平成２１年７月に新潟市美術館で館内にクモの巣やカ

ビが発生しまして、奈良の古寺と仏像展が開催中止になりました。その結果、長岡近代美術

館に来ることになったわけですが、近くに来たおかげで私も見に行くことができました。文

化財の保管も大変な技術と経費がかかるものだと改めてそこで認識いたしました。 

しかし、いずれにしてもその文化なり文化財があることで心が豊かになったり、先人の思

いや歴史を受け取ることができます。そのことにより、今そこに住む人は心が潤いひいては

魅力的なまちになります。文化力の高さは一つのまちの魅力のバロメーターと言っていいと
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思います。中学生観光ボランティアの熱心な活躍も聞いています。若い人たちが地域を知り

誇りを感じ、市内出身者もまちの文化を聞くことで大きな励みになります。南魚沼市文化財

保護条例第１条目的に、「市の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、も

って市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資する」とあります。こういったことか

ら現在、芸術文化の保護、活用、向上についてどのように考えられているか改めて伺うとこ

ろであります。 

 一つ目 総合計画後期計画にあります第２章教育文化のところで、地域文化の振興の現状

と課題につきまして、現状の分析と課題、それへの対応状況を伺います。 

 二つ目 直江兼続公や鈴木牧之、越後上布や毘沙門裸押し合いなど地域の持つ文化をどの

ように発信していくのか。また、新しい芸術祭などの創設により文化の振興を図る計画はい

かがでしょうか。 

 三つ目 総合計画の先ほどのところでの施策の概要の欄では、文化振興計画を策定し地域

文化の計画的進行を推進します、とありますが、総合計画・実施計画のところにも内容は見

られません。現在の進捗状況を伺うものです。なお、その計画のあとの括弧書き、文化の香

りのするまち南魚沼、これは私が勝手に挿入しましたのでお許しください。以上大項目２点、

壇上より質問させていただきました。終わります。 

○市   長  山田議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 介護者支援制度の確立を 

家庭介護の実態把握ということであります。議員おっしゃるように平成１２年の介護保険

法の制定によりまして、介護に関する国民の意識は大きく変わってきたと思っております。

それまではおっしゃるように介護は家庭の中で家族が行うものと、こういう常識的なものが

あったわけですけれども、社会的に要介護の方を支援して家族の介護負担を社会全体で分担

していかなければならないという意識に大きく変わってまいったということであります。 

 介護保険法が施行されてからもう１０年が経過いたしました。介護保険施設あるいはサー

ビス提供事業所、これは確実に今整備はされてきておりますけれども、まだまだそれが追い

ついているという状況ではありませんが、整備が進んだことによっての家庭内での介護負担

の軽減、これらも進んでいるということは間違いのない事実だと思われます。 

しかし、やはり高齢化が進みまして７５歳以上の人口がどんどん増加しますし、団塊の世

代がそれに達する時期にはピークになるわけでありますけれども、要介護認定者の数も飛躍

的に増加している。そして介護保険サービスの整備が追いつかないという状況が今だと思っ

ております。 

 これまで必要とされております介護保険サービスの量や内容につきましては、要介護者本

人のニーズに基づいて今まで推定をしてまいりました。そして介護保険計画を策定してきま

したが、第５期計画においてもその考え方は特に変わっているというところではありません。

昨年の暮れから在宅の高齢者に対してのニーズ調査を行っております。  

しかし、議員おっしゃるように家庭介護の実態、実態的なことはある程度わかるにいたし
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ましても、あるいは介護者の側からのニーズ把握、これらについては特に調査をきちんとや

ったとかそういうことはございませんでした。行われてこなかったということであります。

実態把握がよくできているという状況では今ないということだと思っております。 

それから全国の実態調査の活用でありますけれども、これは私どもの市、全国５か所の調

査地域の中で南魚沼市で４,１２０世帯、これが調査対象となって農村部における家庭介護の

貴重な基礎資料にはなっているところであります。 

６月にこの問題について寺口議員からもご質問があってお答え申し上げたところでありま

すけれども、この調査結果をもって直ちに南魚沼市において具体的業務に反映させるという

部分はちょっと見当たらなかったということであります。その調査の関係だけではですね。

家庭内で介護に従事している方々の肉体的、精神的負担、それから相談をする相手がいない、

こういう孤立感こういうこと、それからケアラー本人がケアーを行えないような緊急時にお

ける要介護者へのサービスの提供、このニーズの高さというのは非常にありましたので、行

政として有効な支援策を講じていかなければならないと思っております。それが現在どうい

う形かというのも、これから策定といいますか考えていくということであります。 

 地域での支援の形づくりでありますけれども、今現在この地域において家庭介護を行う

方々のための支援団体というのは、認知症の人と家族の会新潟県支部、これは全国組織であ

ります。それから若年性認知症家族の会、これは「空（スカイ）」これも全国組織であります。

六日町地域介護者交流会「ほおずきの会」、これは自主グループでありまして月１回ぐらいず

つは会合をやっております。それから塩沢地域介護者交流会「ひなげし」、これも自主グルー

プで大体月１度。それから男性介護者の集い、これも自主グループで年２回ぐらいの意見交

換こういうことをやっておりまして、親睦あるいは交流を深めて意見交換を行っているとい

うところであります。 

 南魚沼市ではこういうことも含めまして地域包括支援センターを中心にいたしまして、「家

族介護継続支援事業」を実施しております。社会福祉協議会と連携して今申し上げました団

体やグループの活動を支援して参加者の拡大も図っておりますし、講演会これは年１回であ

りますけれども開催して、グループ同士の提携強化に努めているというのが今、地域での支

援の形づくりの具体的な姿であります。 

調査結果を介護保険計画、地域福祉計画へどう反映させるかということであります。介護

保険計画におきましても、地域支援事業の中で任意事業として家族介護支援事業これを位置

づけておりまして、引き続き家族介護者への支援を行っていくという計画であります。現在、

策定中でありますけれども第５期介護保険計画においても、さらに家族介護者の負担軽減が

進むように、介護保険サービスの一層の充実を図ってまいりたいとは思っております。 

ただ、介護保険サービスといいますと、やはりマンパワー部分で家庭介護をなさっている

皆さん方へ支援ということではないですけれども、介護保険を使っていただいてその負担軽

減というのが一般的であるように思われまして、例えば金銭的な、それによって働きに出ら

れないとかそういう金銭的な部分というのが大きく出るようであれば、これはやはり本来市
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がどうこうというよりは介護保険事業の中で、そういう人たちに対する現金給付的なものも

本来位置づけていかなければならない問題だろうとは思っております。ですので、介護保険

法そのもののそういう部分での拡大解釈ができるか否か。今は単独にはできないとは思いま

すけれども、そういうこともやはり国の方に向かって提案していくべきかなという気は個人

的には今しております。 

支援センターの設置でありますが、今、家庭介護者を支援するための総合窓口は議員ご存

じのとおり地域包括支援センターが中心的役割でありますし、社会福祉協議会においても相

談窓口を設けておりまして、このほかに新たに支援センターの設置ということは考えており

ません。しかしながらケアラー調査結果において、信頼して相談できる人、窓口がないとい

うこういう答えが２０パーセントあったわけであります。より一層この地域包括支援センタ

ーの周知、広報がまずは必要だろうと。そこからがまず第一歩だろうというふうに考えてお

ります。 

２ 魅力あるまちづくりに芸術文化振興を 

魅力あるまちづくりに芸術文化振興ということであります。後期基本計画にある地域文化

振興での取り組みでありますけれども、今現在ざっと挙げますと、文化振興計画策定事業。

これは平成２４年度から取り組む予定でありまして、なぜかといいますとトミオカホワイト

美術館、今泉博物館の動向がきちんと固まってからこれに着手したいと思っております。 

それから文化振興事業としては、振興公社と連携して今年度は棚村基金設立２０周年とし

て「昭和の子どもたち」人形展も行いましたし、つい先日は「友情」という演劇を上演して

市内の中学生全部の子どもたちにこれを鑑賞、観劇をしていただいたわけであります。非常

に子どもたちも感激をしていたという当日の感想は届いておりますが、この後それをどう生

かすかということがまた一つの課題だろうと思っております。 

郷土史編さん事業も今ずっと続けておるところであります。それから国指定文化財の越後

上布技術伝承・育成事業ですね。これは国・県と連携して伝承事業を継続しております。ご

存じのように越後上布・小千谷縮布技術保存協会の技術伝承事業への補助金は交付している

ところであります。 

それか浦佐毘沙門堂の裸押合祭の習俗記録保存事業、これは平成１８年から２０年にかけ

て調査をして刊行いたしました「新潟県浦佐毘沙門堂裸押合の習俗」これをもとに今年度か

ら平成２５年度にかけて映像記録の作成に取り組んでいるところであります。 

それから坂戸城跡ですね、この整備事業。実城の石垣整備これを進めているところであり

ます。 

それから県指定文化財の維持管理こういうことでありまして。ただ、この中で７月の豪雨

によりまして樺沢城跡が大変大きな被害を受けまして、この復旧といいますかこれについて

は非常に難儀をするところであります。どう復元、復旧をすればいいのかというのも全く今

手探りの状態でありますので、県と連携して対応していかなければならないと思っておりま

す。現在ある地域文化振興での具体的な取り組み事例をざっと申し上げました。 
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それから、これはもう県下でも最高に位置される評価の高い部分でありますけれども、南

魚展ですね。新潟日報社が県内では唯一この後援をしていただいている美術展でありますけ

れども、これは非常にレベルも高いですし出展作品も多いし、誇るべきやはり芸術、文化も

含めてそういう祭典的なものだと思っております。 

それから二番目の地域文化の発信と新芸術祭創設の考えでありますが、これを外に向かっ

てアピール。例えば大地の芸術祭のようなものとしますと、これは相当規模も大きく水準も

高いということが求められるわけでありまして、そういうことを作品を集めて構成できる。

例えば大地の芸術祭では北川フラムさん、新潟の方では批判を浴びましたけれども、大地の

芸術祭の創設者の主役でありますのでああいう方とか、そういう総合プロデューサーあるい

は総合ディレクターといったような方々との出会いがなければなかなかでき得ないというこ

とであります。 

そのほか例えば大地の芸術祭だけで申し上げますと、地元負担も１億円。これは大体、毎

回１億円ですね。県が３回目だか２回目でいわゆる補助を打ち切ったわけであります。あと

は地元でやってくださいということで。今度は来年ですか、第何回目になりますか４回だか

５回目が行われるわけでありますけれども、震災や豪雨で相当芸術品も被災をしたようであ

りまして大変悩んでいるようであります。この大地の芸術祭なかなか大したものだと思って

おりますが、新潟の方で今度は水と土の芸術祭とか、いろいろ文化に造詣の深い市長さん方

はそういうこともやっているわけであります。批判はやはり批判として十日町の模倣ではな

いかとか、いろいろのお言葉はあるようでありますけれども、それはそれぞれでありますが。 

私どもが今新たに何かの芸術祭をこれから計画するという予定はございません。何をやる

にしても今まで、例えばさっき言いました南魚展的なものをもっともっと内外にアピールし

て、例えば規模も大きくして。規模を大きくしたから内容が伴うかというとこれもまたなか

なか難しい面がありますけれども、そういうことの発展、拡大ということは考えなければな

らないかもわかりませんが、新たな芸術祭等を今、計画するという考え方は持っておりませ

ん。 

最後の芸術文化振興計画の策定予定であります。先ほど述べましたように文化振興計画策

定事業というのは平成２４年度から取り組みになりますので、内容といたしましてはやはり

文化材の保護とそれから芸術文化振興、これを総合したものになるということで、取り組み

を２４年から始めるということでご理解いただきたいと思っております。以上でございます。 

○山田 勝君  １ 介護者支援制度の確立を 

まず実態を知るということで３月の質問のときもそうだったのですが、もう何でもかんで

も包括支援センターみたいな形になっています。包括支援センターでも、もうとても現在の

ある施設の状態、民間の施設も含めてそういったところも把握しきれていないと。お手あげ

に近い状態というような表現も前にいただきました。そういったことで、ちょっとその体制

をもう少し充実すべきではないかなと考えるのですが、市長は増員とかそういう方向の考え

はいかがですか。 
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○市   長  １ 介護者支援制度の確立を 

先ほどちょっとここに触れましたが、全国的なものでありますけれども２０パーセント近

い人たちがそういうことも、包括支援センター的な部分も含めてご理解いただいていないと

いいますか、知らないという部分もあるのかもわかりません。例えばですね、そういう皆さ

ん方が地域包括支援センターこれをどんどんと利用するようになって、そしてとても人員が

足りない。新たな窓口、支援センター的なものを設けるか、あるいは人員増でここがつなげ

るかという、そういう直面した問題が出れば当然人員増とか、新たな支援センターですかそ

ういうことは考えなくてはならないと思います。今現在は社会福祉協議会にも相談窓口があ

ったり、支援センターの中で１００パーセント満足いただいているとは思いませんけれども、

それ相応にやれているものだと思いますので、そのときどきの需要に応じて、これは今のま

まで固定していくということをここで断言できるものではありませんので、柔軟に対応でき

ることだと思っております。 

○山田 勝君  １ 介護者支援制度の確立を 

柔軟な対応をぜひお願いしたいと思います。１００パーセントというのはこれは無理です

けれども、ぜひそういう視点を持って包括支援センターなり、そういう体制づくりの目を持

っていただければと考えています。 

 二つ目ですが、多くの問題点と政策提言、課題についてということで、市長がやはり何点

もあげていただいた中に、一番要望の多かったのは緊急時の要介護者へのサービスが要望の

トップにあがっていました。その有効な支援を現在考えて策定中と。できるだけ早急な策定

を願うところであります。それだけの意見が出るということは、非常に多くのケアラーが経

験をしているということだと言えると思いますので、極力早い間の緊急時対応を策定願いた

いのですがいかがでしょうか。 

○市   長  １ 介護者支援制度の確立を 

なるべく早くということは理解をさせていただきました。そこで今、具体的にどこまで検

討が進んでいるかという部分については、担当部長にちょっと答弁させます。どの程度まで

どうだということですね。 

○福祉保健部長  １ 介護者支援制度の確立を 

計画もそうですが現実問題として、例えばケアラーの方が急に病気になられたとかそうい

った緊急時については、ご要請があれば大概対応していると私は今認識しております。大量

に１０人、２０人という話になれば別ですけれども、空き施設等を調査してショートステイ

なり何かを使うなりで対応しているのが、というふうに私は理解しております。 

○山田 勝君  １ 介護者支援制度の確立を 

そこで、やはり今の件で力になってくれるのが、なじょもネットさん。大きな力をいただ

いていると思うのです。やはり、多くの利用者、利用回数があることも伺っています。それ

で社協の方で一生懸命やってもらっているのですが、社協とするともう少し情報ＰＲをして

いただけないかと。利用者に非常に好評であるということを伺っているのですが、市民の皆
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さんに対する情報の公開というか広まり、これをもう少し検討すべきと思うのですがいかが

でしょう。 

○市   長  １ 介護者支援制度の確立を 

そういうご指摘やご意見があるようであれば、それはきちんともっともっと情報発信をし

て周知をして、皆さん方から登録もしていただいたり、あるいは利用もしていただいたりと

いうことの拡大に努めてまいりたいと思います。具体的に何人までがいいのかとかそういう

ことはちょっとわかりませんけれども、要はそういう情報が少ないということであれば、こ

れはもう情報発信に努めるということでご理解いただきたいと思います。 

○山田 勝君  １ 介護者支援制度の確立を 

このケアラーを支えるという調査報告のまとめで、やはりこれは一番やらなくてはいけな

い形というのが市民参加の新しい公共ということを表現しています。やはり何でも行政、行

政と頼るばかりではなくて、センターなりを作ったときに市民の協働、社会で支えていくと

いうこの新しい観点、これが新しい常識として南魚沼市から発信できれば一番いいなと思う

のですが、市長お考えはいかがですか。 

○市   長  １ 介護者支援制度の確立を 

まさにおっしゃるとおりでありますので、その端緒がなじょもネット的な部分からだと思

っております。これについては他市からも相当視察にもおいでいただいておりますので、さ

っき議員おっしゃったようにこの制度といいますかこれをもっと拡充して、そして市民の皆

さん方から気軽に登録して、気軽に利用していただく。まさにそれもう社会全体で支えると

いうことになるわけでありますので、その議員のご提言は十分生かしながらやっていきたい

と思っております。 

○山田 勝君  ２ 魅力あるまちづくりに芸術文化振興を 

最初の質問についてはこれで終わらせていただいて、文化祭の方、芸術の方ですが、現在、

美術館、博物館、記念館、非常に価値のある高価なもの、貴重なものそういったものの多く

存在する中で、保存・保管の状況についてちょっと問題点がありはしないか。その状況を伺

いたいと思います。 

○市   長  ２ 魅力あるまちづくりに芸術文化振興を 

今その保存状態的なことで問題点は、田中コレクションの部分で今までが駅前のあそこの

ギャラリーといいますか収蔵庫的なところだったのですけれども、やはりちょっと湿気の問

題とかがありまして、これを解消するためにどこが一番いいかというと、やはり池田美術館

が収蔵施設は一番性能がいいといいますか、体制が整っている。設備もですね。そういうこ

との中で、もうそれをそっちに移したのか、まだかな・・・まだ。そういうことも含めなが

ら今考えているところであります。 

トミオカについてはあの部分であれば大体大丈夫だろうと。それから今泉博物館の部分は、

例えばそう保存状態が余りよくないからすぐに劣化するとかという状況ではありませんけれ

ども、余りにも膨大な蔵書がございます。これを今のところはそのままにしてあるそういう



 - 31 -

状態ですので、これらも図書館等が完成した際に図書館にどう移せるとかそういうことも含

めながら、とにかく貴重な美術品も含めて多量に所持をしておりますので、これらを万が一

保存状態が悪くてだめにしたということにならないように、専門家のご意見も伺いながらき

ちんとした対応をとってまいりたいと思っております。 

○山田 勝君  ２ 魅力あるまちづくりに芸術文化振興を 

それでは新しい芸術祭等は考えていないという回答をいただきました。余り構えずに、実

は塩沢地区でやられている軽トラ市が非常にすばらしいなと思っているので、そういった気

軽な持ち寄りみたいな、手づくり展みたいな、そういうことも非常に大事ではないかなと。

金をかけずに皆さんの気持ちだけでやれるというような、そういうことも検討すべきかなと

考えていますが、ぜひそういうことを検討されればと思います。 

○市   長  ２ 魅力あるまちづくりに芸術文化振興を 

ちょっと構えたわけでありまして、芸術文化ということになりますとなかなか、軽トラ市

まで考えませんでしたが、おっしゃるように地域文化ということになればそれもそういうこ

とであります。そういうご提言でありますれば、それは地域、地域で非常に独自に取り組ん

でいるという部分もありますし、新たに。私は軽トラ市は非常に期待しているのです。あれ

が大きくいずれ牧之通りの方までだーっと並ぶぐらいになれば、これはもう相当な名物にも

なりますので、実施をしていただいている皆さん方に大きな期待を寄せているところであり

ます。そういうことも含めて議員のおっしゃるような柔軟な発想であれば、一生懸命いろい

ろ考えていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議   長  昼食のため休憩とします。午後の開会は１時１０分とします。 

（午後１２時０１分） 

○議   長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後１時０９分） 

○議   長  一般質問の途中ですが、ここで議席番号１７番・腰越 晃君から発言を求

められておりますのでこれを許します。 

○腰越 晃君  議長より発言を許されましたので、一言発言をさせていただきます。発言

取消しのお願いであります。９月１２日、昨日の議会における私の発言のうち、２１番議員

より指摘のあった内容について取消しをしたいので、議会において許可されるよう会議規則

第６５条の規定により申出をいたします。 

 取消しをしたい箇所について、その部分だけ読み上げます。・・・・・以上の部分でありま

す。よろしくお願いいたします。 

○議   長  ただいま腰越 晃君から昨日９月１２日の会議における発言について、会

議規則第６５条の規定により発言の取消しの申出がありました。腰越 晃君の申出のとおり

発言を取り消したいと思いますが、お諮りいたします。腰越晃君の申出のとおり発言を取り

消すことを許可することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。よって腰越 晃君の発言の取消しは許可することに決定いたしまし

た。 

○議   長  質問順位１０番、議席番号１４番・井上智明君。 

○井上智明君  議長に発言の許可をいただきましたので、通告に沿って一般質問を行いま

す。 

繰り返す自然災害への対応について 

 今回の一般質問は、繰り返す自然災害への対応についてということで、幾つかの点で市長

のお考えを伺いたいと思っております。質問に入る前に、７月末の局地的な集中豪雨災害に

ついて、市役所職員諸氏の活動に対しまして心から感謝を申し上げます。おかげさまであれ

だけの大変な土砂崩れや水害があったにも関わらず、人的被害がなかった、正に特筆すべき

ことだというふうに感じています。期間的には３日、夜二晩、本当に必死になって災害対応

に当たられた職員の皆さん、あるいは消防団の皆さん、地域防災の役員としてご活躍をいた

だいた集落の区長さんを始め、役員の皆さん、本当にご苦労さまでございました。 

蛇足ですが、そういった大災害に見舞われ、地域の住民はもとより市役所の職員、あるい

は地域振興局の職員など、関係する皆さんが日夜必死になって災害対応に努力しているにも

関わらず、残念ながら南魚沼市選出の県会議員の先生方の姿や足跡を、災害現場でみること

ができませんでした。甚だ残念であります。国政の、国会の政務が忙しい中にも関わらず３

回も我が南魚沼市に足を運んでいただいた衆議院の先生がいたことを考え合わせれば、何と

も残念でなりません。県会議員の選挙が２回無投票ということで残念ながら選挙の洗礼を受

けずに議席を得た、そんなことがこの結果になったのかなというような思いもして、我々も

深く反省しなければならないというふうに感じています。 

 さて、前置きはこのぐらいにして本題に入ります。世界的なベストセラーとなりましたア

メリカの元副大統領アル・ゴアの著書「不都合な真実」によれば、人類の文明はエネルギー

を消費し発展し続けてきた。反面それは地球環境を汚染する歴史でもあった。さらに私たち

が直面している気候の危機はゆっくり起こっているようにみえて、実はものすごい速さで起

こっているというように書かれております。 

別に本の紹介をするつもりはありませんが、この本が警告するように、地球環境の変化か

ら気候が変化しつつあることは、まぎれもない事実であります。それに伴って思わぬ災害が

頻繁に発生する、百年に１回来るかどうかというような大きな地震にも対応できるとか、百

年に１度の大雨に備えてというような掛け声で築いた堤防が、無残な姿をさらけ出す。大き

な地震だけでも「新潟地震」に始まり、「中越地震」「中越沖地震」一番記憶に新しく、被害

も大きかった「東日本大震災」わずか５０年足らずで４回も私は体験をしました。正に災害

は忘れないうちにやってくる時代になったのです。 

しかも、そのほとんどが過去の検証によってはじき出された数値による予測をはるかに超

える大規模なものばかりです。いわゆる想定外の大きな地震であったり、あるいは強風であ

ったり、大雨であったりするのです。したがってそれによりもたらされる被害は、防災の予
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測計画線を上回り甚大にならざるを得ないのです。想定の範囲であれば当然のことながら被

害は最小限にとどまり、大災害にはならないのです。 

身近なところでは、六日町市街地がたちまちのうちに水浸しになった昭和５６年８月２３

日の水害、国道１７号線までかん水し交通不能、まだ水位が上がり続けているというような

無線の交信内容を今でも思い出されます。その水害を受け魚野川の改修は六日町から下流は

完了したと。今後百年に一度の大雨でも大丈夫というようにいわれておりました。ところが

百年はおろか、わずか３０年でこのたびの７月豪雨の水害、過去の記録による想定を大幅に

見直さなければならないのが現状であります。 

このように過去の想定や予想が全く当てにならないとすれば、自然災害は予期することも

防ぐことも極めて困難であります。ただ、起きるであろう災害に対し備えをしておくことは

できます。その備えが万全であれば被害は小さくとどめることができるのではないでしょう

か。その万全の備えとして、南魚沼市にも立派な防災計画があります。内容も震災対策、あ

るいは風水害対策など職員への対応、自主防災組織、国・県との協力、応援態勢など事細か

にきちんと定められております。 

しかし、それが今回の水害で十分生かされたでしょうか。いささか疑問が残ります。ただ

地域防災、いわゆる自主防災の組織はそれなりに機能したように感じました。以前から地域

の連帯感や結び付きが強い、そういう集落の多いこの地方でありますので、地域コミュニテ

ィの活動と合わせ、その点は市長が進めた自主防災組織の評価は一定の成果が出たというふ

うに評価をしています。そんな中で、当地を襲った水害及び台風１２号による甚大な被害を

受けた紀伊半島の地域の状況から気が付いたことを３点ほどにまとめて市長にお伺いをいた

します。 

 １点目は、職員の減少により生ずる災害時の人員不足を補う組織の編成についてというこ

とであります。合併により職員数が減っております。このことは今回のように広範囲な災害

に対しては、その対応をする人員の絶対数が不足するということは明らかであります。合併

前であっても大規模な災害時には職員が対応しきれないというのが実情でありました。それ

が職員数が減って、受持ち区域は広くなっているところに広範囲な災害が出る。いかに優秀

な職員でも対応しきれるものではないというふうに感じております。 

特に災害時には初期の対応が大切になります。他の市町村から応援や、県からの応援は数

日経たないと機能しません。その間一番大切な初期の対応時に応援をすることができるよう

な組織を作ることができないだろうかというふうに考えました。質問の中に例書きで指摘を

しておきましたが、市役所の職員の手足となって働けるような人材の確保ができれば、極め

て有効なことではないでしょうか。私は理想的には、市役所のＯＢが中心となるような組織

が一番だと思っておりますが、市長のお考えを伺います。 

 ２点目として、避難指示、避難勧告についてということでお伺いをします。このことは昨

日の質疑の中で何回かありまして、市長の見解を伺っておりますが、通告しておきましたの

で確認の意味で伺わせていただきます。住民の避難については、その判断は公が出す避難指
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示や避難勧告が一般的ですが、局地的に起こる災害に最も有効と考えられるのが、自らの判

断でする自主避難だと思います。 

先の台風１２号の被災地について報道がなされています。急峻な川沿いに暮らす紀伊半島

の山沿い地域の皆さんは、河川の護岸施設を過信し、また過去の例から大丈夫だろうと思っ

て避難しなかったと推定されていますが、そのとき河川の状況はどうだったでありましょう

か。岩や材木などを巻き込み濁流となってごうごうと流れていたという話が伺えます。その

状況を感じながら家の中から動かなかった。結果堤防が決壊し大きな被害がでてしまった。 

なぜ、自主的に避難しなかったのか大きな疑問が残ります。公からの避難指示を待ったこ

と、あるいは過去の例や記録にとらわれて、その結果が大惨事をもたらしたともいえると思

います。自らの目で見、耳で聞いた河川の状況から危険を感じることができたなら、この取

り返すことのできない大惨事にはならなかったのではないでしょうか。 

平場の水害のように徐々に水かさが上がり、家が水につかっていくような場合は避難指示

も出しやすい、避難もしやすいのですが、土砂崩れのようにいつどこで起きるかわからない

ような場合は、極めて難しい判断を迫られると思います。我が市は地形的に河川であのよう

な災害に見舞われることは極めて考えにくいことなのですが、土砂災害はどこでも起こり得

ます。この土砂崩れによる災害は極めて大きな危険性を伴います。 

このたびの土沢の災害のように、あの惨状で人的被害のなかったというのは奇跡に等しい

といえるように私はみてきましたが、土砂災害あるいは雪による雪崩災害には当然のことな

がら地形的な要素が大きく関わってきます。そこに暮らし、過去の記録や地形からくる要因

など、地理・地形に精通した地域の住民の判断が一番確かなことだというふうに感じていま

す。行政は確かな情報により避難の指示、的確な指示を出すことに努力をする、これは当然

のことながら公からの勧告や指示を待つだけではなく、自主的な判断で危険箇所から離れる

ことの大切さをもっと広く、大きく知らしめるべきだと考えますが、市長の所見を伺います。 

 ３番目に防災教育・防災対応の啓発についてということでお願いをしたいと思います。冒

頭に述べたように、南魚沼市にはすばらしい防災計画が策定されています。ところが、その

中身を熟知している人はどれほどいるでありましょうか。いかにすばらしい計画でもそれが

生かされ、知らされ、それでこそ価値があって有効なのだというふうに感じています。防災

計画を作ったからそれでよいとか、年１回防災訓練をやるからそれでよいというのは、宝の

持ち腐れではないかと思っています。 

市長は自主防災について思いを強くして力を入れてこられました。私は大変評価していま

す。だが、まだそれが地域の人たちに広く十分に伝わり、浸透しているかというと大きな疑

問を感じています。このことは職員にもいえると思います。合併という大きなうねりから丸

５年、旧町のしきたりやあるいは旧町の常識が覆ったりする中にあって、防災計画を読み返

し、自分の物にするのはこの時間を作るということは大変だと思っています。 

しかし、災害の直接担当部署だけではなく、それぞれが自分の所属に合わせ、自分の住居

する地域に合わせた活動をする、このことは職員全員が共通の認識として熟知していただき
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たいと思います。幸いこのたびの災害では、冒頭に述べたように職員の頑張があってうまく

機能したようでありますが、しかし、繰り返し起こることが予想される大災害、それに対応

するためには担当部署職員だけではなく、市役所一丸となって防災への備えをふだんから心

がけておくべきだと感じています。 

土砂災害の危険区域、地形的に浸水が起こりやすい地域、これらを熟知してその備えをし

ておくことが大変重要なことになると思います。さらに自分たちだけ情報を持つのではなく

て、その情報をその地域の住民とともに共有し、対策、対応を協議することが大切だと思い

ます。それが災害の起きにくい、災害の被害を最小限に抑える結果になると考えていますが、

市長の所見を伺います。以上、１回目の質問を終わります。 

○市   長  繰り返す自然災害への対応について 

井上議員の質問にお答え申し上げます。この繰り返す自然災害、本当に忘れないうちにや

ってくるという言葉がぴったりでありまして、近年、私たちの地域もそうですし、日本全体

も、あるいは地球規模でみても大変な自然災害が発生しているわけであります。憂慮せざる

を得ないという状況だと思っております。 

 お尋ねのこの職員の減少により生ずる災害時の人員不足を補う組織の編成でありますが、

議員がおっしゃっていただいたように、この市役所の職員、消防職員、それから区長さん方

もあるいは自主防災組織の長の方であっても、消防団員であっても、みんなほとんどの方が

被災者にもなり得るわけでありまして、当然といういい方は失礼ですが、やはり突発的には

業務の量といいますか、果たさなければならない仕事量というのは飛躍的に上昇するわけで

あります。そのときは当然――当然ではないですね、これは当然というと、やはり職員不足

ということは表れるわけであります。 

これは合併をして職員を減らしていったという部分もありましょうし、例えば合併する前

の中越大震災、六日町、大和は直前でありましたし、塩沢さんは１年前ですが、このときも

職員の数がそれで足りたかというと、私は当時六日町でありましたが、職員の数が足りたな

んてことではなかった。もう全方面に散って、災害の現場の情報の収集とか、あるいは伝達

とかそういうことをやらなければならないことになりますので、本当に職員の数がこれで足

りるという部分はないと思います。 

とにかく初動の段階は、もう議員がおっしゃっていただきましたが、行政区あるいは自主

防災組織、ここが本当に動いていただかないと、これは大変な大惨事になる恐れがあるとい

うことであります。まずは、地域、地域のそれぞれの皆さん方は、まず自分の身の安全を守

ると、ここの対応が一番だと思っております。そういうことも含めて、防災訓練あるいはそ

ういうことをお伝えできるような状況のときに、常々市民の皆さんに災害時の対応としてお

願いをしているところであります。 

今回、これも議員がおっしゃっていただきました幸いにも人的被害がなかったということ

で、これは自主防災組織、各行政区の皆さん、そして消防団の皆さん、こういう皆さん方が

自助、共助、これをきちんとやっていただいたおかげでありますし、またそのことがいかに
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大事であるかということを実感させていただきました。そこに行政としての公助が加わるわ

けでありますので、これからもやはり地域コミュニティの確立、進展、これをもっともっと

図っていかなくてはならないということであります。 

人員不足を補う組織の例えば市役所ＯＢだとか、そういう部分につきましては、自衛隊の

中には何かそういう、今回も東日本大震災の際にしたそうでありますが、やはり訓練とかそ

ういうことを課しておいて予備隊員ですか、そういう組織があるようでありますけれども、

ただ、市とか県とかそういう一般的な行政の中で予備的に組織をして、例えばそれに呼びか

けて応じていただいたとしても、やはり常日頃防災上の内容とかそういうことを熟知してい

ただかなくてはなりませんし、ある意味、何ていいますかそういう訓練的な部分も当然やっ

ていただかなくてはならないわけでありますので非常に難しいとは思います。 

定期的に当然年に１～２回は訓練とはいいませんけれども、その防災上の勉強会とか、地

域の現状とかそういうこともわかって理解していただかないとなりませんので、難しいこと

だと思います。が、それを補うための自主防災組織という部分をやはりもう一度考え直しな

がら、今までのことが間違いではありませんしこれでよかったと思っておりますが、そこに

また新しいそういう部分の機能が付与できるか否かということは検討しなければならないと

思います。 

自主的にそういうときは私を使ってくださいという方がいらっしゃれば別ですが、なかな

か市としてそれを募集して編成をしていくということは非常に難しい問題が出ますので、先

ほど触れましたように、自主防災組織あるいは地域コミュニティ活動の中での一つのそうい

う部分としてとらえられればいいと思いますので、それは少し研究させていただきたいと思

っております。 

 この災害時、このたびでありますが、災害ボランティアセンターの活動あるいは広域支援

ということでありまして、国の職員が１名、県の職員１５名の応援は受けて対応したところ

であります。なおまた今、災害査定設計測量、これらについて国あるいは県の職員――国の

職員は来ていないかな、県の職員等から相当数の応援を得て今実施をしているところであり

ます。 

 避難指示、避難勧告についてでありますけれども、議員がおっしゃったように水は魚野川

の水位、これをもとにして避難勧告あるいは避難指示、この発令基準はきちんと地域防災計

画にも定めてありますし、これに基づいて避難指示や避難勧告ができるわけであります。三

国川につきましても、常に三国川ダム管理事務所からのホットラインで私どもの方に水位の

状況とか、ダムの放流量の状況とか、あるいは今こういう量の放流を始めたとか、そういう

連絡はリアルタイムに入るようになっておりますので、これらについては問題ない――問題

ないといいますか、ある程度きちんと予測がつくのですけれども、雪だとか風だとか土砂崩

れ、これについては基準がないわけでありまして、特に勧告指示をいつどういう時期に出す

という基準がないということであります。 

では、どうするかといいますと、気象データあるいは国・県のシステム、これを利用して
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とにかく情報をできるだけ集めて、発生の予兆を推定する。ただ今回、土沢の部分について

は予測できませんでした。ただ、それに基づいて小川地域とかそういう部分について、その

恐れがあるということで避難勧告を出させていただいたところでありますので、出たからと

いうことではありませんけれども、そういう部分では国や県の情報等を集積して判断した結

果だと思っております。 

やはり早く避難指示や勧告を出しておいて間違いはないということがずっと言われており

ます。ただ、余りにもそれに固執しまして、何もないのにとにかく避難しろ、避難しろと、

これも変なことになりますので、その辺が非常に難しいところでありますけれども、とにか

く人的被害の発生を未然に防ぐと。この観点に立ってこれからもその発令等については考え

ていかなければならないと思っております。 

そこで、やはりまずは自分の身を守るということも念頭に置いていただいて、地形だとか

あるいは沢水の水系、状況、これらは地元の方が一番よくご存じなわけでありますので、避

難勧告あるいは指示が出る、出ないに関わらず、ちょっとこれはという部分についてはいち

早く避難をしていただく、自主避難をしていただくと、このことが一番肝要だと思っており

ます。そういう初動対応、避難行動、これらについては議員おっしゃるようにもっともっと

また区長会あるいはそれぞれの中で、住民の皆さんによく、もう早く逃げて命を失うことは

ないと。ですので、なるべく早めの対応をとにかく地元ではお願いをしたいと、自主防災組

織でもお願いをしたいということを、また広く周知をしていかなければならないと思ってお

ります。 

 防災教育・防災対応の啓発活動であります。国もあるいは地方自治体も一番の基本はそこ

に住む、私たちであれば南魚沼市民の皆さん方の生命・財産を守ると。このことが一番課せ

られた大きな命題であります。そういう中で昨年の市政懇談会の中では、この「自主防災組

織と災害時要援護者整備台帳について」これを主要テーマにして開催をさせていただきまし

た。市民の皆さん方からも防災という面についての考えをいただくいい機会であったと思い

ますけれども、ただ、やはり説明会といいますか懇談会の中では、災害の規模がどうだこう

だということ以前に、やはり要援護者整備台帳という煩雑さだとか、煩わしさだとかあるい

は個人情報の扱いの問題だとか、そういうことが非常に議論されたわけであります。でも、

やはりそういうことをこれからきちんと整備をしていただきたいと、そのお願いは相当深く

広く浸透したものだと思っております。 

それから昨年の、そういうことも含めまして１１月１３日に皆さん方からもご指摘いただ

きました「南魚沼市・湯沢町危機管理フォーラム」を開催していただいて、非常に大勢の皆

さんから、特に区長さん方も大勢おいでいただきました。開催をさせていただいたところで

ありますし、社会福祉協議会でも災害救助ボランティア研修会を平成２２年９月５日に開催

をさせていただいたところであります。 

職員に対しましては、防災訓練時、これは訓練時でありますけれども、どのような行動を

するかという計画書を提出させております。そして例年、緊急連絡訓練を年に１～２回実施
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をしているところであります。朝のだいたい７時、緊急連絡を取りまして、どのくらいの時

間でいち早く市庁舎に駆け付けることができるかとか、そういう訓練もしておりますので、

そういう面では相当職員も常に緊張感を持って仕事に当たっているわけであります。 

ただ、例えば今日みたいな非常に穏やかな天気の日に地震は抜いて、他の災害が起こるだ

ろうとはほとんど誰も考えないわけでありますので、これはたまにはやはりそういう心にゆ

とりを持つときも必要でありますけれども、常に緊張感を持ってやっていただくということ

は実施をさせていただいております。 

そしてその他にも地域振興局主催の雪崩対応訓練、これは今年の２月２２日に行いました。

それから六日町病院の南魚沼地域災害医療訓練、これは昨年の１０月２３日、北越急行の防

災訓練、これも昨年の９月３日、これらについても市の方としても参加をさせていただきな

がら、共に防災意識の高揚の共有に努めたところであります。 

千年に一度、百年に一度というのが、全然そういうことではなくて、２０～３０年、５０

年に一度か二度ぐらいずつくるという状況になっておりますので、日本全国で防災意識の関

心というのはかなり高くなっていると。そういう思いでありますけれども、そういう中でや

はり的確な情報の収集と発信、このことが一番の災害の被害を最小限に食い止める有効手段

と思っておりますので、これらについても啓発活動も通じながら実施をしていきたいと思っ

ておりますので、またよろしくお願いを申し上げます。以上であります。 

○井上智明君  私の冒頭の発言の中で、県会議員の姿が見えなかったという発言をしたわ

けですが、少し訂正させていただきます。若月県議が最低２回は市内を回ったという情報が

私のところに届きましたので、訂正をさせていただきます。私の耳に入らなかっただけとい

うことでご容赦をいただきたいと思います。 

 再質問をさせていただきます。１番目の件ですが、災害時の人員不足ということはもう既

に職員の皆さん全員が感じていらっしゃることだというふうに思っています。私は特に感じ

たのは本庁舎ではなくて、塩沢と大和の庁舎です。もう絶対的に人員が足りないのです。現

場へ行こうにも人がいない。そういう状況が見受けられるので、できれば余り歳をとった人

でないＯＢが市役所に駆け付けられるような何か方策をとっていただくと、人員不足がかな

り補えるのではないかと。消防の職員であってもいいわけですので、そういう有効にその在

野にいるＯＢの皆さんを有効に使うということを、方策が何かうまい方法はないかというふ

うな思いがしています。私がどういう方向がいいかということは思いつきませんので、これ

から検討していただければいいかと思うのですが。 

それぞれの地域にいっぱいいるわけです、大和でも、六日町でも塩沢でも。それこそ屈強

なＯＢがいるわけですので、そういう人たちをそれぞれが被災者であると同時に、それぞれ

が一旦地域を担っているわけでありますので、その辺を上手に活用してもらえればありがた

いかというような思いがあります。 

身分保障とか何とかといろいろな問題があろうかと思いますけれども、その辺は災害とい

うことで非常時だということで理解をしていただけるならばやれるのではないかという思い
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があります。先ほど市長がおっしゃいました自衛隊にはそういう会もありますし、警察も多

分「警友会」とか何とかという、あれが組織立って動いているかどうかはわかりませんが、

そういうものが昔あったように聞いています。自衛隊の場合なんかは私の友達でちょっと偉

いところにいた人が言うには、新潟に何とかが上陸したときにはどのトンネルを壊す

と・・・・・俺は行くのだというようなことまで、現役を終わったばかりの頃は言っていま

したので、多分かなりきちんとした組織が自衛隊の場合にはあるのではないかと思いますが。 

そこまでの組織は希望しませんので、市役所の体制が何せ手が足りなくて大変だ。現場に

行く人もいないよ、というようなことではなくて、何とかそこに駆け付けて応援をできると

いうぐらいのことができていけば有効だなというふうに思っています。 

 避難指示、避難勧告については昨日の答弁の中にもありましたし、今ご答弁いただきまし

たので、できるだけ自主的に自分で危険を感じていただくということをしっかりと地域に広

めていただいて、自分自身で危険を判断できる体制をとっていただくことが、これが一番近

道だと、自分の身を守る近道だと思いますので、その辺の啓発活動をやっていただければと

いうふうに思っています。 

 それから防災の教育とか訓練については、縷々いろいろなところで市が関わってやってい

るようでありますので大変心強く感じるわけですが、それがややもすると訓練のための訓練

であったり、研修のための研修であるということが多いのです。消防なんかの場合は現場を

想定した訓練を現実に、現場を想定して山であったり川であったりして現地に行って訓練を

するという中で、臨場感がかなりあって訓練をするわけですが、残念ながら市役所はそうい

う態勢に職業柄というか、職種の性格上そういう体質にありませんので、むしろ消防に習う

ぐらいの気持ちで訓練を身に付けていただきたいというふうな思いがしています。 

もう１点、今回の災害で地域の皆さんから言われたことの中で、情報を伝えるのに何しろ

手間がとれた。何だかというと、地理・地形がよくわからない職員がいると、こういうこと

を結構たくさん聞かせていただきました。確かに２３３ある行政区全部を職員の皆さん一人

一人が把握するということはかなり難しいかと思うのですけれども、それはやはり市役所の

職員となったからには、行政区２３３くらいは頭の中に入れておいていただきたいという思

いがしています。 

昔の話をして恐縮なのですが、私たちが消防に入ったときはそれを覚えることが一番先で

した。非番、公休の日には地図を片手に管内を全部回るということがまず仕事で、時たま小

隊長の出す問題がありまして、地図に部落名、集落名を書くとかというようなことの中でそ

れを頭にたたき込んだものであります。おかげさまで湯沢から大和まで大体の地理・地形は

頭の中に入っていたのですが、今は６割ぐらいしか覚えていませんけれども。それでも話す

中で、要は災害時とかで情報をよこす人たちは、平時の感覚、平時の心で話をするわけでは

ないわけです。緊急とか、危ないとか、困ったとかという切羽詰まった状況の中で情報を発

信してくる。そこの対応がふだんであれば何も感じない１０秒が、そういう状況の中で感じ

る１０秒というのは１０秒ではないのです、３０秒にも１分にも感じる。ですから、そうい
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う受け答えがぱっぱっと素直にできるように、速やかにできるような体制が欲しいなという

思いが１点いたしました。 

それはほんの一部なのですけれども、そういうことでせめて行政区くらいはそれぞれの職

員が頭の中に入れていただきたい、こんなことを思っております。市長の答弁の中で大部分

は回答をいただいたのでありますけれども、申し訳ありませんがもう一度今の件について所

見を伺います。 

○市   長  繰り返す自然災害への対応について 

井上議員にお答え申し上げますが、最初のこの人員といいますか、不足を補うための組織

の編成ということでありますけれども、議員、いみじくも言っていただきましたが、例えば

その災害時にそういう皆さんを動員するようになるわけですけれども、事故のあった場合の

補償問題とか本当に難しい問題がありまして、そういうことは抜きにして考えようというこ

とはなかなかでき得ないわけであります。 

ですので、非常に難しいことですが、先ほど触れましたように地域コミュニティ事業ある

いは活動、こういうことの中でやはりその地域、地域が一番わかる人がいいわけですので、

そういうことが位置づけができるか否かです。それはやはり研究させていただきたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

 防災教育、対応の啓発活動という部分の中での、確かに消防隊員は救助活動まで踏み込ん

で行うわけですので、一般職はやはりそこは一切手を出さない、出せないといいますか、そ

ういうことですから違いはございます。ですので、我々一般職の一番の果たすべき役割は、

情報を的確に把握して、そしてそれをまた市民の皆さん方にきちんと伝えてということだと

思っております。伝えて避難するべきは避難ということだと思っているのです。初動はです

ね、初動は。 

ですので、そういう訓練的なことをやると、やっていると。ただ、訓練のための訓練とい

うことが全然ないかといわれれば、全くないとは申し上げません。いろいろの訓練的な部分

を見ておりましても、やはりご指摘いただくことは毎年同じようにちんたらちんたらやって

いるなとか、そういう声も聞かれないばかりではないわけであります。やっている職員は必

死になってやっているのですけれども、余りにも同じことの繰り返し的なことで。 

提言もありまして防災訓練の日を職員には連絡しないでおいて急にやってみろとか、ある

いは豪雪の雪の中でやってみろとか、あるいは夜間やってみろとかいろいろおっしゃってい

ただく方がありますけれども、やはり地道でありますが初動的な部分の繰り返し、繰り返し、

反復をしながら覚えていくということは大事だと思います。この防災訓練はやはり大事なこ

とだと思っておりますが、職員にもまたその辺はきちんと伝えながら、むだのないように、

そして気持ちを込めてやっていくと、その訓練もですね。それからあるいは講習会、研修会

等に参加する場合もそのことはきちんと念頭に置きながら参加してもらうということはまた

改めて申し上げたいと思っております。 

 地理・地形に詳しいという部分につきましては、本当にそれはあると思うのです。そこで、
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絶対的に足らなかったという話になっていますけれども、塩沢庁舎の職員あるいは大和庁舎

の職員には枢要な部分にはやはりその地域の職員をある程度配置しているわけであります。

ただ、その数が足らないといわれればそれまでですけれども、そういうことですので全職員

に徐々には覚えていってもらうわけですが、この南魚沼地域の地名を覚えるぐらいのことは

何とかなると思う。ただ、そこの地域にどういう地理的な条件があって、どういう沢が流れ

ていてどうだこうだというところまで全部頭の中にたたき込めというのは、これはちょっと

無理があるかなという思いがありますので。ただ、地名を言われてそれがどこだかわからな

い、大体塩沢のこの方面だとか、大和のこうだとか、六日町の西側だか東側だか、そのくら

いのことはわかってもらわなければなりませんので、そういうことも含めて、職員も日頃の

そういう鍛錬、訓練をきちんとやっていくようにまた改めて職員にも訓示はしておかなけれ

ばならないと思います。 

一応そういうことを防止するための、塩沢、大和庁舎への職員の配置は考えているという

ことだけはひとつご理解をいただきたいと思っております。それぞれ私が、発生した後であ

りますけれどもこれはもう今度は復旧体制に入りますので、それについてはもう一々市長決

裁だとかそういうことはいらないと。もう市民のためにこれはなると、いいと思ったことは

全部やれということは１日の朝の訓示でも申し上げまして、特に大和の荒町の水の問題には、

大和庁舎は非常に的確な対応をしてもらったということで、私どもも喜んでおりますし、地

元の皆さん方からも評価はいただいたということであります。 

後で何とかなるのですね、お金が――やはり職員になれば、これをすれば５００万円かか

る、これをすれば１,０００万円かかる、さあどうしようと。それは本当にそうだと思うので

す。だけどもそれを乗り越えて、それを判断することによってまた職員も成長するわけです

ので、なかなかそうはいっても簡単にはできませんけれども、そういうこともきちんと訓示

をしながら今回の災害対応に当たらせていただいて、成果も徐々にでてきたということでこ

の点はまたご理解いただきたいと思っております。 

井上議員はそういう面での専門家でありますから、いろいろご不満の点もおありでしょう

が、いろいろまた改善点等についてもご指摘いただきながらよろしくお願い申し上げたいと

思っております。以上であります。 

○井上智明君  繰り返す自然災害への対応について 

ありがとうございました。大体思ったような回答をいただきました。それこそ、日々の努

力がこういう災害とか非常時に出てくるということは明らかでありますので、今後共にご努

力をいただいて、備えをしっかりしていただければと思います。 

それから、これは通告にしてありませんので市長の答弁は求めませんが、たまたま私の義

理の母親が六日町病院に入院して、７月の当初から病院に呼びつけられたり、帰ったりとい

うような状況の中で、２８日だと思うのですが、朝８時半頃電話がありました。六日町病院

に駆け付けようとしたがなかなか着かないのです。これは間に合わないかと思ったのですが、

何とかその日はもちまして何とかなったのですが。その後、大変な状況なので市役所に来よ
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うと思ったらなかなか市役所に来られなかった。あっちで交通渋滞、こっちで水がのって、

止まって、誘導員があってここから先は入れませんというような状況の中で、ついに市役所

に来ることを断念したという思いがありました。 

どうも市役所の位置そのものが、６月議会のとき、地震があると六日町は液状化を起こし

て道路が寸断するのでというような話をした経緯もあるわけですが、大雪が降ると消雪パイ

プはないというようなことの中で、庁舎の位置そのものは今後、近い将来にわたって考える

べき事項ではないかという思いを非常に今回も強くしました。 

大雨が降っても庁舎に来られない、大雪が降っても庁舎をなかなかうまく使えない、地震

が来れば庁舎に近づけないということでは、なかなか市の中枢としての庁舎の位置として余

り的確だという判断がしにくいのであります。ただ、この庁舎の問題というのは隣の市でも

ありましたけれども、財政の効率化とか利便性とかを考えて、将来的にはかなり分配してい

る市役所の機能を統一しなければならないという発言を、市役所建設反対で選挙に戦った新

人が勝ったという経緯もあります。市長の答弁は決して求めませんが、こういう思いだけは

共有をして、今後皆さんと検討していかなければならない事項だなあというようなことを申

し添えて質問を終わりたいと思います。 

○市   長  繰り返す自然災害への対応について 

今回の水で庁舎に入れなかった、入れなかったのではなくてなかなか、１７号は止まりま

したし。私も夜、夜中に出てきてあちこちは交通止め、当然ここは交通止めです。だけれど

もやはり道がわかりますので裏を来ればちゃんと来られたのです。そのときはまだ渋滞はあ

りませんでした。それはそれでいいのです。 

それで一番の問題は１７号に代わる幹線が今まだ不完全だということであります。これは

今回の水害を受けまして１７号バイパス、六日町バイパス、これは非常に有効に活用される

わけでありますし、あの区間だけでも非常に有効であったということはもう実証されており

ますので、その災害対応ということも含めてこのバイパスを今までのように１,０００万円だ、

１億円だなんていう予算ではなくて、早急に少なくも現２５３から塩沢へ入るまで、この路

線をなるべく早くということはまた改めて、国にも県にも申し上げているところであります。 

 もう一つ、地震の件であります。この庁舎は中越大震災後に全て耐震の調査をさせていた

だいて、マグニチュード７の地震が来た際にどこに欠陥があるか。これは新基準以前に建て

た建物なのです。ところが調べてみましたら、ご承知のように今の市民課の東側の窓、あそ

こにブレスを入れるだけで後は全然大丈夫だと。これは非常にすばらしい建築なのです。す

ばらしいのです。 

それで、液状化とかそういうことは若干１６年の際にも出ましたが、人が入れないとかそ

ういう状況では全くございませんので、地震の際にはそれこそ自信を持ってここに来ること

をお勧めするのです。雪も確かに大変な豪雪になりますと駐車場がないとか、そういう問題

が出ますけれども、今、あそこに防災広場の建築を始めましたし、そういうことは徐々に解

消しながら、ここが本庁舎の位置だということは議員の意向に沿わないかもわかりませんけ
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れども、変えるつもりがございませんので、ひとつよろしくご理解をいただきたいと思って

おります。以上であります。 

○議   長  質問順位１１番、議席番号１番・桑原圭美君。 

○桑原圭美君  南魚沼市行政改革大綱について 

通告にしたがいまして一般質問をさせていただきます。発言には十分注意して行いたいと

思います。 

 中曽根元総理が某新聞社に寄稿した文章に「国家を運営していくということは大きな目的

であるが、それには地域の持つ固有の文化、伝統を継承して守っていくという精神がなけれ

ばならない」という一文がありました。これに大変感銘を受けました。南魚沼市を良くする

ためには新たに何かを始めることも重要ですが、本来持っているすばらしい伝統文化に目を

向けることが必要なのではないかと思います。私の母校の塩沢小学校の校歌は作詞家として

島崎藤村と並称される土井晩翠が作りました。土井晩翠といえば滝廉太郎の「荒城の月」な

どが有名ですが、塩沢小学校の校歌を作っていたということは今更ながらに驚いております。 

この夏、たまたまお昼に甲子園の中継を見ていたとき、滋賀県代表の八幡商業の校歌が流

れました。作詞は偶然にも土井晩翠であり、聞き入っていますと大変すばらしい校歌であり

ました。「健児日毎のいそしみは 邦と民との富の道」と締めくくられました。明治４０年に

作られた校歌に込められた富国の精神が現代社会にも必要なのではないかと強く感じました。 

平成１８年に策定した南魚沼市行政改革大綱は合併後の市の将来像を示し、今後改訂が予

定されていると思います。今回の一般質問はこれまでの実施状況と評価、そして新たに示さ

れる行政改革大綱の方向性を確認していきたいと思います。 

 次に財政問題であります。実際の財政を示すものとして実質公債費比率がよく引き合いに

出されます。私は以前から疑問に思っているのですが、実質公債費比率というものが自治体

の財政状況を表すということに対して、果たして現実的なものであるかどうかということで

す。東京都内には実質公債費比率が低くても、民生費に予算の７割近くを費やす自治体があ

り、社会資本整備や産業の育成、地域コミュニティなどにはほとんど予算が届きません。こ

のような状況の中で実質公債費比率が低いからといって、健全なまちづくりができているの

かどうか甚だ疑問であります。 

全国一律基準の中での評価はせず、地方には地方の街づくりがあってしかるべきだと考え

ます。繰り返しになりますが、今回の一般質問はこれまでの行政改革大綱の進捗と評価、及

びこれからの方向性、そして今後の財政運営と投資事業の在り方を問うこととし、以上壇上

からの発言を終わります。 

○市   長  南魚沼市行政改革大綱について 

桑原議員の質問にお答え申し上げます。地域の歴史文化をきちんと育てる、大切にすると

いうことは、本当に大事なことでありまして、私もその点については議員同様の考え方であ

ります。私の母校の城内小学校の校歌は作詞作曲不明。ですから、相当以前に作られたとい

うことだと思っておりますが、土井晩翠先生ということになりますと、名前を聞いただけで
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もおそれ多いぐらいでありますけれども、すばらしいことだと思っております。 

行財政改革、行政改革ですね。この大綱の内容と取り組みということであります。昨日も

一般質問の答弁書の中でも少し申し上げましたが、平成１８年に策定をされました行政改革

大綱に基づきまして、具体的な取り組みを実施するために南魚沼市集中改革プランを策定い

たしました。それによりまして、平成２２年度までの５年間にわたる財政健全化計画では、

目標の７１億円を達成させていただいて、７３億１,０００万円でしたかの確定値がでたわけ

でありまして、上回る削減ができたということであります。 

しかし、これで行政改革あるいは財政改革が完了したということではありませんで、正に

まだその一里塚というところであります。さらなる効率的な行政運営、財政運営を実現する

ために、この行政改革大綱を改訂するということであります。この改訂する大綱では具体的

な取り組みを整理いたしましたアクションプランを作成いたしまして、それに基づいて改革

の推進と進行管理を行っていきたいと思っております。そしてアクションプランは毎年度見

直しをし、実施計画にきちんと反映させていくということを予定しているところであります。 

 ２番目の経済状況の変化あるいは財政計画等投資的事業の見直しであります。実質公債費

比率につきましては正にそのとおりでありまして、この数値が異常に高いというのは別であ

りますけれども、その高低、高、低で市の財政状況そのものはある程度はわかるのです、あ

る程度は。借金を返していかなければならない比率が高いということですから、それはそれ

でわかりますけれども、それが直ちに財政が大きく悪化をしているかとか、だから非常にそ

の柔軟な財政運営ができないとか、あるいは独自の自治体での取り組みができないとかとい

うことではない。議員のおっしゃるとおりであります。 

そこで、この今般の災害復旧事業につきましては、当然ですけれども財政計画には加味さ

れていませんけれども最優先事業であります。膨大な事業量になるわけでありますけれども、

これはもうきちんと実施をしていこうと思っております。そして今後、今年度分も含めてで

すけれども、市にとって必要な投資的事業というふうに判断をされている部分、今の総合計

画上に載っている部分とか、そういうことにつきましては合併特例債という優遇措置がある

わけでありますので、これを多いに活用しなければならないということであります。 

いろいろ議論がございますけれども、これを活用しないで例えば事業をずっと先送りして、

後でと言ったってできないという部分もいっぱいでてきますので、あるうちには活用させて

いただくと。ただ、これがあるから使うのではなくて、事業がそれを必要とするから特例債

を使うということであります。あるうちに全部どんどん、じゃぶじゃぶ使ってしまえという

意味ではないのです。ですから、そこをきちんと私たちも見分けをしながら、やはり合併を

した、そして新しい市を作っていくその段階の中での事業、必要な事業、これは積極的に行

っていくという考え方であります。 

現時点で災害復旧関連、その事業を遂行することによって、現在の財政計画が大きく狂う

ということはないものだと今思っておりますが、算定基準となりますまた様々な情報を再確

認して、今年度中にはきちんと財政計画はもう一度見直しをしてまいりたいと。見直した結
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果がどうなるかということはまだわかりませんけれども、大きな変化があるものとは思って

おりませんので、ご理解をいただきたいと思っております。大項目でありましたので、以上

で答弁にさせていただきます。 

○桑原圭美君  南魚沼市行政改革大綱について 

通告に従いまして質問を順次行いたいと思います。まず、事務事業の改善と推進という分

野で昨日質問があり、明確な回答を得ていますのでこの部分は省略いたします。新規事業の

提案、見直しについてですが、費用対効果の検証は当然行っていくと思います。有能な市民

が市内にはたくさんおりますので、新しい事業に対しまして知恵を出してもらい、活用する

ということは大変重要であると私は思っております。広く市民参画を積極的に推進していく

という体制についてどうお考えでしょうか。 

○市   長  南魚沼市行政改革大綱について 

これにつきましては現在もパブリックコメント、あるいは市民アンケート、審議会等の公

募制もとっておりますし、それから市政懇談会、市政モニター制度、大型事業等の検討委員

会、こういう中で多様な市民参画システムを一応活用しながら、市民の意見を市政に反映す

るという姿勢はきちんととっていっているつもりでありますが、ややもいたしますと、例え

ば審議会等についてはやはり公募制をとっても、ある程度限られたといいますか、そういう

皆さん方からの応募しかないとか。 

あるいは公募制でない場合はご承知のようにそういう組織の団体だとか、団体の長とか、

あるいは団体から出していただきたいということをお願い申し上げますので、一般的にいわ

れております市民の方、市民の方という部分が市政の中にどんどん、どんどんと参画してご

意見をいただけるような部分というのは、この審議会だとかという部分にはやはり足らない

と思うのです。それを求めてもなかなか市民の皆さん、一般の皆さん方はそこに参画してい

ただけないと。ですから、市政懇談会あるいはパブリックコメント。で今、あれは何と言っ

たか市長への手紙ではなくて・・・市政ポスト。批判がいっぱいですけども。市政ポストは

批判する内容がいっぱいですけれども、そういうことを生かしながら気楽にご意見をいただ

く、あるいはご批判もいただく、たまには褒めてもいただくというようなことをやっていき

たいと思っております。 

定義づけられた審議会、委員会、こういうことについても公募という部分を大分取り入れ

てやっているのですけれども、申し上げましたように非常に限られた方になっているという

部分がちょっと見受けられますが、これはこれで致し方ない部分もございます。そうでない

部分をもっともっと市民の皆さん方からご利用、ご活用いただくように、またこれも周知に

努めていかなければならないと思っているところであります。 

○桑原圭美君  南魚沼市行政改革大綱について 

いい市民の方はたくさんおられますので、こういう方々の意見を積極的に取り入れていけ

ればと思っております。 

 次に組織改革・人材育成の推進という部分に入らせていただきますが、職員の育成は非常
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に大きな課題であると思っております。新たな市民ニーズや職員削減にも対応できる効率的

な組織機構改革とは、具体的にどのようなものを目指しているのかお聞きしたいと思います。 

また、今回の水害に対し、特に建設課、農林課の職員の対応は非常によかったと私は思っ

ております。こういう仕事ぶりをみていますと、専門職の育成が不可欠だと感じたわけなの

ですけれども、この項目で目指している人材の育成というのは、総合職的な職員の育成と専

門的な業務を担当する職員と分けていくのか、こういった部分をお聞きしたいと思います。 

○市   長  南魚沼市行政改革大綱について 

社会的ニーズが多様化する中で、当然でありますけれども市民の皆さん方の行政に対する

ニーズも本当に多様化もしておりますし、また高度なものも相当あるわけでありまして、そ

れに対応する職員としてはやはり幅広い知識と、あるいは専門性の知識と両方が求められる

わけであります。ただ、技術的な専門分野になりますと、これは簡単に求められても、ちょ

っと講習を受けただけですぐ対応できるということにはなりませんので、一昨年で今年度２

年目でしょうか、専門職としての採用部門を設けまして、昨年は土木技術職を採用いたしま

したし、今年度も土木技術と建築技術の専門職、あるいは保健師さんなんかも当然専門職で

あります。そういう分野での採用を進めていっているところであります。 

市では目指すべき職員像ということにつきまして、まずは市民とともに取り組む職員、専

門性の高い職員、常に挑戦する職員、幅広い視野を持った職員、こういうことをきちんと定

義づけまして職員の育成を進め、市民サービスの向上に努めているところであります。ここ

で言いますと専門性が高くて、幅広い視野を持ったという、非常に難しいことであります。

ですのでここはさっき触れましたように、特定の部分はやはり専門。ただ専門職だから幅広

い知識がなくていいとか、人間性がおかしくていいということにはなりませんので、やはり

一定の基準を満たした筆記試験の点はそれは当然でありますけれども、その中で面接等を重

視しながら、民間の方からも面接官として入っていただいて、適性を確認しながら採用に努

めているというところでありますので、とにかく質の高い職員を目指そうということで職員

にも常に申し上げているところであります。 

○桑原圭美君  南魚沼市行政改革大綱について 

次ですけれども、先ほどの質問にもございましたがＯＢ職員。再雇用、任期付職員制度と

いう話が出ているようですけれども、退職した職員が人材育成、後輩の指導に当たるという

のはある部分僕は有効なのではないかと思うのですけれども、この制度がどういったものに

なっていくのかお聞きします。 

○市   長  南魚沼市行政改革大綱について 

先ほどちょっと触れましたように、この多様化、複雑化ということが今の国民、市民ニー

ズであります。それに対応するということになりますと、基本的には広範な、幅広い視野と

知識を持ったということがまず求められる。そしてそこを今度は突き詰めていきますと、や

はり専門性という部分も出てくるわけであります。 

ただ、そういうことをきちんと職員から目指していただきますが、先ほど触れたように、
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技術的な部門とかそういう部門については、それはそれでその専門職ということはきちんと

定義づけていかなければならないと思っておりますけれども、その職員がずっと採用後、全

く異動なしに建築関係であれば都市計画にずっといるのか。土木であれば建設課、あるいは

建設部にずっと属するのか。農業土木であればずっと農林課に属するのかということではな

い。 

そういう専門的な知識、経験、これらはやはり他の職員にもきちんとある程度伝授をいた

だいたりしながら、ある程度一定年齢になりますと職員の養成ということも、自分の部下の

ですね、そういうことも兼ねてもらわなければなりませんし。例えば一級建築士を持ってい

る、測量士を持っている職員が将来的には総務部長とか、そういうことに就くこともそれは

可能性としてはゼロではありません。テクノクラートという言葉がありますけれども、技術

系の事務屋、事務屋といういい方は悪いですけれど総合職、これがやはり一番いいわけなの

です。技術もわかって総合的な部分もわかる。こういう人材が必要だと思っておりますし、

かと言いまして法律関係やそういうことには全く疎いのだと、これではまた困るわけです。

難しい局面ではありますけれども、専門職だからその場にずっと定年退職までそこに置かな

ければならないということは考えておりませんで、ある程度柔軟に異動も含めながら考えて

いく。総合的な職員に育てていきたいというふうに感じております。 

○桑原圭美君  南魚沼市行政改革大綱について 

技術系もできて事務もできるという人材というのは本当に必要だなと思っております。 

 次の民間活用の推進で、民営化、民営委託する部門ですけれども、これは昨日の質問の中

で明確にご答弁いただいてありますので省略したいと思います。  

 次に財政の方に移ります。人口減少に伴う財政規模の縮小というのは全国の自治体が抱え

ている問題だと思っております。これに対する特効薬というのは正直ないと思っております

ので、確実に策定した改革案を実行していくことが必要なのだろうと思っております。 

 歳入確保の強化という部分で、収納率の向上というのが必要であると思います。私が今ま

で仕事をした中の経験上なのですけれども、納税状況というのが個人情報の保護がありまし

て、非常に取扱いが難しくなってきていると思います。こういった中で単に徴収体制を強化

しても、一概に徴収率が上がるというわけではなくなった時代だと私は認識しているのです

けれども、税負担の公平というのは守らなければならない部分でもあります。収納率の向上

に対して今時点で具体的な対策があるのかお聞きします。 

○市   長  南魚沼市行政改革大綱について 

先ほどの答弁の中で少し漏れました再任用制度、これについては今のところ市としては特

に考えてはおりません。そういう必要性が生じるかもわかりませんけれども、今のところは

余り生じておりませんので特にこれについては。ただ、これはご本人がこのことを希望して、

されればこれを拒否するわけには確かいかないと思いますので、今のところそういうことは

ございませんけれども、市としてこれを積極的に推進をしていこうという考え方は今のとこ

ろございませんので、その点は答弁漏れでありましたのでよろしくお願いいたします。 
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 歳入確保の強化の件であります。議員おっしゃったように、ただ単に一生懸命回るだけで

収納率が上がるということであれば、これは本当にありがたいのですけれどもそういうこと

ではない。技術的な部分もありましょうし、経験的な部分もあるのでしょうけれども、今こ

の税の収納確保対策としまして、ご承知のように２１年４月からコンビニ収納に取り組ませ

ていただきました。この当時、全税目を対象とした市町村は県下でも私たちの市と他の１町

のみでありましたが、これによって全国どこからでも２４時間納税ができるという環境にな

ったわけであります。これは大分効果を上げております。 

口座振替による納税の定着のために今年３月の市報におきまして、全世帯に申込書と返信

用の封書付きで、振替納税を推奨したところであります。また、やはり優良といいますか一

般的な本当にまじめな納税者の方との公平性を保つために、国税徴収法に基づきまして預貯

金の差押え、あるいは不動産差押え等の滞納処分の強化を図っております。例えば今年８月

に高額滞納者の自宅を捜索させていただいて、動産１５点を差し押さえ、これからインター

ネット購買に出品したいと思っておりますし、換価されたものについては当然税金として収

納する予定であります。そういうふうに言い方は悪いですけれど、硬軟織り交ぜながら一生

懸命頑張っているところであります。 

それから今、市内に３名の収納嘱託員とご承知のように塩沢時代からの方でありますけれ

ども、関東圏の滞納者を対象にした東京事務所のさらなる活用を図っていかなくてはならな

いと思っておりますし、困難事案を対象に滞納整理を進めるために県と市町村が一体となっ

て徴収機構これを今活用させていただいておりますが、またこの充実にも努めてまいりたい

と思います。 

ただ、こうやったから絶対徴収収納ができるという特効薬もございませんので、やはりど

うしても地道にきちんきちんと積み重ねながらお願いをして、税金を納めていただくと。ど

うしても納められないという事情のある方については、むいても剥いでも取っていくという

ことはしないということを申し上げておりますが、さっき例として申し上げましたように、

やはりある意味、悪質と思われるものもございますので、それらについては毅然とした対応

をとらしていただくということで対応してまいりたいと思っております。 

○桑原圭美君  南魚沼市行政改革大綱について 

税の収納に対してはまた皆さんのご努力に期待をしたいと思っております。 

 次に受益者負担の適正化という部分でございます。国保に対する法定繰出は今年度計画ど

おり実行されております。全ての市民が加入しているわけではございませんが、国保会計の

措置として、市民負担の軽減という観点から私は評価したいと思っております。 

 次に都市計画税の見直しが議論されているわけですけれども、時代背景的に役割を終えた

部分が認められると、市長も過去にそう答弁しておられたのではないかと思っております。

しかし、我々の立場からしますと、税収の確保を考えるのは当然の責務であります。受益者

負担の適正化というテーマは、市民の利益と合致いたしますし、税負担が軽減するというこ

とは全てを私は否定するわけではございません。ただし、過去に整備したものに対しての保
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守費用等がかかるわけですので、いきなり廃止ということではなくて、緩やかな見直し案の

検討をすべきと私は考えておりますが、今後の都市計画税に関しての考えをお聞きします。 

○市   長  南魚沼市行政改革大綱について 

この都市計画税につきましては、数年前から牧野議員が主体となっていろいろお話をいた

だいたところでありまして、都市計画税そのものの意義が近年薄れてきているということは、

十分認識しているところであります。当時の都市計画税というのはもう一々申し上げません

けれども、それだけの必然性があってそして設けて、それだけの受益をその都市計画税を納

めている地域の皆さん方が他の地域とは別に、この受益を享受していたわけでありますから、

それはそれで結構なのです。けれども、近年そういう状況が全くなくなっているわけであり

ます。 

今までの建設的な部分の記載の償還とか、あるいは維持管理の費用、これは当然あります

が、下水一つをとってみましても、もう維持管理の費用というのは用途地域ばかりではなく

なりまして、ほかの地域の方がいっぱいぐらいになっているわけであります。建設の償還に

ついては、これは当然まだ全部終わってはおりません。まだ残っておりますが、ではそれで、

そのことだけでこれからも永久的に都市計画税を課税をしていけるかというと、やはりそう

いう状況ではないという認識をしております。 

ただ、牧野議員のときにも申し上げておりました１億４,０００万円前後の税収であります

ので、非常に貴重な財源であります。この代替財源が全く見通しも立たないということの中

で、一気にこれをゼロにするということは考えづらいので、代替財源を検討させていただい

た中で将来的にはなるべく早い時点で都市計画税を廃止していきたいということを申し上げ

てまいりました。 

代替財源もいろいろ検討をしましたが、第１の案の固定資産税で、広く薄く市民全体の皆

さんから負担していただこうと思いましたが、償却資産関連に非常に大きな影響が出て、特

定の企業の方に大変な負担をお願いしなければならないという部分が見えましたので、とて

もこれではだめだと。さらば、どういう財源をもってこれに充てるかということは、今まだ

結論はでておりませんが、いずれにしても理由がなくなった部分をずっとそのまま続けてい

るということがいいことではございませんので、来年度には何らかの形でこの都市計画税の

見直しはさせていただきたいと思っております。大幅に、あるいはゼロに、あるいは小幅に

いろいろ選択肢がございますけれども、何らかの形で今までのご議論にはちょっとお答えし

ていきたいという思いでありますのでよろしくお願いいたします。 

○桑原圭美君  南魚沼市行政改革大綱について 

よくわかりました。では次の質問へ入りますが、リーマンショックという海外に端を発し

た経済状況の悪化があったのにも関わらず、我が市は本当によく頑張っているというのが私

の偽らざる気持ちであり、機会があるごとに市民の皆様にはそのように伝えております。し

かし自然災害という予期せぬ事態が起こり、当然に財政計画の変更が検討されることだと思

います。この項目では災害復旧を考慮した中での今後の財政計画の見直しについて質問を展
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開してまいります。 

 まず、財政調整基金でございます。順調に積み立ててきていたと、予定どおりだと思いま

すが、平成２５年までの３年間での取崩し予定額を、この災害で８億円、８.３億円ぐらいで

すか、取り崩すことになってしまったわけです。今現在の状況で、考えられる範囲で結構で

すので、財政調整基金の今後の推移についてどのように考えているかお伺いしたいと思いま

す。 

○市   長  南魚沼市行政改革大綱について 

財調につきましては、一応平成２１年度に立てた財政計画によりますと、残高見込みが２

５億円であったのが平成２２年度決算では２８億円になっております。それが今回の水害で、

当面今のところ８億円ちょっと取り崩すということでありますが、どなたかのご質問にも申

し上げたとおり、これは今、激甚災害指定は受けました。その補助残についての起債、災害

復旧債に対する交付税算定の率、算入の率といいますか額。それから、この災害で受けた被

害に対しての特別交付税での措置がどの程度になるか。これは今のところ考えないで８億数

千万円を入れたわけであります。これからそれがどうなるかというのはちょっとわかりませ

ん。ただ、この８億円で今済まむか否かというこれもわからないのです。 

と申しますのは、これから災害査定での査定額、あるいは復旧方法、そしてまだわかりま

せんけれども、他に援助装置のない部分についての手当がどうなるのか。あるいはこれはま

だ決定をしたということではありませんけれども、図書館建設に対するララへの補償の部分

で、いわゆる合併特例債対象にならない部分も生じる可能性が非常にあるわけでありまして、

その辺も含めますと、この財調の基金額。今８億円を取り崩して後はもうほとんど大丈夫だ

ということではありません。 

しかし、財調は順調に積み立ててきましたし、減債基金にも去年だかおととし４億数千万

円積み立ててあるところでありますので、全体として、どんぶり勘定的にいいますと全体と

して今回の被災を受けて、その復旧事業の中で充てる、いわゆる市の単独の持ち出し、ある

いは財調の取崩しが今後の財政計画に、財政運営に大きな影響を及ぼすかといわれるとそう

ではないと。そうではありませんので、昨日の一番最初にご質問いただいた佐藤議員にも申

し上げたとおり、今予定している事業が見直し的なことはきちんとやります。いらないとこ

ろはやりませんけれども、これを変更しなくてはならないとか、あるいは先送りしなければ

ならないとか、そういう状況ではないというふうに今認識しているところであります。 

財政調整基金は今後どのように推移するか。これはまだ推移するかどうかということはわ

かりませんが、いくらが適当なのだという議論は前からありました。適当な、何パーセント

あればいいということではありませんけれども、特例債期間が終わった後の２４億円という

合併振興基金も含めますと、それは多いに越したことはありません。多いに越したことはあ

りませんが、今回のような有事的な部分があったときに、これだけ大きな災害というのはこ

れから発生するか否かは別にして、８億円前後の取崩しで何とか対応できるということだと

思いますので、やはり最低でも１０億円前後は財調は常に保有をしていないと、一朝有事の
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際に若干の不便を来す部分があるのかという気はしております。 

ただ、これも一時的に１０億円を下回ったり、あるいは２０億円になったりということは

ありますけれども、全体として平均的に多いに越したことはありませんが、その程度のこと

は常に用意をしておかなければならないという思いは、私が今、財政と協議をしたわけでは

ありませんが持っているところであります。 

○桑原圭美君  南魚沼市行政改革大綱について 

はい、財調の部分は本当に計画どおり積み立ててきたおかげで、こういった措置がとれる

のだなあと、本当によかったと思います。まだ国の方の働きかけは、現在の政権が続く限り

は私がお役に立てる部分があれば、一生懸命取り組んでまいりたいと思います。 

 次に歳入についてです。市税の落ち込みは予想以上になると見込んでよいと思います。合

併優遇措置終了後を視野に入れますと、普通交付税の減少の影響が出てくるかと思っており

ます。この後、林議員の方から観光収入を増やすという提言があるわけですけれども、合併

優遇措置終了後の歳入減に対して、どのようにお考えになっているかお聞きしたいと思いま

す。 

○市   長  南魚沼市行政改革大綱について 

合併優遇措置が終了した後の交付税の減少というのは、議員もご承知のとおり当然ですけ

れども、財政計画の中にこれは織り込んであるわけです。ただ、税収が平成１７年頃の税収

部分を一応基本にして、毎年若干ずつ下がるという確か推計でやっていたと思うのですけれ

ども、この下がり方がやはり想定よりちょっとリーマンショック以降はちょっと多かったの

だなとは思っております。 

ですので、税収の落ち込みがどう影響するかということが、特に合併の優遇措置終了後は

一番大きな課題だと思っておりますけれども、ではそれを理屈上は税収の落ち込みは交付税

で補填するということにはなっております。基準財政収入額が減るわけですから、需要額が

同じとすればその分交付税で負担するということになりますから。理屈上はそれで何とか数

字としてはつじつまが合うわけでありますけれども、基本的な市の体力でありますから税収

を増やす方法として何があるか。その中で今回ひとつ大きかったことは、日本電産コパルさ

んがあそこに進出をしていただいたということ。これは非常に大きな成果だと思っておりま

すし、前にも触れましたように水の事業の中で非常に朗報も今入ってきておりますので、や

はり立地していただける企業を誘致をする。あるいは市内での起こす業の方ですね、これを

推奨する。そして大勢の人がこの地で働いていただくということが基本的な部分であります

ので、そういうことに誠心誠意取り組んで、その成果を上げていく、これが一番の近道だと

思っておりますので、そういうことに全力をあげていきたいと。そしてみんなで知恵を出し

合っていきたいという思いであります。 

○桑原圭美君  南魚沼市行政改革大綱について 

はい、税収の落ち込みに対してもまた新たな試みとか有望な事業が出てきておりますので、

またこの部分に期待していきたいと思っております。 
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 次に投資的事業の方に入ります。平成２８年以降の投資的事業はそれまでの約半分２０億

円程度となっております。私もこの場で何度も申し上げておりますが、この予算の範囲では

建設業に従事する方々の割合が非常に多い。当地において雇用と税収に与える影響は甚大で

はないかと思っております。 

昨日は土木関連の技術者の育成というお話があったわけですけれども、仕事のない地域に

技術者が育つわけがありません。このたびの災害が激甚に指定されたわけでありますが、市

民の生命と財産を守るためにも平成２８年以降も積極財政という姿勢をとるべきと私は考え

ております。 

この財政計画のポイントは、基金残高と起債残高にあるわけですけれども、市債の残高は

平成２８年以降の投資事業の減少と地方債、市債の元金部分の償還が大きくなってくるとい

うことから、計画どおりに推移すれば財政の健全化計画は目標達成ということになるのだと

思います。ここへきて災害復旧という新たな問題が生じたわけですが、私は投資事業が増え

て実質公債費比率が高くなったとしても、市民の生活に悪い影響はないと考えております。

逆に影響があるとすれば、公共事業をやめたときであると思っています。 

したがって、実質公債費比率は財政の規模を表すものではなく、実際の市民の豊かさを測

る指針ではないと思っております。実質公債費比率という画一的な数値の改善にこだわり、

南魚沼市特有の産業構造をゆがめるような財政改革は慎むべきであると思っておりますが、

今回の災害を教訓とし必要な公共事業は平成２８年度以降もやるという姿勢が必要ではない

かと思いますがいかがでしょうか。 

○市   長  南魚沼市行政改革大綱について 

正にそのとおりでありまして、平成２８年度以降も一応２０億円という投資部分を数字と

して想定してございますけれども、これが必要な部分が２０億円を超えるとかということが

例えばあるとすれば、それはやらなければなりません。ただ、必要と思われる部分を、いつ

も申し上げておりますけれども、合併特例債の効く期間にほとんどやっておきたいと、そう

いうことです。ですので、平成２８年度以降は例えば半減したとしても、その業界の部分は

別です、業界の部分はまた新たな職業転換ということがありますからこれは別にして、市民

の皆さん方にいわゆる公共的なインフラの中で大きな不便を抱かせたり、あるいは不安を抱

かせたり、そういうことのないように新市建設計画では相当のものを拾い上げてやってきて

いるわけであります。ですからそれを極力特例債適用期間中に実施をさせていただこうとい

うことであります。 

ですから、２８年度以降は金額的な部分は半減というふうに明記してありますので、そう

いうことになる可能性は高いですけれども、では、ではそれにこだわる余り、市民の皆さん

方の社会的インフラが全く不足であったということは絶対ないようにしなければなりません。 

それから業種関係でいいますと、昨日塩谷議員のところで申し上げたと思うのですけれど

も、土木関連の公共事業というのは減ることは間違いないです。減ることは間違いありませ

ん。ですから、それを補う部分で何が市としてできるか。これはやはり産業をそこで起こす
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ということです。 

今、林業が業として成るようにということをちょっと考えようということでやっているわ

けでありますので、土木技術を生かした林道といいますか、その木材搬出用の作業道だとか

そういうことの建設。こういうことも視野に入れたり、あるいは当然ですけれども林業とい

う中に土木建設業の皆さんが足を踏み入れていただいていいわけでありますので、新たな産

業としてそういうことが構築できるかどうか。、こういうことをなるべく早く方向付けをして

いかなければならないと思っておりますので、またお知恵がございましたらいろいろご指摘

をいただきたいと思っております。以上であります。 

○桑原圭美君  南魚沼市行政改革大綱について 

はい、今明確な方向性を示していただきましたので、ここも大いに期待をしていきたいと

思います。市債の元金部分の償還がこれから大きくなってくるわけですけれども、地方債の

償還は元利均等方式で行っているのが通常であります。起債額の大きさ、また償還期間の長

さを考慮しますと元利均等方式ではなく元金均等方式の方が、若干償還が早いという私の経

験上ありますので、これも少し検討してみていただきたいと思います。 

 次に質問を移ります。実質公債費比率が表しているものは基本的に公債費負担、返済の重

さであります。地方公共団体の負債の償還能力を含めて、ストックの要素を体現しているわ

けですけれども、これが完全なものではないという研究が今進んでおります。２００４年か

ら２００５年の間に７０５、２００５年から２００６年の間に５７５の町村が合併で消滅を

していると。 

実質公債費比率が財政状況を表すに完全ではないとする根拠の一つに、合併特例債、国庫

支出金、地方交付税などの面で歳入の構造が、従来、合併前と大きく異なっている可能性が

大きいと指摘する研究もあります。また、例外を除き、人口が少ない自治体ほど実質公債費

比率が高い傾向が見られるようであります。小規模団体ほど公営企業の財源基盤が弱く、普

通会計による負担が大きくなるわけですけれども、これは普通会計が負担した公営企業会計

等に対する準元利金償還金を参入した効果が出てしまうわけですけれども、小規模同士の合

併というのが必然的に実質公債費比率を悪化させるというメカニズムになっているようであ

ります。 

では、実質公債費比率の他に何を指針として財政を考えたらいいのかということになりま

すと、財政を測るに最も適しているのは経常収支比率であると思っております。この経常収

支比率が極めて低い団体が原子力発電所を持っている御前崎市と女川町、トヨタ自動車があ

る豊田市、各国の大使館がある港区などでありますが、経常収支比率は施設の建設、あと災

害復旧事業には数字は影響しないわけです。確実に人件費を削減していけば財政の健全化は

計画どおりに進んでいくわけであります。 

ここで最後の質問になるわけですけれども、こういった視点で市民には実質公債費比率ば

かり言うのではなくて、経常収支比率に注目していただきたいと思うわけですけれども、人

件費、あと投資事業をやらないと、減らしていくということになると確実に財政は改善して
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いくわけですけれども、これは通常やるべき行為ではないと思います。 

職員の給料を減らせということは私は一切言うつもりはなく、今の政権になって公務員給

与は１０パーセントまではいきませんが、８パーセント近く削減をしているわけです。いい

将来像を示して、若い市の職員を育成することが、行政改革であると私は思っております。

年齢構成が極端なものにならない限り、退職補充などの人件費抑制を確実に進めていけば、

安定した経常収支比率を維持し、投資的事業や市民サービスはちゅうちょなく実行できると、

そのように考えますが市長の見識を伺って終わりにしたいと思います。 

○市   長  南魚沼市行政改革大綱について 

お答え申し上げますが、この実質公債費比率について、私もずっと申し上げてきたわけで

すが、我が市が実質公債費比率が高いというのはもう原因がはっきりわかっておりまして、

下水道、水道事業このことであります。初日かに申し上げましたけれども、普通会計だけで

すと１２.３であります。そこに今下水道をどんどん、どんどんやっておりますから、これが

５パーセント、水道は非常に改善が進みましたがなおまだ２.６パーセントですから。例えば

この部分をそっくり解消しようと思えば、下水道の事業を一切しないで止めて、水道料金を

どんと上げて、そしてやればこの部分はほぼ解消する。そうすれば一挙に１２パーセントか

１３パーセント。それでいいかというとそういうことではないのですね。 

議員のおっしゃるとおりで、そういう理由があってそれぞれ高い部分があると。これは年

月はかけますけれども平成２７年にはきちんと標準の１８パーセント以下に下げていけると

いう見通しがたっておりますので、このことについてはそう私も心配しているところではご

ざいません。ですからこのことで財政そのものがいつもああだとか、こうだとかという議論

は、議員がおっしゃるように避けるべきだと思っております。 

その中でその経常収支比率と出ました、これも財政論を語る上でいつも言われるわけであ

りますが、これも私どもが余り率が群を抜いて良くならないという理由は、いつも申し上げ

ておりますように人件費あるいは除雪費ということであります。除雪は他の市町村も雪の降

るところはあるわけでありますけれども、人件費はいつも申し上げておりますが、公立保育

園の多さというのはこれはもうだんとつであります、だんとつです。これはそれが悪いとい

うことではなくて、消防長は余り悪い顔をしないですね。広域部分を引きこんで消防は全部

市の職員になったわけですから、本来は湯沢との共同部分があるわけです。そういうことも

含めますと、経常収支比率がやや思いのほか良くならないというのはそういうことです。 

でも、毎年改善をさせていただいて、２１年度が９３.７だったのが、２２年度は８８.６と

いうふうになってきております。これは改善されたということですので、急激に、一挙に経

常費をどんと落とすということはできませんから、議員がおっしゃったように職員の不補充

も含めて適正な職員数の確保に努めながら、この率を徐々に徐々に改善方向にもっていける

と思っております。そういうことも含めたり、財政力指数も含めたりトータル的な部分でご

議論いただければ大変ありがたいものだと思っております。以上であります。 

○議   長  休憩とします。休憩後の開会は３時１０分といたします。 
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（午後２時５１分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時１０分） 

○議   長  質問順位１２番、議席番号２番・林 茂男君。 

○林 茂男君  観光の復興策について 

歩む会の林 茂男でございます。発言を許されましたので通告にのっとり質問をさせてい

ただきます。思い返しますと前回６月議会に私はこの場所で土砂災害をテーマに、テーマの

内容は若干いろいろなことがあったのですけれども、ハザードマップのことや特別警戒区域

のことなどを話していた記憶があります。まさしくこの７月にそういう状態が生まれてしま

い非常に残念に思っておりますが、一日も早い復旧、復興を願っているところであります。 

さらに遡ると３月には豪雪対策、空き家問題等の問題に触れ、その冒頭に今年初めにあり

ましたニュージーランド、私どもの姉妹都市の隣町でありましたクライストチャーチ市の甚

大な地震災害のお見舞いを申し上げていたところ、その一般質問の直後に３月１１日のあの

大震災があったということで、思えば３月、６月、９月と災害がらみの話に終始したという

ような気がしております。 

１年間、まだその途中なのですが、３回もの災害に見舞われるという異常さでありますが、

今回テーマに掲げました観光の復興ということで、「復興」という文字を入れておりますが、

まさしく今、特にスキー観光産業については、私は災害を超えたものというようなところが

ありまして、復興という観点からこれに立ち向かわない限り、光明を見いだせないものであ

るという観点から今回この質問を行いたいと思います。 

 １番目に掲げました民間の観光施設は、災害復旧適用の対象外となる。観光を基幹産業と

位置づける当市として、税の減免等も含め、市独自の救済策や新しい制度を考えられないか。

また、国に対し、制度の不備改善を求めるべきと考えるがいかがということを掲げました。

もう先ほど午前中に７番議員の中沢議員の方から話がありまして、市長からは本当に明解な

回答をいただいておりますので、重複する部分はなるべく避けたいと思いますが、少しだけ

違う角度から話をさせていただきたいと思います。 

私は今回この震災に当たり、いろいろな人から相談を受けたり、自分でもつぶさにその状

況をみる中で、大変国の制度がこの観光業というものに対して、それを救済するという意味

から補完されていないということを実感として思いました。まさしくこれまでこの議場、ま

た８月の議員全員協議会、そういったところでも話があった観光業がなかなか救済策がない

と。市長も苦慮する思いを語られておりましたけれども、そのことが国の制度にそれが補完

されていないということの一言に尽きるものというふうに思っております。 

ここ数日間、インターネット等で発表されているわけですけれど、東日本大震災の被災各

県の国への要望書をいろいろ見る作業をしました。各省庁への具体的な非常に多岐にわたる

多くの要望事項がそれぞれの県から述べられているわけですけれども、その中でその量、そ

れから質、共に観光面の復興要望のウエイトは非常に一文、二文という感じで他に比べると
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非常に少なく、著しくそれも具体性を欠くものでありました。 

私はまだ観光というのは国の中におけるウエイトとしてその程度なのだなということ、業

としてそれをまだまだ見ていないのかなということを率直に思いましたし、落胆するところ

も感じました。先ほどの午前中の話の中で観光庁の話を議員も市長もされておりました。触

れておりましたけれど、３年前に鳴り物入りででてきた庁でありますけれども、確かに観光

庁の話の中には震災がらみの話等が載っておりましたが、様々な災害対応の文字というのは

そのページの中からはほぼ読み取ることができなくて、一体何をしているのかというのが率

直に思ったところでありました。 

しかし、我が国における観光地というのはその多くが山間地や海辺の端にあるといっても

過言ではないと思います。非常に災害を受けやすい場所に立地としてある。風光明媚なとこ

ろと災害を受けやすいというところは表裏一体のものであるというふうに思います。今後も

必ず起こり得る、また起こる場所だという視点に立たなければあらゆる施策が、それに基づ

かなければならないというふうに感じているところであります。多くは経済的には脆弱な地

域に位置しておりますし、しかしながらその地域において非常に産業の、経済の一翼を担っ

ているというところになっております。農林水産省等のように確固とした保護策はほぼ見受

けられないというのが実態ではないでしょうか。光が当たっていないというのが事実だと思

います。 

国の対応を待てないならば、では我々はどうするか。市として独自の方策がないかという

ことを前の議員も触れられておりました。例えば農地か観光の施設等である場合に、その救

済の割合としてゼロか１００かという岐路に立たされてしまいます。観光立市を標榜する当

市として、国において観光業を、観光をなりわい業として位置づける方策を喚起して、この

施策に対する不備是正について我々議員の今後の政治活動ももちろんでありますが、市とし

ても行政からも声高にそれを訴えていっていただきたいと思いますが、市長の所感を伺いた

いと思います。 

 二つ目、地域の崩壊をまねきかねないスキー場の閉鎖をこれ以上生んではならないという

視点でお話をします。二つのスキー場の閉鎖があります。この冬は当地の冬の風物詩といっ

てもいいナイターの照明が非常に少なくなることが発表されております。私どもの石打も平

日はほとんどリフト２本しかナイターはしないということが決定になりました。今、当市の

観光にとって私は火急の問題として、非常に差し迫った問題としまして疲弊している既存団

体、市の観光協会等はあります。しかし、一番現場を下支えしている地元観光協会等の再興

ということを本当にテーマに掲げないと、私はこの産業は底から崩れてしまうというふうに

自分もやっている経験上思っておりますし、それが急加速的になっているというふうに思っ

ております。 

既存の市の今ある観光補助金制度の次元等ではなくて、それはそれでいいのですが、この

本当に本支えをしなければならない部分の団体に対する、非常に元気づける大型の支援が必

要だと思っておりますが、市の今後の方針にそれは生かされないか市長にお伺いをしたいと
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思います。風評被害の枠ではなくて、再興の、再建、再興の視点に立った複数年度の支援策

が必要だと思っておりますし、補助額の引き上げ、負担割合の大幅な引き上げ、これらにか

かっているかというふうに思っておりますが、また、その前提としてそれら現場の本当の声

を私は市長自らぜひその人たちを呼び、本当の気持ち、また本当の策を、熱のこもった中で

語り合っていただいて方策を見つけていただきたいというふうに思っております。 

 三つ目に移ります。大小の各種イベントや競技会の主催・運営形態が様変わりしておりま

す。利用団体、要するにイベントや競技大会等を行おうとする、利用する団体や、例えばメ

ーカー、企業からの提案型のそういうものが多くなってきています。誘致の呼び水として相

手側に対する新規の補助制度を整備するべきであると私は常々考えておりますがいかがでし

ょうか。 

議員になりたての頃、八海山で行われました全国マスターズ大会の補助のことで質問をし

たことがあります。そのときにももっておりますが、その後でもいろいろな検討を加えてく

ださっていると思いますけれども、今のところは結果が出ておりません。この点につきまし

てどうお考えになっておられるか現状をお聞かせいただきたいと思います。 

 四つ目です。ここからはちょっと簡単なテーマといいますか、ソフトな感じになるのです

けれども、ヨーロッパチロルに学び、花々のあふれるまちづくりをやったらどうかというふ

うに思っております。当該地域にはきれいな村コンテストや個人宅や施設などの美化を競い

合う、そういうコンクールが行われております。南魚沼市においても市民参加の中でこれら

のことをやっていく、観光は観光に従事するものだけがその産業を支えているのではなくて、

訪れる方々に至ってはそのまち全てを見て、その空気を読み、嗅ぎ、その観光地の評価を決

めていくということでありますので、私は市民の心の豊かさを創造するという意味からも、

こういったことを提案したいと思っておりますがいかがでしょうか。 

また、南魚沼風景１００選のようなものの取り決めを行い、それを観光媒体等にどんどん

露出させていくというようなやり方、市民もそれから対外的な訪れる皆さんからの参加も含

めてやっていったら非常に楽しいことになりそうだという気がしておりますがいかがでしょ

うか。 

 五つ目になりますが、統一感のある観光看板の整備に設置更新を促す制度を欲しいという

ことであります。天地人でいろいろな事業化をされて看板整備をやったことは知っておりま

すが、いまだに市内にはいろいろな、老朽化やまたこれが果たしてふさわしいだろうかとい

うような看板が設置されております。この辺のところで、どうしても今それぞれの団体、設

置団体等は弱体化しているという中で、できればその設置の更新等、また本当は統一感のあ

るものが求められると思っているのですけど、そういったことを促すような制度を新たに新

設できないかというふうに考えております。 

また、この前８月の終わりに高知県を訪れる機会がありました。そのところで例の、この

辺ではアフター天地人、高地ではアフター龍馬伝ということになるわけですけれども、本当

に全県挙げての観光の街づくりが進められていることをつぶさに拝見しました。その中で我



 - 58 -

が市において違うなと思ったところは、これは県が旗振りをやっていると思うのですけれど

も、国道等の交通標識の中に、本当に小さな観光の名所をどんどん拾ってそれが表記をされ

ていると、例えば岩崎弥太郎生家、このようなものまで道路標識の中にどんどん入り込んで

いる。非常に観光をしに来た側にとってはものすごくわかりやすくて、その意気込みすらも

感じてしまうというようなところがありました。この辺のところ、なかなか新潟といいます

か我々の地域にはほぼないというふうに思っていますが、この辺のところで国交省なりとの

関係を強化する中で、新たな取り組みというのも十分考えられるのではないかと思いまして、

提案をさせていただきたいと思います。 

 六つ目になります。素朴な思いであります。野球場のことはいろいろな取りざたがあるこ

とは十分わかっておりますが、陸上競技場と総合的な体育館の設置の要求、要望は私は非常

に大きいというふうに思っております。先ほどの財政の話を聞いている中で、このようなこ

とを今この場所から言えるかどうかはちょっと疑問もありますけれども、私は検討にすら入

らない、例えばタブーだという形の中の空気を打ち破って、やはり将来に対する見通しを立

てるべきだというふうに思っております。この点につきまして市長のお考えをお聞きしたい

と思います。 

 以上６項目、非常に長くなりましたが壇上からの質問を終わらせていただきます。 

○市   長  観光の復興策について 

林議員の質問にお答え申し上げます。１点目の観光の復興策について順次お答えいたしま

すが、国に対しての要望であります。これは正にちょっと理不尽でありまして、実は私が全

国簡易水道協議会の会長に就任をしたおととし、先おととしにちょっと厚労省の方に提案を

したのですけれども、水道事業あるいは病院事業は公営でありますけれども企業会計の部分

については、激甚災害指定の項目が入っていないのです。国交省あるいは農水省の部分につ

いては非常に手厚く激甚災害指定についての規定がございますけれども、この部分がないと

いうことで今、組織を挙げてそのことについて国に要望しているのですけれども。 

なぜかといいますと、いわゆる企業会計だとそれだけなのです。ところが水道や病院なん

ていうのは今やもう本当にある意味道路とか農地とかという以前の生活にとっての最重要イ

ンフラでありますから、これが企業会計が故にその激甚災害指定がないと。では下水道はど

うなんだとこうあるのです。下水道だって会計上はもうある程度建設が終わって管理に入れ

ば、これはもう入っていくわけですから、なかなか省庁間の縦割り部分が色濃く残っており

まして、これを統括するのが内閣府であります。内閣府にまで話は持っていきますけれども、

いや制度として難しいとかどうとかこうとかといってなかなか実現しませんが、これはやは

り粘り強くやっていかなければならない。 

特に簡易水道なんかはもう一番財政的に厳しい状況の中で、今回のこの豪雨災害、あるい

は東日本大震災についても簡易水道箇所というのは非常に多いのです。それが激甚災害指定

になっても、その部分は補助率アップがない。ただ、特例的に中越大震災のときのように、

その水道部門も激甚災を指定して、その上に改めて水道なら水道部門も激甚災と同じように
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補助率アップをしますということを決めてもらえば、それはそれでいいのですけれども、一々

面倒なのです。ですから、そういうことも含めて、そうしましたら今のこの観光にまた。 

私も観光事業といいますか、そういうことに対して災害時に補助制度がないなんていうの

は今回初めて私はわかったわけでありまして、新潟陸運局の北陸陸運局ですか、観光の部長

さんにも電話を差し上げて、国の制度として本当に存在するか否かよく調べてくださいと。

１日ぐらいかけて調べていただきまして、やはりないと。何か使う制度はありませんかと、

残念ながら今のところ制度としてはありませんと。県との中でよく協議してもらって県の制

度があればということですが、県の制度は先ほど触れましたようにいわゆる公営部分につい

てはあるのです。ところが民間の部分にはないと、こういう制度でありますので非常に理不

尽だということを私も痛感しております。 

ここについてはやはり改善をしていただくということを強く国の方にも求めていかなけれ

ばならないと思っておりますので、具体的には動きを始めております。けれども、ただこれ

が今の災害には間に合うということではありませんので、何か特例的な部分を認めていただ

けるか否か、これも含めて国に対してもあるいは県に対しても働きかけを強めて参りたいと

思っております。 

２番目の既存の観光協会等についての再興の支援に、既設の補助金制度でなくということ

であります。どういう部分を具体的に想定しているのかちょっとわかりませんので、今まで

もいわゆる通常の運営に対しての補助については厳しく、これはなかなか簡単ではありませ

ん。ただ、事業をやりますとか、あるいはこういうイベントをやりますとか、そういうとき

には個々に事業費の補助としてのことは十分考えますからおっしゃってくださいということ

で、例えば石打のイルミネーションとかそういう部分については、一応の対応をしてきたと

ころであります。この後の再質問の中でもし具体的な部分等がございましたら、またお知ら

せいただいて、そこできちんとした議論をさせていただければと思っております。 

ただ、９月補正、この初日にご決定いただきました石打、丸山、舞子、上国での観光協会

が計画をしております首都圏からの誘客バス、これについては議会の皆さん方からもお認め

いただきましたので、２００万円だったでしょうか、補助を計上させていただいて復旧に努

めてお客さんから大勢来ていただけるように。これが市内全域に広がっていければ一番いい

わけですので、そういうことも含めて補助も差し上げようと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

今日のニュースで、前にも新聞で出ましたが、魚沼市の観光協会が無料のシャトルバスを

１５０万円。これは観光協会が他の事業を縮小したり中止したりして、この費用捻出に当た

ってやるそうでありますけれども、無料シャトルバスという部分がどういうふうに効果を表

すのかちょっとわかりませんけれども、こういうこともまた参考にしながらいろいろ考えて

いければという思いであります。 

３番目の全国タイトルレべルの競技会イベント。これは前に議員にも確か申し上げたと思

いますけれども、こういう全国的なイベント、大会、これについて要求額が満額ということ
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はそのときの財政の中身、あるいは事業の中身等でわかりませんけれども、これは今までも

ある意味対応してきたのではないかと思っております。例えばスキー関係も確か何度か大き

い大会がありましたけれども、現金支援でなくて例えば人的支援も含めてそういうことはや

ってきていたという思いがあるのですが、また何か部分的な中でこうだというものがござい

ましたらお知らせいただきたいと思っております。原則としてやはり市外からの参集者が相

当見込まれる、市の経済にいい影響を与えると、こういうことについては検討はきちんとし

ていきたいと思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

４番目の花々のあふれるまちづくり、各種コンテストであります。市民の皆さん方が美し

い、きれいだと愛着を持って見るということは、当然観光客、観光に訪れた皆さん方もそれ

はすばらしいと思って見ていただけるわけでありますので、ご提案いただきましたコンテス

ト、こういう取り組みをその関係団体や関係課の中で協議をさせていただいて、市民参加型

の持続可能な――単年度でぽんぽんと終わってしまってはだめですので、そういうイベント

になる要素があるや否や。こういうことも含めて検討させていただきたいと思っております。 

案内看板の、観光看板といいますかの件でありますが、この観光案内看板につきましては

県あるいは雪国観光圏の推進協議会と協力して、今、統一した案内看板の設置に向けて検討

を重ねているところであります。制度につきましては個人の設置する看板までの制度はちょ

っと難しいと思いますけれども、これは検討に値するものだと思っております。 

国道等にスキー場などの固有名称を表示した集合案内看板これは設置をしておりますから、

議員がおっしゃったように小さな部分までという部分は確かまだ至っておりませんが、例え

ば道の駅なんかは国交省の方で対応していただけるとか、国の方もそういうことについては

非常に柔軟に考えておりますので、そういうことも含めてやはりきちんとした案内が本当に

できるようにやっていかなければならないと思っております。個々の設置については観光事

業補助金の補助対象になりますので、この制度の利用もお考えいただければと思っていると

ころであります。 

なかなか設置条件等によって非常に目立たないところにぽんと置いてあるとか、そういう

ものもございます。これは市の観光協会が管理しているところでありますけれども、こうい

うところもある程度整理、統廃合もしなければならないと思います。六日町インターの降り

たばかりのところに、余りにもいろいろものがあり過ぎてちょっと不統一感があると。しか

も雑多の感がいたしますので、ああいうものも本来はもっと整理されるべきなのですが、こ

れはなかなか個々の方が、個々の事業者があそこに土地を借用して、そして立てているので、

市が撤去しろとかどうとかと申し上げられませんけれども、やはりそういう団体を通じても

っともっと皆さん方が統一感を持って、そして見やすい案内看板が設置されるようなことは

行政としても指導、あるいは要請をしてまいりたいと思っております。 

陸上競技場と体育館の建設要望であります。これはタブーではございません。タブー視は

しておりません。ただ、今それを視野に入れていないと申しますのは、合併時の新市建設計

画ということの中に盛り込んでおらなかったものですから、それについては２７年までの間
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で建設がどうだこうだということについては余り議論をしませんし、検討もしなかったわけ

であります。 

例えば陸上競技場ということであれば、これは過去に大和中学校のグラウンドを公認化し

たわけでありますから、これをある程度リニューアル的に整備をしていけばまた公認がとれ

るかもわかりませんし、例えばですね。体育館でも、観覧席付きの体育館という話は以前か

らありましたが、今のディスポートの体育館を例えば観覧席付きに改修ができるか否かと、

これも考えなければならないことだと思っております。けれども、今はそれ以前の合併時の

約束事の、あるいは新市建設計画に登載されたものを総合計画上に載せたものについて集中

的に検討しておりますので、この時期がいつ頃だとか検討に入るとかということは申し上げ

ませんが、タブー視は全くしておりません。今後やはり相当の議論を積み重ねていくべきだ

と思っておりますので、またよろしくお願い申し上げます。以上であります。 

○議   長  ここで林茂男君より、資料の配付の申出がでておりますのでこれを許しま

す。そのままお待ちください。 

（資料配付を行う） 

○議   長  続行いたします。 

○林 茂男君  観光の復興策について 

ご答弁いただきまして、１番の方から順次手短にやっていきたいというふうに思っており

ます。今回災害対応で見ておりまして、例えば私の友達の中には鯉を飼っているような仲間

がおります。例えばこの養鯉業、魚を養う方の業をやっている人はこの農林関係の対応で復

旧の対象になる。しかし、釣堀業をみますとこれは観光業とみなされて対応にならない。本

当にいろいろ理不尽だと思うことがたくさんありまして、ご相談申し上げました担当のとこ

ろにはいろいろなことでご迷惑をかけたということもありますが、なかなか改善されるもの

はない。 

例えば農業機械等の助成、被災をされた農業機械等の助成というのが当市ではあるかどう

かちょっとつぶさに見ておりませんが、そういったものを対象にしているという近隣市町村

の話も聞いておりますけれども、では観光施設はどうなのか。ホテル業の大変な問題もあっ

たというように聞いております。本当にいろいろあるなあというふうに思っております。 

先ほど文句たらしく観光庁の話をしましたが、観光庁は今年政府に要望を１点だけしたこ

とが明記されておりました。それはこの議会の中でも何度も取り上げられたし、私も地元の

同じ仲間である観光業の皆さんから言われている固定資産税の減免措置の問題等はいわれて

いるわけですけども、これもやはり観光庁が政府に対してやはり本気に取り組んでいるとい

うことが挙げられておりました。検討しますという答えだったそうであります。 

市でも今回その都度固定資産税の減免はなかなか考えられないという話だったのですが、

今回、今配付をわがままを言いましてしてもらいましたこの南魚沼市スキー場等施設整備奨

励条例というのがあるようであります。これは旧六日町の時代から続いている条例だという

ふうに聞いておりますが、この中で第２条のところに書いてあるとおり、スキー場等の索道
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施設――索道施設と限っているわけですけど、その新設、増設、更新により、これが対象に

なって第４条の部分では、課される固定資産税の減免が謳われ、同４条の２項では最初に課

される年度以降５年間に限ると。恐らく新設をされるスキー場に対してその後押しとして作

られたものであるというふうに思うわけです。今回のこの災害は被災状況が非常に甚大であ

って、市長も大変苦慮されているという中で、私は一つの考え方としてゼロからの出発と言

っていい状態という部分もあるのではないかという中で、拡大解釈かもしれませんが、新設、

更新と同じことではないのかというふうに思えないかというふうに思います。 

字句の解釈をうんぬんするのか、それともこの条例が設置されたこの地域におけるやはり

大変な経済的な影響がある施設であるからこそ、この条例が作られていると思いますので、

条例の本性を尊ぶのか、その二つの分かれ目だというふうに思います。これらのことを根拠

に何とかいろいろなことを考察して救済するという方法を考えられないか、一つのこの根拠

に考えられないかということにつきまして市長にお伺いしたいと思います。 

○市   長  観光の復興策について 

この条例はご承知のように索道施設に限って。いわゆる工場誘致条例と同じ文言でありま

す。ですからこれを根拠に、では索道施設ということであれば、今索道施設が大きな被害を

受けたかというと索道施設ではほとんどないのです。いわゆるゲレンデ、ここでありますの

で、この条例をもとにしてということはちょっと無理があろうかと思いますけれども。先ほ

ど中沢議員の中にも触れましたが、いわゆる復旧費に対しての補助、あるいは税の減免、具

体的に中が見える部分となりますと確かその二つぐらいしかないのです。貸付金というのは

これはもういくら金利が安かろうがゼロであろうが、返さなければならないわけですから、

ある意味余り大きな助成措置にはならないという感じはしております。 

スキー場はそういうことで非常に大きな被害でありますが、今議員がちょっと触れていた

だきましたように、例えばホテルあるいは商店、こういう部分も含めてスキー場だからやり

ますよ、ホテルや一般的な商店は全然考慮しないということにもこれはなりませんので、総

合的な判断の中でどういうことができるか。これを今検討しているところでありますので、

もう少しお待ちをいただきたいと思っております。蓋を開けてみたら何だこの程度かという

ことなのか、よくここまでやったということなのか、ゼロ回答的にはしないようにしようと

思っていますけれども、まだわからないのです、本当のところ。 

でもさっきの質問にもお答えしたように、もう９月内ぐらいに方向性を出してやらなけれ

ば、これは復旧作業をしようにもできない、しても遅れる、スキー場の開設に間に合わない。

こういうことがありますので、スキー場に限ったことではありませんけれども、トータル的

に観光も含めた商・工業ですね、一般的に災害の補助対象にならなくなっている部分のこと

をどうするか。これはちょっと考えなければならない問題だと思って検討を進めているとこ

ろでありますので、明解なこうする、ああするという部分はもう少しお待ちをいただければ

と思っているところであります。 

○林 茂男君  観光の復興策について 
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そのとおりだと思います。これはこのままでこれが使えるというふうに思って見ていただ

いたというわけではなくて、こういう位置づけであるぐらい地域経済に対する影響、雇用の

問題等にかかることで、先ほど市長が工場の誘致のときと同じなのだというふうに話をして

いましたが、そういう意気込みで救ってやるべき対象だというふうに思っておりますので、

今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 ２番目の項目に入りますが、先ほど既に市長の方から答えていただきました。今回三つの

スキー場がバス運行をやるということで、これはほかのところの地区でもっと安いのが出る

とかそういうことを比べたいということではなくて、この三つのスキー場はほとんどライバ

ルスキー場であったわけです。この三つのスキー場がスキー場ではなくて民宿関係を中心と

した地元の観光協会の宿の人たちが主に、そこの人たちが一緒になってやろうと言ったのは、

私もずっと長く携わってきましたが初めてのことであると思います。それほどみんながそう

いう気持ちになって一緒にやっていこうということだと思います。 

大きなこの間の問題として、大手のスキーエージェント等がリフト券の割引、値引き合戦

に入っていったときに、宿側はこのエージェントによってものすごいダンピングをされて、

それによって非常に悲鳴を上げてきたという経験があるわけです。それを払拭する意味で今

回足は自分たちで確保しようという中で、市の援助もいただいてやっていくということであ

ります。 

今まさに今泉の交流拠点も作られているわけでありますが、ここもこのままここが物産館

とかそれだけの機能であれば私は余り観光交流というふうに、大きな成功というふうには思

えないところがあります。例えばこういうバス止めの部分、この部分に例えば旧塩沢の地区

であれば、それぞれの人たちがみんなそこに集まってきてお客さんを乗り下ろしをさせる。

そして、そこで物産等の購入等があって、それぞれの物産の売り買いが生まれていくという、

そういうようなところで生かしていくことが望まれると思います。 

これは塩沢に限ったことだけではなくて、先ほど市長がおっしゃられたように六日町、大

和の中にもこういったものがどんどん入っていけば非常にまた面白い展開ができていくのだ

ろうと。これは冬に限ったことだけではなくて、いろいろな各種のイベントの中で生かされ

ていくものだと思いますし、今回のその三つのスキー場の皆さんが成功させていくそのこと

が非常に大きな問題だと思っております。 

こういったことには大変やはり不安と、それから資金が必要になっていくという中で、私

は先ほど言った観光補助金の率等の問題で、やはりもう一歩踏み込んだ形でみんながそれな

ら頑張ってやろうというようなところの部分に引き上げていただきたいというのが本旨であ

りますので、ぜひお願いをしたいと思います。 

それと、他の観光地ではある部分がありますが、観光施設のリフォーム。今、住宅リフォ

ームがありますけれども、観光施設の新たな――これは装置産業なので新しいものをどんど

んしていかないと先がないというところがあります。こういったものを呼び水として、施設

リフォーム等の問題等にも踏み込んでいけたら非常にうれしいことだと思っておりますが、
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よろしくお願いしたいと思っております。 

○市   長  観光の復興策について 

今の議員のご質問でありますけれども、そういう思いを込めながら今回、市からの押し付

けという部分ではなくて、地元の皆さん方、あるいは団体の皆さんが発案をして、とにかく

やってみようということです。補助率が低かったか否かということはこちらに置いていただ

いて、そのことに取り組んでいただくということで非常に期待をしているわけであります。

これをぜひとも成功させていただいて、いわゆる負担がお互いなくてもやっていけるという

ような方向が出れば、これがまた一番いいわけです。ぜひとも市としても最大限の協力をさ

せていただきながら、この事業の伸展を望んでいるところであります。 

 リフォームということになりますと、いわゆる民宿等ということではなくて観光施設・・・

（「宿」の声あり）宿は住宅リフォームとかという部分はありますけれども、このいわゆる観

光施設といいますか観光用のペンションあるいは民宿、旅館に限ってのリフォーム制度とい

うのは全く今は思いも及ばなかったところでありますから、これは今のところすぐに検討し

てみようかということがお答えをしづらいわけでありますけれども。そういうご意見があっ

たということを伺いながら、また今後の中でどういうことができるか考えられればと思って

おりますのでよろしくお願いいたします。 

○林 茂男君  観光の復興策について 

三つ目の部分なのですが、先ほど大会等に助成とかやれるのではないかという話なのです

けれど、ちょっと角度が違う部分をやっているところ。これは湯沢町のコンベンション誘致

推進事業補助金というものがあるのですけれど、これは例えば会議ですね、大型の全国会議

とか、産業見本市とか、例えばそれはスポーツ関係の協議会、いろいろな文化的なコンクー

ル、こういったものに上限５０万円として主催者が開催するに要する費用に対して補助をす

るというのがあります。 

私は以前観光の方に地元でいたときに、いろいろな各メーカーの担当者、いろいろな打合

せに来る人たちから、あなたの市にはそういう制度がないのかという話がありました。これ

は何度もいわれた経験があります。これは少ない援助で大きな経済効果を上げるということ、

また、宿泊者に乗じた基準で判断してその補助を決めていくというようなことがありまして、

私は非常に有効な手段だというふうに思っています。これが観光に携わる人たちにとっては、

ほかのところでもうそういう制度があって私のところにはないということになると、その時

点で競争から外れてしまうという部分が出てくるかと思っております。私はこのことは躊躇

なく取り組むべきだというふうに思っていますが、いかがお考えいただけますでしょうか。 

○市   長  観光の復興策について 

またまた私がごくこの件について、議員の今のご発言についてちょっとよく内容を把握し

ておりませんので、主催者と申し上げますのは、そこにいわゆる出ていこうとする皆さん方

に対する補助ということですか。余りあるかないかは別にして、それこそちょっと今ここで

すぐに即答ができかねますので、担当者に確認をさせながらどういうことが考えられるのか、
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どういうことなのかを含めて、まずは確認作業から始めさせてください。お願いします。 

○林 茂男君  観光の復興策について 

ありがとうございます。なかなか言い方や引き出し方が上手にできなくて申し訳ないとこ

ろもありますが、今後も熱意を持って取り組ませていただきたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 ４番目につきましては、本当にそういう気持ちで新たな検討に入っていただけると面白い

と思いますし、もちろん既存の観光協会等があるわけなので、そういったところもいいので

すが、それを超えた市全体の取り組みということになると市長の姿勢ということにもなって

くるかと思いますので、ぜひそういう観光事業団体を超えた枠組みでやっていっていただけ

れば非常に楽しいと思っています。 

 ５番目の看板につきましても、今ほどご答弁いただきました内容でいいと思いますし、６

番につきましても、そういうことでタブーではない、十分考えていっていいことだというこ

との明確なご答弁をいただきましたのでありがたいと思っております。大変あれですが、以

上のところをまとめまして答弁をいただきまして終わりにしたいと思います。 

○市   長  観光の復興策について 

４、５、６まとめてということであります。先ほどご答弁を申し上げたとおりであります

ので、そのようにまた議員からもご提言をいただきながら頑張っていきたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○議   長  質問順位１３番、議席番号９番・今井久美君。 

○今井久美君  ７月の豪雨災害に関連して 

それでは７月の豪雨災害に関連して一般質問を行います。さすがに大きな災害でしたので、

災害関連の質問が多く出されております。大体答弁を聞いていると私への答弁も少し想像が

できるような感じになってまいりましたが、私は私なりにまた考えがありますので、質問を

していきたいとこう思います。 

 東日本の震災から約半年が過ぎたというような報道がここ何日か続いております。まだ発

見できない人が多くいる中で、住宅の問題やら収入、今後の生活再建など様々なことが見通

せず混沌としております。まして福島の方々の住んでいた家、町に帰れない状況は深刻なこ

とだというふうに思います。「浪江が好きだ、帰りたい」浪江の若い事業主が集まって相談す

る報道をみながら、さぞ悔しいことだろうなというふうに私も思いました。自分たちの努力

や意志で現状の回復もできず、本当に悔しいことなのだろうというふうに思います。浪江の

土地なのか、人々のきずなを重視するのか、若者の心は判断がつかず、そんな状況を報道し

ておりました。帰りたくても数値が下がらないと帰れない現実があります。 

我々も７月のかつてない豪雨災害を体験いたしました。市長が南魚の福祉大会であいさつ

していたとおり、我々には各行政区長を中心に自主防災組織、消防団、職員、業者が一丸と

なって応急対応に向かった地域のきずながあります。本当に消防団もよくやってくれたと思

います。各地区で感謝の言葉が多く聞かれましたし、何日も出てもらいました。また、業者
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も職員、区長の指示でお盆の間際までよく対応してもらったというふうに思います。この地

域を自分たちが守るという強い気持ちが、仕事という部門を超えて対応してもらったものだ

と私は思っております。決してここに営業所がある業者が即対応してくれたわけではありま

せん。したがってこの地域における国、県、市の発注工事も極力地元業者から施行してもら

いたいと強く願うものであります。 

みんなが一丸となって対応できたのは、少しでも見知った顔であり地域だったからだと思

っています。仕事や地域の行事を通じ触れ合っていたからだと思います。ふだんからの様々

な行事を通じた地域のきずながいかに大切なのかを実感いたしました。あの中越地震のとき

も、水害、地震と続きもうこの先豪雪というようなことはないのだろうなあというふうに思

っていたら、明けた１月からの豪雪でありました。今年も局部的なものも含め、激甚災害の

連続であります。またいつ何時という状況の中、これからの防災対策の向上となるべく通告

にしたがって質問をいたします。 

 最初にこの地域のきずなを強くしていくためにも「開発センター」機能の充実を図ってゆ

くべきではないかということであります。このことについては地域のコミュニティも含めま

して、議員になってから再三質問してきましたので、市長の気持ちもわかるわけであります

が、あえてこの災害に関連してセンター機能強化の必要性を伺います。 

五十沢地区では区長総代の呼びかけで８月４日に緊急の臨時区長会を開き、災害対応につ

いて協議いたしました。そんな中で区長に配備された防災ラジオが入らない地区があったと

いうようなことで話がありました。このことについては先の答弁でエリアメール、全国瞬時

警報システム、Ｊ―アラートの導入などの話がありましたので、市民、行政区に今後も周知、

徹底をして活用できるように指導をお願いしたいと思います。 

また、今回の災害は沢筋からも驚異的な水が流れ出て流木が橋に引っかかり、夜を徹して

除去に努め、防災グッズが活躍しているのを見かけました。あのとき、県の事業なので何に

も言えませんでしたが、集会所がなく対象とならない行政区も今回大きな被害が出ておりま

す。明かりが必要だったと思います。そして何より、地区全域に災害が広がっている中で、

防災無線も配備されている開発センターが、明かりがともり地区の状況を把握し中心的な場

所となっていなかったことであります。かつて消防団にいたとき、有事の際は開発センター

が集結場所であり、町役場との連絡場所でした。人々のきずなを強くして有事の際に機能す

る開発センターとなるよう検討すべきと思いますが、伺います。 

 次に災害予備費の当初予算への計上についてであります。今回、応急対応に区長が先頭に

立って行動している姿は、住民にとって大いに安堵したことと思います。作っては流れ、作

っては流れ、何度も土嚢積みをやり、重機でしめ切りをしても流されて一晩で流れが何度も

大きく変わる激流に、それでも区長を先頭に対応しました。それは危機の排除を優先に区長

権限での対応を決めていたからであります。大変大きな決断だったと思いますし、牛木議員

同様、私も高くこのことについて評価をいたします。この区長、防災組織の長が即判断し、

応急対応に向かえる財政的な裏付けとなるよう、今回の総額を検証し、当初予算で災害予備
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費を計上していくべきと考えますが、見解を伺います。 

 次に市が行う防災訓練についてであります。東日本の震災、今回の市内被災地、台風１２

号の被害地で聞かれるのは「今までこんなことはなかった、生まれて初めてだ」起こり得な

いと思っていたところに被害が出ております。防災ヘリが飛んできて地域全体で防災意識を

高める訓練も非常に大切なことではありますが、不意に襲う災害にもお互い冷静に判断し、

行動する訓練が必要と思います。先の答弁でいろいろな提言もあるようですが、年１回の訓

練を積み重ねて効果のあるものとしてゆくべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 次に最後ですが、原形に復旧するだけでいいのかということであります。国・県に危険箇

所の調査、対応を求めていくべきと思います。このことについては初日の答弁の中にかなり

含まれていますが、危険箇所が膨大にのぼり、多額の費用と時間がかかる答弁でありました。

しかし、今回の災害では、数年前から地元の早期着手を願う陳情があった箇所が多くありま

す。地元はよく知っていますので、早めの調査、対応ができるようなシステムづくりを望み

ます。以上、壇上からの質問とします。 

○市   長  ７月の豪雨災害に関連して 

今井議員の質問のお答え申し上げます。７月の豪雨災害に関連しての１番目の開発センタ

ーの機能の充実でありますけれども、先ほど井上議員の質問でもお答え申し上げたところで

ありますけれども、このたびの大災害で幸いにも人命、人身、これに影響が出なかったこと

は、本当に自主防災組織、そして各行政区の役員の皆さん、あるいは消防団、こういう皆さ

ん方の、地域の皆さん方の自助、共助、イコールこれはきずな。地域のきずなでありますけ

れども、これがいかに大事だったか。そしていかに私たちの地域でそれが機能したかという

ことの表れでありまして、本当に大きな力になるのだなあということを改めて実感をしたと

ころであります。 

これからもやはり地域のコミュニティということをきちんと築き上げていかなければなら

ない。そういう意味でそれぞれの集落の開発センターも含め、あるいはその地域ごとの地域

開発センター、これもきちんと機能させていく、充実をさせていくということは、やはり活

動の中心になるべきところでありますので、そういうふうにやっていかなければならないと

思っております。 

そこで、センター中心の対応についてであります。今の、今のこのセンター長の責務、あ

るいは勤務体制、これらを考えますとこのままでセンターを地域の防災拠点とするというこ

とは、非常に難しい部分がございます。このたびのこの災害のように市全域に渡る、こうい

う災害でありましたが、例えば昭和４４年のときのように、五十沢、城内が被災をしている。

こういう場合には本庁舎や大和市民、塩沢市民、あるいはこの地域を除いた旧センター、９

か所あるわけですけれども、このうちの該当地域のセンターに複数名の職員を配備して、そ

れで当たるということはできるのです。 

１７年のときの大和の水無川とそして城内の宇田沢川がすごい雨でちょっと氾濫いたしま

したが、例えばそういうときにとなりますと、大和のあそこでありますと荒山になりますか、
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茗荷沢になりますか。茗荷沢ですから東地区ですね。こっちは城内地区のセンターに職員を

きちんと配備をして、その中心的な機能を担わせるということはできるのですが、この全域

にわたったときには、先ほど井上議員のご質問にもありますように、職員の絶対数がもうそ

ういうことを想定しない職員数でありますから、足らなくて、この本庁舎と塩沢、大和両庁

舎に、そこに配属をするということだけで手いっぱい。ですから、あとは自主防災組織や各

地域の区長さんや消防団にある意味主導体制は頼るということになっているわけであります。 

これを現地の対策本部として機能させるということになりますと、非常に難しい部分がご

ざいます。今ほど触れましたように局地的な部分であれば、これは十分可能でありますので、

そういうことはこれからの地域防災計画の見直しに合わせて検討しなければならないと思っ

ておりますが、全域にわたったときに、市内に今あります先ほど触れましたが大体トータル

的に１２あるのです。昔の市町村の、旧町村の中ですから。開発センターと名前をふってい

なくても、その地域、地域の拠点的な部分１２か所。ここに全てその地域の対策本部的なも

のを置くということは非常に不可能だと思いますので、それらをどう補うか、補完できるか。

これは先ほど触れましたように地域の皆さん方のお力をお借りするということだと思います

けれども、どういうことにすればいいのかということはきちんと検討させていただかなけれ

ばならないと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

 災害予備費の計上でありますが、一応予備費そのものはもう災害想定なのです、常に。災

害ばかりとは限りませんけれども、予測しない出費に備えるということで、その額が５,００

０万円がいいのか１億円がいいのかということはありますけれども、そういうことで計上し

ております。例えば今回のようなときのために８億円も１０億円も予備費ということはちょ

っと考えられませんので、予備費は大体例年５,０００万円から１億円ぐらいの範囲です。そ

して予備費が足らないからどうとか、こうとかということではなくて、もう今回のように指

示は指示でもうとにかく仕事はやっていただく、そして１日も早くその支出行為ができるよ

うに、専決をお願いしているところであります。この額が一般的に何億円とか何十億円にな

るということではなくて、いわゆる予備費はもう災害用だというふうにご理解をいただきた

いと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 防災訓練についてであります。やはり地味であっても、あるいは例年同じようなことの繰

り返しであっても、それをきちんと習得する、積み重ねることによって得られるものという

のが非常に多いわけであります。これは訓練として本当に重要だと思っておりますし、やは

り真剣な気持ちで取り組んで、本当に災害現場だという臨場感を持ってやっていただくとい

うことが非常に重要だと思っております。そういうことのためにも、例えば県から防災ヘリ

が来ていただくとか、あるいは放水の訓練とか、はしご車での救出とか、こういういい方は

失礼かもしれませんが、見ごたえのある部分がありますと皆さんが相当緊張もしたり、ある

いは興味も持ったり、そして真剣になります。そういうことも含めて、例年つまらないとか

どうとかということは、さっき井上議員にも申し上げました。お言葉もありますが、まずは

基礎でありますので、これをきちんと積み重ねると、このことに真剣で取り組んでもらうと
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いうことを徹底しながらやっていきますのでよろしくお願い申し上げます。 

 危険箇所の調査、対応についてであります。災害そのものは原形復旧が原則でありますけ

れども、いつか昨日かおととい申し上げましたように、今まで砂防堰堤がないところが大変

な土砂災害があった。そこに堰堤を設けるというのはこれはもう原形復旧ではないわけです。

危険予防です。例えば昨日も話をしました滝谷の部分で、堰堤は設けた、下流には流路工が

必要だけれどもそれもない、これも付けるわけですから、これも原形復旧が原則であります

けれども、その現場に応じた復旧体制をとっていくということであります。 

例えば農地農業用施設で、ベンチフリュームが今まで３００であったのをこの際だから５

００にしてしまえとかそういうのはだめですけれども、こうしなければまた危険が及ぶ、当

然災害も予想されるというところは、なくてもそれはきちんとやっていく形はとりますので、

この原形復旧が終わったからいいやという考え方は持っておりません。ただ、施設、内容に

よってはそういう部分もありますけれども、それそのものは災害を起こす要因ではありませ

んで被災した部分でありますので、災害を起こす要因、沢の土砂止めとか、あるいは河川の

護岸とかこういうことはきちんと対応できますので、そういうことを目標に念頭に置いて、

この災害復旧に取り組んで参りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

なお、まだこれで危険箇所がなくなったなんてことではありません。議員がおっしゃるよ

うに主にもうこれは国・県所管の事業になりますので、今回のこの災害を目の当たりにして、

国も県も非常にそれは実感としてわかっているわけであります。そういう危険箇所の早期着

工、そういうことも含めて強くまた対応を求めてまいりたいと思っております。よろしくお

願いを申し上げます。以上です。 

○今井久美君  ７月の豪雨災害に関連して 

それでは１点ずつ、また再質問をさせていただきたいと思います。今、最初の開発センタ

ー機能について答弁をいただきました。私はこの質問を書いている中で、今回の全域に広が

った中で、情報の伝達としてワンクッションあった方がいいのか、それよりストレートの方

がいいのかいろいろ考えました。本当にケースバイケースだと思います。ただ、私たちは、

市長も六日町の出身ですから、開発センターがかつては人間が常駐して充実して、文化も芸

能もそこを中心にしながら地区があったというのが、だんだん合併後に縮小されたといいま

すか、力が弱くなったというか、常駐もほんの少しというようなことになっています。私は

ケースバイケースとは、どういうときどうか。局部的だ、全域に広がった、そういういろい

ろなケースがあるでしょうけれども、とにかく有事が起こったというときには、まず、その

地区の中心となるべき開発センターに、やはり誰かがいて、それを中継するかしないかその

被害の状況によると思いますが、そういう機能だけは日々の中でも継続して育てていっても

らいたいというふうに思います。 

今も何時から何時までみたいな形で、また地域のコミュニティの中での常駐をしてもらっ

ているような感じですので、意味合いが市の直轄で動くような人たちということではないわ

けです。その辺についてもう一度市長の考えがあったら聞かせていただきたいと思います。 
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○市   長  ７月の豪雨災害に関連して 

それぞれの開発センター等につきましては、災害時のいわゆる避難も含めたそういう拠点

にはなっているわけであります、避難も含めた。ただ、災害の状況に応じて避難指示を出す

とか、あるいは情報伝達をするとかという、そういう機能は今確かに持っていないわけであ

ります。議員がおっしゃるのはそういう部分の機能をそこに置けということだと思いますけ

れども、全域にわたったときに、さっき言いましたように１２か所持っているわけですね。

ここに常にそういう部分の能力を備えた人員を配置しておけというのは、非常に難しいこと

です。局地的なときはさっき言いましたようにそこで対応ができますけれども、それはひと

つご理解いただきたいと思いますが、地域コミュニティという部分の中でどういう改善がで

きるのか。地域コミュニティは全部１２か所やるわけですから、どういう改善ができてどう

できるのかということは、またさらに議員の提言も含めて検討してまいりますので、そうい

う形でひとつご理解をいただきたいと思います。 

○今井久美君  ７月の豪雨災害に関連して 

地域コミュニティ、開発センターもそうですけれども、コミュニティについて合併後、非

常に難しい。塩沢地区も含めてちょっとその機能を作っていかなければならない、そういう

ところもありましたので、非常に私は難しいというふうにも感じていました。市の職員がそ

こに常駐するようにしてくれと、するべきだということを私も言っているわけではありませ

んが、常にそこに行ったら誰かがいて、もし、有事の場合もそこがみんなの集まる、情報の

集まる場所になっていく。そういう機能だけは今後も残していくように、コミュニティの中

でも結構ですのでそういう機能を継続的にもっていくように、また研究をしていってもらい

たいとこう思います。 

 それで、次の２番の予備費ですね、災害予備費についてであります。今回の災害について、

当初私もそうですが、個人の家に入っていった土砂、これらについて本当に自分らでやって

いけるのか。それは個人のところは、何ていう話が、今度はとてももうそこらを何とか処理

しないとだめなようになってきて英断を下してもらったのですが、そういうどんな災害のと

きも、神戸の震災もそうですし、中越のときもそうですが、個人資産への公費の配布という

ことについて非常に国も厳しい態度をとってきましたので、災害についてはそういうことが

あるのだろうということを、私も当初は思っておりました。ただ、そんなことではなく、危

険の排除を優先してやってくれと、こういう話がありましたので、区長も大いにそれを背景

にしながら自分たちの地区を守るために頑張られたと、こういうふうに思います。 

その中で予備費は常に災害を想定した予備費だと、こういうような話がありましたけれど

も、今回当初予算で５,０００万円ですよね。それを、多い少ないはどうかわかりませんけれ

ども、私は今回の教訓をもとに検証しながら、やはりその裏付けとなる、区長がいろいろな

ことで対応できるような裏付けとなるよう、これをもう少し大きなものにして用意しておく

べきだというふうに思います。 

先ほど財調の在り方、財調のどのくらいの規模だという話の中で、１０億円ぐらいは有事
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の際も考えて必要ではないかというふうな話がありました。財政調整基金はやはり災害ばか

りではありませんので、災害、今回の教訓をもとに予算を考えるのであれば、その予備費の

ところはもう少し大きくしておくべきではないかというふうに考えますがいかがでしょうか。 

○市   長  ７月の豪雨災害に関連して 

前段の方は地域コミュニティ関係の中でどう改善ができるかということを、私も職員を常

駐させるというふうにはとっておりませんので、どう改善ができるかということを検討させ

ていただきます。 

 予備費につきまして、例えば予備費に今年１０億円を計上してあったとします。で、この

災害が起きたとします。１０億円あったから区長さんが全部指示ができたということではな

いのです。１０億円あろうが１００億円あろうが、それは市の方からもう何でもいいからや

ってくれということが出なければ、これは区長さんはいくら予備費に１０億円あるとしても、

それを区長が全部使っていいなんてことにはなりませんから、予備費の金額が多い、少ない

ということはそう問題ではないのです。予算調整という意味もあって予備費というのもおき

ますけれども、それはなぜ予備費という部分があるかというと、それは当然ですけれども緊

急の場合にすぐ執行ができる。すぐ執行ができるための費用でありますので、この額が多い

少ないというのは余りそのことには関係ございません。 

ただ、これだけの災害でなくて、例えば局地的に何かがあって、そこに５,０００万円だと

して、５,０００万円を投入しても間に合わないというような部分が出たときには、１億円を

積んでおけばよかったなと思うことが出るのかもわかりませんが、それらもなかなか想定が

でき得ませんので、額がいくらが適当だということがわからないのです。わかりませんので、

その年度、年度の予算の調整の中で計上させていただいて、当然ですがそれで対応できない

自体が見越されれば――見越されればまた議会の皆さん方への補正予算の中で対応させても

らいますし、もう災害が発生して１日も早く支出行為をやらなければならないとなれば、申

し訳ないですけれども専決処分でやらせていただくということでご理解いただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○今井久美君  ７月の豪雨災害に関連して 

その予備費の在り方については、金額うんぬんでないということでわかりました。わかり

ましたが、このことの最初に申し上げましたとおり、現場の当初はやはり個人のところへ入

った土砂はそれはだめだと、こういう考え方が多くあったと思います。個人のところへ入っ

た土砂も含めて、農地についても個人の負担を求めないということでこれから対応していっ

てもらう。そういうことを私は今後も、国、県の考え方はちょっとわかりませんけれども、

私たちは今、市の行政についてこういう議論をしているわけですから、その辺もそれこそケ

ースバイケースかもしれませんが、おおむねそういう大きな問題が発生したときは、とにか

く個人のものであっても、土砂撤去も含めて私たちもそういうふうに考えていていいのかど

うか、考えを伺います。 

○市   長  ７月の豪雨災害に関連して 
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いわゆる規模的なものにもよりますが、災害という事態になればおおむねその方向で結構

であります。ただ、さっきもちょっと触れましたけれども、局所的な、局部的な部分で田ん

ぼがちょっとやられたとか、それもいわゆる災害として認定されないという部分も出ますね。

雨も降らなかったのに崩れた、これは災害ではないわけですから。そういう中で全部そこに

ついて個人負担を求めないで復旧ができるかというとちょっとわかりませんが、いわゆる有

事の際の部分については、もう今、中越大震災のときの負担についても求めておりませんか

ら、大体そういうことで私たちの市内は定着させていただいて結構だと思っております。 

ただ、１００パーセントということではありませんので、その状況はもう議員ご承知のと

おりですから状況に応じてということでありますが、大災害というときはそういうことを言

っていられる状況ではありませんので、市民の皆さん方の負担を少しでも軽減をするという

意味でそういうことはきちんとやっていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

ただ、ここが難しいところでありますけれども、議会の皆さん方がそういうことを陣頭に

立って、災害の現場でやっていただくというのはこれは大いに結構だと思いますけれども、

ある一部で、消防団を辞めて現役に即していない方が、自分が消防団だったときの団長まで

やった方だそうでありますけれども、もうあれしろ、これしろと。自衛隊を呼べとか、とて

も権限外のことを連発していただいて私どもも非常に困惑した事例もございます。そういう

ふうに勇み足にならないようにだけ、そこをひとつ十分ご理解いただかないと、行った職員

とか関連団体の職員なんかは非常に当惑しまして、市の方に電話をよこして自衛隊を頼めと

言われたけれどどうするかとか。そういうことはそれは市長が判断してやることで、消防団

を出せというのも私の指令で出るわけですから。勝手にあっちの団長をした経験者が、ほら

消防団出てこいと、それはいかないのだと言うのだけれども、なかなか経験された方は非常

にそういうことがありまして、そういう面だけはひとつ皆さん方、目を光らせながらご理解

いただいて十分対応していただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○今井久美君  ７月の豪雨災害に関連して 

こういう有事のときの、それこそ議員の立場というのも本当に難しいのだなあというふう

に思いました。今回は市長の話も聞きましたので地区の中でも話ができましたが、決して議

員が財政的な裏付けを作られる立場にもありませんし、そういう根拠を持たない立場であり

ますので、本当に区長が先頭に立ったということの方が、よほど地区がまとまったというふ

うに思います。今、おおむねの考えを聞かしてもらいましたので、災害についてのこれから

の進み方がある程度財政的な面で読めたということで２番については終わりにしたいという

ふうに思います。 

 次に防災訓練であります。先ほど職員も時間を決めてどのくらいかかって集まれるかやっ

ているとかという話を聞いて、本当にそういうふうにやってもらっているのだなあというふ

うに心強く思いました。このことについては私が団にいた頃、少し団長にお願いして提言を

したことがあります。しかし、当時の町役場の総務の方が、なかなかこの計画的にやる防災
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訓練を崩すと、もう人々が、みんなが動揺して訓練自体にならないと。こういうことでかな

り私の思いからは遠い訓練になりましたが、ある程度想定を伏せてみたいなかたちは実施で

きました。 

今回の中でうちもそうですが、市長のところもそうらしいですけれども、本当に「俺のと

ころはない」とこういうふうに思っていたところがそういうふうになる。これは職員もそう

でしょうけれども、地区の住民もそうなのです。やはりそのとき、あの中越のときでさえ、

「逃げろ」と言ったってあの揺れの中で逃げない人もいたのですから、「あんなのはいいや」

と、こういうような中でやはりどうしようもないですね、今回も。でも、みんなが避難しろ

と言ったら自主的でしたけれども避難できる、そういう危機感を持つ、そういう訓練を年１

回の中でどこかでできないのかなあと。 

想定は伏せられていますから、職員の方も例えばどこかの地区でこんなことが起こってい

ると。それが当日わかってそこへ救急の体制をとるとか、それこそ、これからＪ－アラート

ですか、そういうものがもし配備できたとしたら――今回はやはり電話が通じましたから、

まだ市と連絡がとれたりいろいろしました。想定の中で全部電話がだめだと、中越のときの

ようになったら本当にそれをどういうふうにするのだと。そしたら防災無線がある、そこへ

行ってやる、そういう訓練も必要でしょう。そしてＪ－アラートがどういうふうに届いて、

どういうふうにみんなが行動するか。そういうようなこともぜひ緊急体制としてやっていた

だきたいというふうに思いますので、これはこれからの防災訓練のまた作り方の中で研究し

ていってもらいたいと思いますので、ぜひお願いいたします。 

 それで次に４番目です。これも今までの答弁の中にありました。このお盆前に避難勧告を

解除しようということで本当に努力してもらいましたが、やはり解除になった後もお盆でも

２～３回やはりみんな自主的に避難しました。山の上の状況を私も全部歩いてみて、本当に

頭の上にああいうものがあるわけですからおっかないし、今回の台風１２号で深層崩壊とか

表層崩壊という言葉が出てきました。正に清水瀬なんかはああいう岩盤層の上が崩れている

わけですし、土沢の上の方も古い花こう岩だそうですけれどもそれが崩れて、国交省の方の

考え方もかなりいろいろなことを検討しておられるという話も聞きます。 

とにかくその原因というのはいろいろなところで、古くからあったものはあったのだろう

と思います。今回起き得ないところでという話で、でも、そこの古い人に聞いてみると「俺

もここの山で遊んでいたけれど、そういえばそこにくぼ地があった」と。やはりそこが何か

所か起こり得ないところが起きているわけです。そのくぼ地にあれだけの連続雨量がなると

滑り落ちるということが、あの台風１２号の話を聞いて、そういうことなのかというように

思いました。地区はよくわかりますので陳情が上がってくる。それはやはりいろいろな過去

の経過で、１～２年前にこういうことがあった。やはりそれが、公共投資が一時は悪者みた

いなことを言われましたけれども、そういうようなことがやはりみんなを守っていくという

ことです。公共投資の浮いたお金でほかにというような話も一時あったりしましたけれども、

そうやって公共投資をやらなくなったことが結局はこういう形でみんなを不安に陥れますし、
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また、これからはもっと大きな投資が必要になってくるわけです。陳情があがったそういう

ものについては、本当に地区がわかっている中でやっているわけですので、早めに国・県に

つないで対応してもらうと。そういうシステム作りをやってもらいたいとこう思います。も

し市長の考えがありましたら聞かせてください。 

○市   長  ７月の豪雨災害に関連して 

今回の防災訓練も防災ラジオを各区に配布をして、その状況も一応確認したのです。一時、

一部通信状態の悪い部分と、あとはそうなかった。ところがやはり通じなかったとか。結局

区長さんが先に出てしまえば、ラジオを持たずに見まわりとかそういうことで出てしまえば

もう通じないということですから、そういう部分もあったりで、そういうことを今度はでは

どう改善できるか。 

それからＪ－アラートです。これはもう携帯ですから常に身に付けて、持っていかれるわ

けですので、それをどう活用しなければいけないのかということは、これはそのシステムを

きちんと。できたら１０月以降ですか、これはもう防災訓練ということも待たずに、区長さ

ん方にはある程度きちんと対応してもらえるような方法をとらなければならないと思います

し、防災訓練のときは当然それを使ってのまた訓練とか、そういうことも十分考えていかな

ければならないと思います。 

いずれにしてもシステムがいいものができてきても、それを使いこなす能力と、それから

全部に配信できるという確たる部分がないとやはりおかしいことが出ますので、それらを検

証しながら十分な体制がとれるように、防災訓練等に生かしていきたいと思っております。 

 危険箇所の整備であります。初日であったかにちょっと申し上げましたし、私の一言日記

と市報にも書いておきましたが、公共事業が悪だとか大型事業がどうだとかという風潮がこ

こ数年あって、でも、三国川が氾濫しなかったことはあのダムのおかげですし、魚野川が氾

濫しなかったことは今までの改修事業のおかげですから、それは本当に生きたということで

す。 

ところが今議員がおっしゃったように、そういう公共事業費の削減という風潮の中で今ま

で、例えば本来であれば実施しなければならないような部分ができてこなかったということ

も多数あるわけであります。そこに大きな災害が起きたということですから、正に公共事業

が悪だとか、そういう風潮や考え方を根底から変えていただかないとだめだと思っています。 

ですので、そういうことに努めたり、あるいは今議員がおっしゃったように、地元の皆さ

んが本当に常々危険を感じていてご陳情をいただいているということについては、迅速に国、

県に伝えてなるべく早く実施ができるように要望もしてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願い申し上げます。以上であります。 

○今井久美君  ７月の豪雨災害に関連して 

最後の方は市長の一言を見なくて申し訳なかったですが、本当に私も同じ考えです。今回

の災害でうちの方では、本当に三国川ダムがあったおかげだなあと多くの人も言っています。

あれがなかったらもっとひどかったろうと、こういうことだろうと思います。そんなことで
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もっと早く着手していてもらえればというのは、地元で今、何か所も私もいただいてなかな

か実現できないでこういうことになった場もありますし、県の方に言ってもなかなかお金が

ないのだと、こういうことで送り送りになってきたものが、結果こういう形になっています。

それは本当に考えを変えてもらって、その部分も必要で、やっていかないとこういうことに

なるのだということをまた国・県の方へ強く要望していって、そういうシステムづくり。災

害があった、それでこれを早くすればもっと違ったのだということを、またお互いの中で作

り上げていってもらいたいと思います。 

 最後になりますが、今回いろいろな反省点もあると思います。８月７日に社協の方で今回

のボランティアも含めて急きょ会がありました。福祉課長さんも出ておられたので大体聞い

ていたと思いますけれども、初めてこういう大きな合併後の中でボランティアを必要とする

災害が発生して、いろいろな大きな反省点も出ましたけれども、非常に会長を含めて事務の

方も反省すべき点は反省すると。それですぐまた改善もしました。そんなことでいろいろな

意見が出てくる、それは本当にまた次に生かしていってもらって、より強い防災体制の整っ

た市に仕上げていってもらいたいと、こういうことをお願いして質問を終わります。 

○議   長  お諮りいたします。本日の会議はこれで延会にしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって本日はこれで延会することに決定しました。 

○議   長  本日はこれで延会いたします。次の本会議は明日９月１４日午前９時３０

分、当議事堂で開きます。大変ご苦労さまでした。 

（午後４時３９分） 
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